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令和７年度みんなでやるぞ内水面漁業活性化事業 事業報告会

1.日時：令和 8年 3⽉ 3 ⽇（火）13:30〜17：30

          3 月 4 日（水） 9:30〜11：30

2.場所：

対面出席：TKP 東京駅カンファレンスセンター カンファレンスルーム 8B

（〒103-0028 東京都中央区八重洲１丁目８−１６ 新槇町ビル 8 階）

オンライン（Zoom URL）: 

https://us06web.zoom.us/j/83527492040?pwd=kKiRm6MQadl1klhoGAVGPiXrItkMmU.1

 （3 日、4日両日）

ミーティング ID: 835 2749 2040パスコード: 4F5siB

3.次第：

３月３日（火）

１．開会・挨拶

２．事業実施報告

 ① 13:40〜14:00   三重県内水面漁業協同組合連合会

 ② 14:00〜14:20  愛知県内水面漁業協同組合連合会

 ③ 14:20〜14:40  和歌山県内水面漁業協同組合連合会

 ④ 14:40〜15:00  新潟県内水面漁業協同組合連合会

〜〜15 分休憩〜〜

⑤ 15:15〜15:35  山形県内水面漁業協同合連合会

 ⑥ 15:35〜15:55  長野県漁業協同組合連合会

〜〜15 分休憩〜〜  

３．意見交換会 16:10〜 

終了 17：30   

３月４日（水）

 ⑦  9:30〜 9:50   栃木県漁業協同組合連合会

 ⑧  9:50〜10:10  京都府内水面漁業協同組合連合会

 ⑨ 10:10〜10:30  青森県内水面漁業協同組合連合会

 ⑩ 10:30〜10:50  宮城県内水面漁業協同組合連合会

 ⑪ 10:50〜11:10  米代川水系サクラマス協議会

  ４．講評  11：10〜 

  ５．閉会   11：30

●報告会次第
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●参加者名簿

評価検討委員 （敬称略）

氏　名 所　　　　属 役　職 3日 4日

工藤　貴史 国立大学法人　東京海洋大学 教授 対面 対面

桑田　知宣 岐阜県 農政部 里川・水産振興課 水産振興企画監 - WEB

佐藤　成史 対面 対面

佐野　昇
全国内水面漁業協同組合連合会

滋賀県河川漁業協同組合連合会

理事

代表理事会長
WEB WEB

専門家 （敬称略）

氏　名 所　　　　属 役　職 3日 4日

棟方　有宗 国立大学法人宮城教育大学　 教授 対面 対面

水産庁 （敬称略）

氏　名 所　　　　属 役　職 3日 4日

冠　智昭 水産庁増殖推進部栽培養殖課内水面指導班 室長 対面 対面

丸茂　亮太             〃    課長補佐　 対面 対面

山﨑　雄一郎             〃    内水面養殖企画官 対面 対面

稲田　圭佑             〃    内水面増殖係 WEB WEB

鵜澤　麗
水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室

内水面利用調整班
課長補佐　 対面 対面

鈴木　泰礼             〃 総合調整係長 WEB WEB

岡本　萌 宮崎大学農学部海洋生物環境学科 水産庁学生インターン ― 対面

事業実施団体 （敬称略）

氏　名 所　　　　属 役　職 3日 4日

古内　由美子◯ 青森県内水面漁業協同組合連合会 事務局 対面 対面

村上　英岐 青森県内水面漁業協同組合連合会・岩木川漁業協同組合 理事・代表理事組合長 対面 対面

奈良　安規 岩木川漁業協同組合 組合員 対面 対面

高山　遼輝◯ 宮城県内水面漁業協同組合連合会 コーディネーター 対面 対面

湊屋　啓二◯ 米代川サクラマス協議会（秋田県内水面漁業協同組合連合会）会長（代表理事会長） 対面 対面

田中　俊生◯             〃    コーディネーター(事務局） 対面 対面

野宮　幸博◯             〃    コーディネーター(事務局） 対面 対面

桂　和彦◯ 山形県内水面漁業協同組合連合会 参事・コーディネーター 対面 対面

加賀　豊仁 栃木県漁業協同組合連合会 専務 対面 対面

田邊　宜久◯ おじか・鬼怒漁業協同組合 コーディネーター 対面 対面

藤田　利昭◯ 新潟県内水面漁業協同組合連合会 コーディネーター 対面 対面

藤澤　孝男 長野県漁業協同組合連合会 参事 対面 対面

藤池　俊太◯             〃    コーディネーター 対面 対面

笹崎　次男             〃    コーディネーター 対面 対面

大竹　一弘◯ 愛知県内水面漁業協同組合連合会 コーディネーター 対面 対面

小川 晴那 愛知県内水面漁業協同組合連合会 事務局 対面 対面

齊藤　宏和◯ 三重県漁業協同組合連合会 機構改革コーディネーター 対面 対面

新海　佑太◯             〃         （雲出川漁業協同組合） コーディネーター 対面 対面

長塩　泰治 京都府内水面漁業協同組合連合会 参事 対面 対面

仲尾 万喜子             〃    主事 WEB WEB

石井 真人◯ 木津川漁業協同組合 コーディネーター 対面 対面

澤　健次 賀茂川漁業協同組合 代表理事組合長 WEB WEB

村山　修 宇治川漁業協同組合 参事 WEB WEB

佐古　充◯ 和歌山県内水面漁業同組合連合会 総務主任・コーディネーター 対面 WEB

◯：発表者

都道府県担当者 （敬称略）

氏　名 3日 4日

小泉 慎太郎 ― 対面

深澤　航太 WEB WEB

高橋 佳奈 WEB WEB

鈴木　悠斗 WEB WEB

令和7年度 みんなでやるぞ内水面漁業活性化事業　事業報告会　参加者

所　　　　属

宮城県水産林政部 水産業振興課

秋田県農林水産部 水産漁港課

山形県農林水産部 水産振興課

フィッシングジャーナリスト

青森県　農林水産部 水産振興課
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小原　明香 WEB WEB

横塚　哲也 WEB WEB

竹内　智洋 WEB WEB

川之辺　素一 WEB WEB

赤松　佑哉 WEB WEB

稲葉　駿 WEB WEB

井口日永 WEB WEB

加藤　大棋 対面 ―

オブザーバー （敬称略）

氏　名 3日 4日

南　俊伍 WEB WEB

冨澤　輝樹 WEB WEB

日吉 菜々子 WEB WEB

田中　直幸 WEB WEB

渡邊　翔 WEB WEB

栗田 守人 WEB WEB

沖 真徳 WEB WEB

野根　慎平 WEB WEB

稲葉　太郎 WEB WEB

阿部　陽 WEB WEB

合戸　賢利 WEB WEB

大浜　秀規 WEB WEB

若林　秀夫 WEB WEB

渡辺　智典 対面 対面

長濃　篤史 対面 対面

西山　宗一郎 WEB WEB

丸山　高範 WEB WEB

鈴木　毅 WEB WEB

珊瑚　知也 WEB WEB

みんなでやるぞ内水面漁業活性化事業事務局 （敬称略）

氏　名 所　　　　属 役　職 出席 出席

瀧田　雅樹 公益社団法人　日本水産資源保護協会 部長 対面 対面

田角　由香             〃 主査 対面 対面

安田　秋太 主事 対面 対面

安原　克哉             〃 事務局 WEB WEB

中奥　龍也 全国内水面漁業協同組合連合会 専務理事 対面 対面

三栖　誠司             〃 総務課長兼経理課長 対面 対面

岩下　誠             〃 業務課長 対面 対面

長野県農政部 園芸畜産課

栃木県農政部 農村振興課

栃木県水産試験場

福岡県水産局水産振興課

山梨県漁業協同組合連合会

奈良県漁業協同組合連合会

株式会社creato

            〃

            〃

            〃

            〃

株式会社フィッシュ･パス

長野県水産試験場

三重県農林水産部　水産資源管理課

新潟県　農林水産部水産課

神奈川県環境農政局農水産部水産課

           〃   

和歌山県農林水産部水産局 資源管理課

所　　　　属

埼玉県農林部生産振興課花き・果樹・特産・水産担当

            〃    

静岡県水産・海洋局水産資源課

福井県内水面総合センター

岡山県農林水産部水産課

島根県農林水産部沿岸漁業振興課

            〃    

徳島県農林水産部　水産振興課

高知県水産振興部水産業振興課
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令和７年度みんなでやるぞ内水面漁業活性化事業

開会・挨拶
岩下（事務局：全内漁連）：

これより令和 7 年度みんなでやるぞ内水面漁業活性化事業の事業報告会を開催いたします。私、全国
内水面漁業協同組合連合会の岩下と申します。報告会の司会を務めさせていただきますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。
　それでは、開会にあたりまして『みんなでやるぞ内水面漁業活性化事業』の事務局を仰せつかっており
ます、全内漁連の中奥専務より一言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

中奥専務（事務局：全内漁連）：
　皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました全国内水面漁業協同組合連合会専務の中奥でございま
す。公益社団法人日本水産資源保護協会さんと一緒に、この事業の事務局をやらせていただいております。
　本日は令和 7 年度みんなでやるぞ内水面漁業活性化事業の報告会を開催いたしましたところ、実施機
関の皆様、また東京海洋大学の工藤先生をはじめ評価検討委員の皆様、また予算をいただいております水
産庁の冠室長ほか各担当の皆様にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
　今年 1 年間、各実施機関の皆様におかれましては、様々な取り組みをされてきたと思います。大変お
疲れ様でした。上手くいったこと、いかなかったこと、あるかと思いますけども、上手くいったことだけ
じゃなくて、上手くいかなかったこともこの事業の成果になりますので、今日の報告会ではどうぞそこら
辺も併せてご披露いただいて、共有していただければと思います。
　また、こういう機会を通じて、横の繋がり、コーディネーターの皆様の横の繋がりも作っていただいて、
またこれからの事業の取り組みに活かしていただければと思います。今日はコーディネーターを立てて活
動しておられます 11 機関の皆様にご参加をいただいて、今日はそのうち 6 機関、明日は 5 機関の皆様か
らご発表、ご報告をいただくことにしております。限られた時間でございますけども、実り多い会議にな
りますように、皆様よろしくお願いいたします。

岩下：
　ありがとうございました。続きまして、水産庁漁政部栽培養殖課の冠室長に一言頂戴したいと思います。
よろしくお願い致します。

冠室長（水産庁栽培養殖課）：
　会場の皆様、そしてウェブで参加されている皆様、本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうご
ざいます。水産庁の冠です。年度末まであと一月ほど残っておりますが、このタイミングで報告会を開催
する運びとなりました。
　海洋だけでなく陸上においても様々な異常気象などがあり、当初の計画通りに進まなかった方々もい
らっしゃるかと思います。そうした状況下で、皆様が本当に尽力してくださったことに、厚く御礼申し上
げます。
　この事業の重要性については改めて繰り返しませんが、日本全体が人口減少に直面する中で需要を喚起
していくことは、内水面漁業に限らずどの産業においても非常に難しい課題だと感じています。しかし、
何もしないのではなく、デジタルトランスフォーメーション（DX）など、活用できる技術を一つひとつ
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取り入れていくことが、何よりも重要ではないでしょうか。
　今日と明日の二日間、皆様のお話を伺いながら、我々としても今後の施策をしっかり考えていきたいと
思っています。また、最後になりますが、来年度についても手法は同様となりますが、予算案の中に本事
業を計上しております。国会審議の結果次第ではありますが、無事に成立した暁には、引き続き皆様のご
協力をいただきながら、こうした取り組みを継続していきたいと考えております。二日間、どうぞよろし
くお願いいたします。

岩下：
　ありがとうございました。　
　今年度の報告会は 2 日間に分けて開催いたします。なお、本日 6 課題の終了後、アユルアーの普及に
関わるテーマでの意見交換会の場を設けさせていただきました。
　各団体は発表と質疑応答を含めて 20 分の時間でお願いいたします。
　それでは、事業実施団体の報告に移らせていただきたいと思います。よろしくお願い致します。
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令和７年度みんなでやるぞ内水面漁業活性化事業

● まず最初に解決したい課題
については、多分どちらの漁協
さんや漁連さんも、かなり共通
なのではないかと思います。ま
ずは組合員数の減少に関係する
問題と、それから、収益の構造。
収入をいかに増やすかという部
分をどれだけできるのか？とい
うところが、多分、どこでも共
通で、我々でも課題となってい
ます。
　その中で、去年の発表では、
問題提起として、一般企業では普通に、人を揃える、物、何よりかを考える、で、お金をどうやって工面
するか、を考えて経営するのが当たり前なのに、思ったほど川の漁協さんや漁連さんがそれができていな
いということが、かなり問題なんじゃないか？という話をさせていただきました。つまり、本当は物とし
ては色々あるけども、本当だったらやれることをやっていないだけではないか？という話をしました。そ
れで、今年は 2 年目の話として、その中身について、この人の問題を解決するのは、結局は「関係人口」
を増やしていかないと結構困っちゃうよ、という話を少しさせていただきたいと思います。

三重県内水面漁連です。今日はコーディネーターの私齊藤と雲津川漁協の新海 2 名で分担しながらお
話いたしますので、よろしくお願いいたします。
　まずは解決したい課題、三重県内水面漁連でどんなことをやったのか、それから今後の展望、あと、私
どもの要望について少々話をさせていただきます。

三重県内水面漁業協同組合連合会
発表者：コーディネーター　●齊藤　宏和・◯新海　佑太
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齊藤： まずは「関係人口」につ
いて、こちら総務省のホーム
ページから引っ張ってきまし
た、「交流人口」「関係人口」「定
住人口」についての話です。ま
ず、三重県で言いますと、例え
ば「伊勢神宮は行ったことがあ
る。それしか知らない」という
方が「交流人口」です。 そこ
から、三重に実際に川釣りに行
きました、三重大学に行きまし
た、三重に知り合いがいますと

いう段階、そこまで持っていくのが「関係人口」です。 そこから「関係人口」から先として「定住人口」。
実際に住民票がある、住んでいるという状態になるというのが実際の流れなのです。
　我々がやりたいこと、三重県内水面としてやりたいこととしては、とにかくまず、実際三重でも川で釣
りをできますよと川を知ってもらうこと。 そこから実際に来てもらうこと。 来てもらった上で、実際に
川のこと色々やっている中で、例えば放流事業をしています、じゃあ放流事業をみんなで手伝ってみよう
とか、そういう流れを作っていき、最終的には三重の川、実際やっていて面白いから、三重に中古物件で
も買おうか、 それで三重に拠点ができたら住民票自体も三重県に移して、例えば大阪に家があるけれど、
三重に住民票があって遊んでいる状態、そういうのを作れると、最終的には漁協の組合員になってもらえ
る可能性があるということですね。 
　実は組合員数を増やす方法って、実は 2 つしかないんです。 1 つは、今そのエリアに住んでいる方に、
組合員にいかになってもらえるか。もう 1 つは他地域に住んでいる方が、例えば三重に拠点を置いて住
んでくれる。 その 2 つしか組合員を増やす方法ってないんですよね。 なので、そのうちの 1 つをいかに「関
係人口」の段階まで持っていって、関わりのある人を増やせるかというのが課題ではないかと思っていま
す。

● 次に、実際にそういったこ
とをやろうと思って動いている
中で、我々はまず活動組織とし
てコーディネーターを作ってお
りますが、その次の小委員会を
置いていることが、実はすごく
大きいのです。というのは、漁
協さんの話を大体聞くと、色々
やったらいいと思うんだけど
なぁ、みんな歳でどうにも動け
ん、といった色々な話が出てき
ます。 それならば、まず我々
は実動部隊を作って、その実動部隊でみんなで何をやろうかを考えて、それで取り組みを進めていったと
いうのが、我々の事業のかなり根幹の部分になっています。
　そういったところに色々な方のご意見をいただいて進めるのが三重県の事業になります。その中で、ゾー
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ニングの推進。これ実際は色々な漁協さんが、今の段階でどんなニーズがある、どんな問題点がある、何
やりたい、それをどうやって解決するか？というのを進める上で、各漁協へ実際にお邪魔して色々なお話
を聞いているというのが、この 2 月の末からやっと回り始めることができまして、今月中に終わると思
います。事業の中ではできない部分も出てくるかもしれませんけど、各漁協にはいずれにしても回りたい
と思っております。

● じゃあ実際に我々は何して
るのかというのが、釣り人と連
携した漁場管理の話になりま
す。
　まず、情報発信について、去
年から Instagram を立ち上げ
て、昨年度末の時点で 919 名
のフォロワーがいるところまで
持っていきました。それで今年
は、フィッシングショー大阪が
終わった時点で 1,292 名まで
いきまして、次の日ページ見

たら 1,291 になってました・・・、ですが、大体 41％増えてます。そこまで Instagram のフォロワー数
を増やせたというのが今年の情報発信、それから実際に我々の Instagram にフォローをしている方の集
客の部分について達成できてます。 ただ、問題点もあります。1 つ目は発信内容についてですが、実は、
今年はまだそれほど増えてないのですね。去年と同じぐらいの発信量になっているのですが・・・。

◯ 現在のところはそうなのですが、結局、アユ釣りは夏がシーズンなので、オフシーズンの秋・冬にか
けても情報発信できるように動画を撮り溜めてまして、それをこれから公表していく予定になっています。

● はい、そういうわけで、現時点で発信内容は去年とわずかに少ないぐらいですが、これから色々なと
ころでアユ釣りイベントやフェアとかが始まってくる中で、我々ももう少し発信を増やしていきます。も
うひとつ問題点、というよりは検討会で上がった内容ですが、この後話してまいりますが、色々な内容の
事業を実施しており、それらの効果がかなり上がっているので、結果をもう少し公表・広報したほうが良
いのではないか？というご指摘を受けてます。そこはこれから進めていきたいと思っております。

● 次に、イベントを色々実施しました。 こ
ちらも全て話をすると時間が足りませんが、
さっきからお話ししてる「関係人口」増やす
ために様々な事業を実施いたしました。
　今年はどんな具合だったのかと申します
と、昨年度のアユルアー塾は計画 4 回に対
し正味 3 回が実施できたのに対し、 今年度は
7 回計画して最終的に台風で潰れた 1 回以外
の 6 回開催いたしました。そのうち第 5 回
目は参加者全員が大学生です。 実際に大学
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生向けの開催回を作ることができたのです
が、これは実は昨年度の事業からつながる成
果でした。 昨年度、我々のこのイベントに
参加された大学教授の方が、「今年のうちの
大学が行う夏の一泊研修旅行をアユルアーで
やらせてほしい」という依頼がありまして、
それで学生の回を組んだという状況です。そ
れから、このアユルアー塾は、全ての回で最
大定員 15 名を達成できているという、なか
なか良い成果が得られています。

●次に 問題点。 イベント回数が多くて疲れます。 私がすごく疲れるのです・・・。 それから、釣れる
回と釣れない回で差が出るという、非常に根本的な問題があります。 まず、釣れる回はほとんど全員、
最終的に全員が釣れた回もありました。 一方で、参加者の半数しか釣れなかったという回もありました。 
この釣果の差については漁協さんに何とか解消してもらうよう、漁協さんのエリアの中で「ここでイベン
トをやる」といった場所自体を検討してもらうといったことが必要です。なかなかイベントをやっても「釣
れなかった」では逆効果になりかねず、 そこは問題点だと認識してます。 さらに、そういった話と一緒に、
例えば「駐車場ないからうちはイベントできないな」って言い切ってしまう漁協さんもあれば、「駐車場
がないから作っちゃえ」という漁協さんもある。 そういった、動ける漁協と動けない漁協の差が結構出
やすいです、そこは色々な意見があり、例えば、やれないとこではやめる、といった考えもあれば、それ
でもやはり色々な場所でやるべきという考え方もありまして、そこは慎重に当たるべきだなと思ってます。

●アユルアー塾の人口の構成です。 50 代が
一番多く、 次は普通にやると多分 40 代なの
ですが、今年度は 20 代の大学生向けをやっ
たんで、20 代が一番多くなってます。それ
から女性が全体の 4 分の 1 ほどおります。 
これは普段、友釣りで見ている光景とかなり
違うと思います。 友釣りでは女性は 5％も
いないです、正直なところ。 なので、こういっ
たところは、女性の活用・女性をより多く取
り込んでいく動きはあってもいいと思ってま
す。それから、三重県内の方が大体半分おり、 次に愛知、大阪という構成になってます。

●次はこちらです。後で読んでいただくとわ
かるのですが、よくイベントやるのに、どう
なの？という様々な質問を受けるのですね。
その内容をざーっと書いておきました。それ
で、実は、物を揃えるとかは別に難しくもな
んともないと思うのです。多分、イベントや
るのには、十分に釣れる川や場所をいかに準
備できるかのほうが、よほど難しいと思って
ます。なので、ここの根本的な部分を解決し
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つつ、こういうイベントをやらないと、最終的にお客さんが増えない可能性があると思ってます。それは
体感的にありますので、そちらだけお話ししておきます。何かありましたら色々ご質問いただければと思
います。

● 次に、実は友釣りの大会も開催しました。
友釣りの大会をそのままやるのではちょっ
ともったいないこともあり、ヒントをいただ
いたところを生かし、ビギナー向けの回を
作ったんですね。 そうしたら、釣り大会っ
て中～上級の人しか来なさそうなもんなんで
すが、ビギナーの方が全体の 2 割ぐらいは
来ているというのがわかりました。 これは、
友釣り自体は面白くて、やるのはいいんだけ
どもなかなか敷居が高いな、ということが、
ちょっとでも崩せるんじゃないか？という目途は立つのかなと思ってます。 なので、ビギナーの定着率
を上げるような活動をしたいと思います。

●次にフィッシングショーです。 今年の
フィッシングショー大阪は 2 月 6、7、8
日に出展して、昨年度と同様に色々なこと
行いました。その中ではトートバッグを配
布をして、その代わりにアンケートをとっ
てます。 それから、今年は三重県の伊勢
周辺で活動されてる YouTuber の「ちぬ子」
さんに司会をお願いしております。ちぬ子
さんには写真を撮ったりサインしたりとい
うのも含めてやっていただきました。そし

てトートバッグ。あれはとても良いと評判で、そんな具合に色々なことができました。

● その中身についてはこちらにあげてあ
りますとおり。これも後で読んでいただく
と良いのですが、トークショーをアユル
アーだけじゃなく友釣りについても組んで
いるのが今年の特徴です。先ほどお話しし
たとおり、インスタグラムのフォロワー数
をかなり増やすことができた結果になって
ます。それから、アンケートの結果につい
てざっと新海の方からお話します。
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◯ このフィッシングショー大阪で出展し
た際、来場者アンケートを実施した結果で
す。
　1 つずつ説明します。まず「三重県に来
たことあるか」では、「来たことがある」
が半分以上。そもそも、このフィッシング
ショー大阪に来られている客層は大阪、兵
庫、京都、三重という感じで、右下のエリ
アが多いですね。ブースに興味持っていた
だいた方には多少の偏りがあって、兵庫、

京都、三重、奈良、愛知の人が多かったかなというような印象でした。
　右上のグラフ見ていただくと、4 分の 1 ぐらいが女性の方にアンケートを回答いただいているのです
が、大体がご夫婦やカップルのように男性とペアで来てるような方もフィッシングショーでは見られまし
た。左下のグラフでは、ボリュームゾーンの 50 代が一番多く、次いで 40 代という結果です。フィッシ
ングショーの来場者とそのボリュームと大体同じぐらいなのかなという印象です。ただ、20 代と 30 代も、
25 パーセントぐらいは来ていて、若い世代も興味持ってブースに来ていただけました。

◯ 「普段どんな釣りをしているか？」を聞
いたのが左上の結果です。一番多かった回
答が、例えばエギング、メバリング、アジ
ングといった「海の陸釣り」で、 そういっ
た方が多かったような印象です。 
　三重県では環境的に海釣りが強いのです
けれども、海に行った後、例えば早朝は海
で釣りをして、帰りに昼からはアユ釣りし
よう！といった戦略もできるのではないか
と思っています。
　では、「来訪を妨げている障壁は？」というところでは、色々あるなかでピックアップすると、「宿泊場所」
や「情報の不足」。特に情報不足ですね。これは情報発信することで何とかできないかというところです。 
また、「同行者がいない」というのも、結局はその交通費とか時間、宿泊の問題かと思います。次に「三
重県に釣りで訪れてみたいと思いますか？」に対して、とてもそう思うが 60 パーセント。 

◯で、これが一番重要で、「あなたが釣り
に一番求めるもの何ですか？」というのを
聞いてみました。
　 一番多かったのが「とにかく数釣り」
を求めている方が多く、次に「魚との駆け
引き」、次に「気軽に楽しみたい」、最後に、
その次に「大きいサイズにこだわりたい」
という回答で、このあたりは乱暴な言い方
をしてしまいますと、とにかく「たくさん
釣りたい」というのは友釣り的な思考で、
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あとから言った 3 つの回答は、どちらかというとルアー釣りの楽しみに偏っているような感じがあると
思うのです。その 3 つをまとめると、40 パーセントを超えてくるので、やはり、ルアー釣りを推進する
のは内水面の遊漁者を増やすのに有効なのでのではないか、というアンケート結果が得られました。

● はい、ありがとうございます。
　続きまして、電子遊漁券のデータについて
も色々と「見える化」を進めてます。電子
遊漁券のデータを 1 つだけ例であげました
が、こちらはとある漁協さんの全ての遊漁券
です。 年券も日券も全部含んでますが、ボ
リュームゾーンは 25 歳から 65 歳が最大く
らいなんですね。 これはやはり、電子遊漁
券使う方というのは、フィッシングショーの
来場者にかなり似てるのだけど、若い層がよ
り多いのかなと思います。 なので、電子遊漁券を購入される層を、少しでも川釣りに引っ張ってくるこ
とができれば、若返りができるんじゃないかなと思っています。

● 最後に今後の展望と要望についてあげ
させていただきました。 
　まず、我々の検討会の中で上がった意見
として、イベント自体はとても順調に進ん
でいるので、そこを次の段階の「持続性」、
今まで行った 1 回目、2 回目からこの後も
続けられるような体制づくりにシフトする
というか、そこに配慮した事業をやっては
どうかという意見をいただいてます。
　そういう形のことを行うには漁協さんの

参加等を進めて行きたいのですが、そんな中で、結構色々なことが実施できている状況にもありますし、
他県でもこういったイベントを開催されてるので、今日も後で話があると思いますが、できることなら「ア
ユルアー」に関して、この事業の中でも外でもいいのですが、できればこの事業の中で「アユルアーにつ
いての取り組み」をみんなでやるぞの形で、「どこまで出来て、この後はどうすべきか？」というイベン
トを組んでいただけるとありがたいなと思ってます。

　2 つ目。将来を見据えた川釣り人口の確保です。 最初にお話ししました、やるなら三重を知ってもらっ
て最終的に定住なり 2 拠点生活まで持っていければいいな、というのを進める上で、引き続き三重のい
いことをアピールしていきたいと思うのです。例えばこの「移住先まで考える」 というのをやろうと思っ
たら、地域にある空き家バンクと漁協が共同して、「ここ釣りにちょうどいい空き家がありますよ」とか、
その情報提供まで行えれば理想的なんですが、いかんせん 3 年間じゃあ難しいのです。 なので、できる
ことなら 4 年目以降もこういった一連の取り組みをするために、事業として 4 年目以降も採用していた
だけるとありがたいなと思っております。 よろしくお願いします。 
　ということで、三重の発表を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
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愛知県内水面漁業協同組合連合会
発表者：コーディネーター　大竹　一弘

　愛知県内水面漁連の事務局でコーディネーターしております大竹一弘と申します。本日はよろしくお願
いいたします。

●まず、愛知県について簡単に説明します。
今年の 2 月に調べた愛知県の正組合員数
の数は 3,059 名です。去年は 3,300 を超
えていました、その前の年は 3,600 でした。
およそ年に 300 人が減っています。そん
な愛知県なのですが、本県もご多分に漏れ
ず高齢化、だいたい組合員の方は 70 歳を
超えています。そんな中でも、組合を続け
ていこうと思っていただけてる組合がたく
さんありまして、その方たちを手助けした

●まず実施体制として、私は 2 年前に漁
連の参事に就任しました。それまで釣りも
やったことありませんでした。人材不足こ
こに極まれり、というところあるんですが、
そんな私を助けていただけるよう、皆様に
ちょっとお声がけしまして、助けていただ
いてやっている次第でございます。

い、それが愛知県内水面漁連の願いでこの事業をやっております。助けしたい、それが愛知県内水面漁連
の願いでこの事業をやっております。
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●本年度の初めに、愛知県は何をやりた
いの？と、聞かれまして、「共通遊漁券
をやりたいです」と答えました。それは、
県内に大きな漁協さんの A 漁協さんと
中程度の規模の B 漁協さんがあり、そ
れらの漁業さんとの間で一緒にやってい
けないか？との構想があり、この事業に
応募して共通遊漁券の導入を計画しまし
た。しかし、当初はこれならいけると考
えておりましたが、現実は不調に終わっ
てしまいました。
　と言いますのは、A 漁協さんの方は愛知県産のアユを放流することにこだわりを持っており、遊漁券
収入だけでなく他の事業の収入をもとにして、遊漁券収入を超える費用を放流にかけています。対して B
漁協さんはそこまでのこだわりと資金はお持ちではありません。「愛知矢作川未来会議」を通じて話し合っ
ていければと思ったのですが、第一回目の会議で、双方の考えと現状が明らかになり、不調となってしま
いました。このことは本当に失敗しました。一番の原因としましては、情報収集が本当に不足しておりま
した。
　この事業を始めるにあたり、事業内容のヒアリングの際にどなたからかいただいた言葉で「漁協を置き
去りにしてませんか？」って言われたのを思い出しました。本当に置き去りにしてたなと思い、反省して
おります。

●その結果、まずは経営的に苦しい方の B
漁協さんにまず焦点を当てました。B 漁協さ
んは組合員も含めてアユの友釣りが主の漁協
です。そこで、友釣り客というのは、これま
でも構成分布を見る限り 70 代を超えてて、
なかなか若い人が呼べない。そこで、組合長
は考えました。アユルアーやってみよう！そ
して、そのことを組合で報告して同意を求め
たところ、組合員からはかなりの抵抗感が出
ます。その抵抗感の種類としては、まず友釣

りをやることが主流の漁協において、アユルアーというのは名前は知ってるけれど、実際にやったことは
ない。友釣り客との共存に対して不安を感じてしまう。これはもう未知なものだからということです。ま
た、オトリ店が嫌な顔をするんじゃないのだろうか？。こういったことが、漁協で挙げられた不満点でし
た。そこで愛知県内水面漁連では、まず組合員を対象としたアユルアー研修会を行いました。
 組合員の方々がまず理解をしないと、アユルアーってできないと思ったからですね。まず 9 月 24 日に
ロケハンを実施し、9 月 28 日に漁連傘下の寒狭川中部漁協のアユルアー専用区で、組合員対象のアユル
アー教室を開催いたしました。参加者は 27 名で、ダイワのフィールドテスターの木森直樹さんを招いて
実施しました。実際の光景としましては、本当にこんなすごくいい水の透き通ったところでやりました。
このことで何が変わったかというと、まず漁協の人たちのアユルアーに対する理解が深まりました。これ
を始める前には「アユルアーは無理だ」と言ってた副組合長が、「もうフラットな状態で考えていい」、と
いうところまで持ってくることができました。
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　何より、まったく釣りの知らなかった私
がアユルアーをかなり勉強しました。その
おかげで、各漁協に訪ねていくとき、「私
この前アユルアー行ってきました。これが
ですね、本当にゲーム性の高い釣りで」と、
このように言っていくことで、5 漁協ほど
が前向きに考えてくれるようになりまし
た。何より関係者がしっかり理解できるっ
ていうのが大きかったと思います。
ここに出席している方はだいたいご存知か
と思いますが、私が一番注目していると
ころは占有面積です。友釣りはだいたい
400 平米が必要なのに対して、アユルアー
は 60 平米。これは何を示しているかとい
うと、「狭い川でも十分いける」ってこと
です。400 平米が確保できる川じゃなく
てもいける。そして、「ゲーム性が強い」。
このことは、もしボウズで帰っても釣り人
は満足して帰ってくれる。次もお金払って
日券を買ってくれる。それだからアユル
アーやろうよと。こんな説明ができるよう
になりました。

●ほかにも愛知県としては、デジタルマッ
プの整備や、データ解析。データ解析に言
いますと、愛知県の日券を買ってくれる、
デジタル券を買ってくれるお客さんは、や
はり概ね 50 代がトップなんですが、ほか
の県に対して唯一違うなと感じたところ
が、買ってくれる 75 パーセントから 90
パーセントの人は愛知県民でした。まだ余
所から来てない、よく知られてないなと感
じました。なので情報発信。ホームページ
を作りました、SNS も始めました。ぜひフォローをしてください。
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●で、今後の展望ということで、まずしっ
かりと戦略的エリアの選定ってかっこいい
言葉書いてありますが、やる気のある漁協
とやる気のない漁協をちゃんと分けて、や
る気のある漁協には、もう惜しみなく。や
る気のない漁協に対しては、やろうよと粘
り強く。そういった意味の選定を行う、ま
ず基本的などのところと、あとは自走型と
言いますか、漁協が自分たちでできるよう
な体制を作りたいと思っております。いつ
までも、うちが支援するのではなくて、漁協が単体で、大会を開けて人を呼べて、そんなふうに、なって
いただけるように思っております。

●あと、検討会で色々あげられた取り組み
なんですが、まず内水面の関心を高めるた
めの取り組み。フィッシングショーとか
色々ありますが、うちの場合はお金もなく、
ただ立地的にはすごく良いところがありま
して。この写真の後ろに見えるところ。こ
れうちの事務所なんです。そのまん前が、

「軽トラ市」という、日本三大軽トラ市の
会場になっておりまして、うちの事務所は
軽トラ市の本部事務所に貸す代わりに、そ

の前に出展させてもらいました。で、だいたい軽トラ市には 1,000 人から 3,000 人規模の来場者がある
のですが、お客さんのだいたい 1 パーセントが釣り人です。どうやってその 1 パーセントを見分けるかっ
ていうと、これ、ウェーダーっていいまして、胴長ですね。これがわかる人、だいたい何回、何往復もし
まして、ちらっちらっと、しっかりと目で追ってくれる人は釣り人です。
　そういう人に声をかけて、いろんな話を聞こうというものです。「川談義、あなたの川のエピソード教
えてください」。このように題しまして、もう本当にフリートークです。まず、来てくれた方が話したい
ことをまず聞きます。そういった話の中で、我々が心がけてるのが社会適合性バイアスの刺激。これ何か、
かっこいい言葉で書いてありますが、何かかっていうと、人からよく見られたい、社会の適合性があるん
だよっていうふうに人からよく見られたいところをできる限り刺激、刺激していく。そして、自己肯定感。
釣りされる方って、家に帰っても結構孤独なことがあって、お母さんが理解してくれないとか、自慢でき
る場所がない。その自慢できる場所をとにかく用意して、まず、ここに来てほしい、来ていただいて、そ
の場所で、あのような聞き方をします。
　ブラックバスの放流は違法と言われてますけど、なんでじゃあちゃんとキャッチ・アンド・リリースし
ちゃうんですか？釣り場、釣り場が、ゴミで散乱してる場所ありませんか？こちらの、例えばゴミで散乱
していませんか？、といった聞き方しますと、見事にここのところが刺激されて、「俺はな、いつも綺麗
にしてんだよ」、本当かどうかはわかりません。でもこの共感を得られる場所で、自らそのように発言し
たことが大事だと思ってます。そして、共感を得られる場所というのを利用しまして、「海釣りでは何を
釣れますか？」。うち川の連合会ですけど、「海釣り何でも釣れますか？」「今年暑くありませんでしたか？」

「できれば夏の暑い時に、木陰でアユルアーやりませんか？」、そんな話の仕方をしています。
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　なぜ違法なのにキャッチ・アンド・リリースするのか？　これ私も聞いてて、すごく考え方が違うなと
思いました。ブラックバスが可哀想だからです。殺しちゃうことが可哀想だからです。殺しちゃうことに
よって漁場が汚れるのが嫌だとか、そんなことも言ってますが、そこのところを、そういった考えを持っ
てる釣り人がいるということも考えた上で、ブラックバス対策はしなければいけないなって、本当思いま
した、この事業をやって。

●次に、漁協が継続してくために、誰しもが
運営できる組織であると。これについて考え
ていきます。うちの愛知県の漁協は小さいと
ころが多く、専属の事務員の確保が難しい。
なので、理事が兼務するケースが増えてまい
す。その理事や組合長に対して、組合員が求
めるスキルというものが、指導力、経営力、
調整能力、継続力、提案力、作文力、会計処
理。これらを 1 人に対して求めてしまうため、
それに耐えきれずに理事をやめる。組合長に

ならされそうだから組合すらやめてしまう。そう多くはないですが、そのようなところが見受けられまし
た。ただ、それは本質的な問題だと思っております。まず、会計に関して、県の指導においてはだいたい
複式簿記のクラスのことが求められます。それに対して、経験のない人間ができるのは、お小遣い帳みた
いな単式簿記が限界です。であるならば、単式簿記を書くかのような形式で複式簿記が作れるような会計
システムがあればいいって思いました。そういうことで、試作してみました。現在、うちの内漁連で使っ
て試したのちに、各漁協に普及していこうかと思ってます。

●次に挙げますのが、遊漁券の販売問題で、
釣り人が遊漁券を買うことができず、せっか
く釣りにきたが、無券で釣りして、そのまま
監視員にも出会うことなく帰えってしまう問
題が発生しています。
　それに対して、フィッシュパスさんやつり
チケさんの電子遊漁券という対策があるので
しょうが、愛知県が考えましたのは、こう
いったものです。これ、この下の部分を折る
とピカッと光る発光体が付いており、発光体
が光ってる間はこの日券が有効だよ、というシステム。それを、このような容器に入れて普通のジュース
のごとく売ってみようではないか。そして、この自販機の業者に、もう割り引いた額で初めから仕入れて
いただいて、漁協は一番初めに売り切ったら終わりとする。そのくらい、手間をかけないような運営をし
てみたらどうだろうかということを考えました。
　この日券の法律的な問題について県の水産課の方に確認したところ、遊漁規則に明記すれば問題なく、
要は組合の中で終わる問題であるということでした。この話すると、大抵の方が「どこの自販機に入れよ
う？」っていうくらい食いついてくれまして、ぜひ、これ来期に実施できれば嬉しいなぁと思っております。
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●本事業により、愛知県の内水面漁業は、
デジタル基盤の整備、広報という意味での
SNS、ホームページ、そして、遊漁券の販売
を見て、どのような販売がされているのか
と、いうことが分かったのと同時に、現場に
ついて本当に詳しく入っていけたと思ってい
ます。
　どんどん愛知県としてやっていかなければ
いけないのは、まず、釣りに来てない人、残
り 99 パーセントの人口の人たちへの呼び込
み。そして、地域経済を活性するために、漁協と例えば商工会が繋がりを持って、大会運営ができるよう
なことができたらと思っています。
　次年度以降は、先ほどあげました問題、色々なことやりたいという課題のほかにも、組合のための大会
運営講座、組合のための SNS 講座、こんな形で組合の運営を助けることができたらいいなと思っており
ます。以上で愛知県の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。

      〜質疑応答〜

岩下（事務局）：
大竹さんどうもありがとうございました。初年度ということで色々と紆余曲折もあったかと思いますが、

トライ・アンド・エラーで進めてこられたのですね。皆様、質問いかがでしょうか？
はい、水産庁の丸茂さんお願いします。

丸茂課長補佐（水産庁栽培養殖課）：
　水産庁の丸茂です。発表ありがとうございました。お疲れ様でした。 本当に多岐にわたる取り組みを
されていて、素晴らしいと感じました。アユルアーの検討会や軽トラ市での発表、それに自動販売機の取
り組みなど「すごいな」と思って伺っていたのですが、これらの活動は年度初めの計画段階では挙がっ
ていなかったように思います。 これらは最初から考えていらっしゃったことなのでしょうか。それとも、
事業が始まって進めていく中で、色々とアイデアが生まれて実行されたのでしょうか。そのあたりをお聞
かせいただければと思います。

大竹（愛知県内漁連）：
ご質問ありがとうございます。 当初の計画では、まずは愛知県の客層を調べること、そして先ほどお

話しした A 漁協と B 漁協の間で「共通遊漁券」を実現することを主眼に置いていました。 ところが、当
初予定していた共通遊漁券の話がいきなり頓挫してしまいまして……。なぜ失敗したのか、なぜ頓挫した
のかを自分なりに考えたところ、「漁協のトップは『やれる』と言っていたけれど、その下の現場の方々
の思いまで踏み込めていなかった」という反省が生まれました。 そこで「それでは漁協が本当に求めて
いるものは何なのか」という視点で考え直し、今回の様々な活動を形にしていきました。ですので、ご質
問への答えとしては「後者」になります。事業を進める中で思いついたアイデアを形にしていったものです。
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●和歌山県はちょうど紀伊半島の西側に
あって、上を大阪府、紀伊半島の中央部に
は奈良県がありまして、東側は三重県と接
している県です。温暖な気候でありますが、
度々台風の被害が起こるところでありまし
て、雨量も降水量も多い県であります。
　和歌山県には 13 の河川漁協があって、
全てが和歌山県内水面漁連に属しておりま
す。組合員数については、令和 6 年 12 月
30 日現在の人数では 4,681 人です。

最盛期だった昭和 61 年には 16,210 名の組合員がおりました。それに比べたらかなり減っておりますし、
去年の発表の時は 5,000 人ほどだったので、1 年で約 300 人が減っております。
　漁業権としては、アユが全て 13 漁協にあり、アマゴが 9、ウナギが 6、コイが 1、モクズガニが 7 漁
協あります。

●これはほとんど皆様方の各県も同じだと思
うんですけれども、このみんなでやるぞ事業
に取り組むにあたっての背景とは、各種の河
川工事、山林の荒廃や大雨災害、災害復旧に
よる河川環境の悪化、でまたカワウや外来魚
による食害、あと急速な過疎化によって、組
合員の減少が見られております。それに伴い、
また遊漁者の減少や漁協の役員の高齢化が進
みまして、以上のことから漁協の経営が悪化

　和歌山県内水面漁業協同組合連合会のコーディネーター佐古です。よろしくお願いいたします。

和歌山県内水面漁業協同組合連合会
発表者：コーディネーター　佐古　充
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して収入が減少している、ということで職員が雇えない、職員が不足しているということで、漁協事業が
実施し得ないという、深刻な状況になっております。

●そういったことを少しでも食い止めたいた
め、ゾーニングや釣り人と連携した漁場管理
において、遊漁者の減少対策として、和歌山
友釣り塾と友釣り体験教室の開催を、5 番目
の漁協役職員の高齢化や職員の不足により漁
協の事業が実施できていないことに対して、
紀の川大堰の人工河川敷魚道における産卵場
整備作業と、玉川漁協でのアマゴ発眼卵放流
を実施しました。

●「わかやま友釣り塾」です。これは平成
28 年より実施している事業で、ちょうど令
和 7 年度で 10 年目を迎える塾でありまし
て、令和 2 年と 3 年については新型コロナ
ウイルス感染拡大のため中止しております
が、ちょうど令和 8 年度 8 期生を募集して
おります。対象者としては、18 歳以上、今シー
ズンから本格的に釣りを始める方で、全講習
4 日間を受講できる方、アユタビやタイツと
いった服装等を準備し、車で参加できる方、
ということです。竿でや引き舟、タモ、ベルトはシーズン中レンタルしております。先ほど言いましたよ
うに、これはレベルアップ講習ではないので、初心者やこれから友釣りを始める方を対象にしております。
参加費は基本無料で実施しており、無料に含まれるものには講習代や遊漁券とおとり代も含まれます。
毎年、募集人員 20 名と書いているんですけども、昨年の 1 月 17 日から 3 月 31 日まで募集しまして、
結局 37 名の参加がありまして、当初は 20 人ぐらいまで書類選考して絞ろうやないかという話もあった
んですけども、講師先生と相談した結果、せっかく申し込んでもらったんだからということで、倍近い
37 人の参加を受けました。講師については 4 名おられ、釣具メーカー各社のテスターさんと、株式会社
つり人社の会長の鈴木康友さんにこの友釣り塾の塾長を務めていただいております。
　令和 7 年度 8 期生 37 名は、20 代が 8 名、30 代 7 名、40 代 5 名、50 代 11 名、60 代 6 名で、女性
が 7 名参加されました。だいたいその半分近くが隣県の大阪府と和歌山県の方です。人数で言いますと
大阪から 19 名、和歌山県が 9 名、奈良県が 4 名というところで、遠いところでは愛知県から 2 人参加
していただきました。
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● 1 回目から 3 回目の開催時期は「みんな
でやるぞ事業」の事業期間から外れますので
対象外なのですが説明します。第１回目は６
月 11 日に開塾式と仕掛け作り、続いて 2 回
目、3 回目に実釣を行っております。やるぞ
事業の事業期間内の 4 回目は「腕試し講習」
というのがあるんですけども、これは 8 期
生と卒業生とがペアを組んで、お互い教え合
いながら大会形式の講習を行っております。
5 回目は「卒業検定」で、これも実釣です。

その結果、8 期生 37 名が無事卒業しまして、これまでに 1 期生から 8 期生で合計 176 名が卒業してお
ります。この卒業の基準というのは、何匹釣ったから卒業とかっていうのではないんですけど、一連の作
業というか所作ができれば合格です。2 回目、3 回目、4 回目、5 回目で必ず一人 1 匹は釣っており、全
く釣れなくて卒業という方はゼロでした。

●これが実際の机上講習の仕掛けづくりです。
ちょうどこの左側の写真、こちらの女性の方、右
側の女性の方が卒業生で、左側の白いシャツの方
が受講生なんです。右側の写真は鼻カンをつけて
いるところです。これらは 2、3 回目の河川での
実釣の講習の様子です。これが腕試し講習での集
合写真です。これは 5 回目の卒業検定。卒業生
一人一人に鈴木会長が卒業証書を授与していると
ころであります。
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●友釣り体験教室です。これは友釣り塾とは
別で、日置川で実施している事業です。先ほ
どの友釣り塾とは実践型になるんですけど、
これは 1 日体験の教室であり、夏休み中に
6 回の実施計画を立てましたが、天候等で 2
回中止になってしまいましたが、4 回の開催
で 37 名の参加がありました。講師について
はこれ地元の漁協の役員さんが中心で講習を
行っておりまして、先ほどのわかやま友釣り
塾の卒業生の方もサポートをしてくださって
おります。

●次は紀の川大堰です。漁協の役員だけでは、
なかなか活動ができない状況下にあるという
ことで、紀の川大堰の人工河川敷魚道におけ
る産卵場造成の整備作業を今年度も行いまし
た。これは企業の参加プログラム、研修プロ
グラムになります。大台ヶ原を源流として県
北部を流れる紀の川の河口に、平成 15 年に
大堰が建設されました。地元の紀の川漁協は
平成 19 年から、その人工河川、ちょうどこ
れが人工河川になるんですけども、ここで清

掃作業を行った後、アユの稚魚を放流して増殖活動を行っています。これまでは本当に 10 名足らずで作
業を行っていました。
●人工河川の長さは大体 800 メートルある
んです。幅は 6 メートルぐらい。ずっとほっ
たらかしですので、沢山の藻が生えてしまい
ます。それらの藻を、昨年度も参加いただい
た企業の方をはじめ、国土交通省の和歌山河
川国道事務所の所長・副所長さん、釣り人や
わかやま友釣り塾の卒業生、流域の漁協の関
係者、また、水産技術研究所の坪井さんも昼
からの座談会のために朝から参加して藻引き
をしていただきました。昨年度は大体 28 名
だったと思うんですけども、今回はその 1.5
倍、総勢 44 名の方々に参加をいただきまし
た。昨年度は大体朝から午後の 2 時か 3 時
頃まで清掃の時間がかかったんですけども、
44 名なら 800 メートルの区間を半日で終え
られました。このように皆さんウェーダーを
着て川に入って作業していただきました。
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●昼からは水産技術研究所の坪井さん、和歌
山県立博物館の学芸員の平嶋健太郎さん、和
歌山友釣り塾の卒業生で YouTuber「和歌山
移住オンナ」こと宮本遥菜さんに登壇いただ
き、和歌山県庁資源管理課の赤松さんの司会
進行で、この活動の意義などを話し合う場と
して座談会を開催しました。

● 10 月 31 日には、綺麗になった人工河川
に紀の川漁協で養成したアユの親魚 1000 キ
ロ、1 尾 100 グラムで 1 万匹を放流しました。
　続いて 12 月 13 日にアユの産卵と流下仔
魚観察会を開催しました。先ほどの自然博物
館の平嶋さんのご協力も得まして、こういう
チラシを撒いて募集したところ、56 名の参
加者が来てくださいました。去年は別々に日
を分けて開催したのですが、なかなか人の集
まりが悪かった反省のもとで、今回は 13 日
土曜日の夕方 3 時から卵と赤ちゃんの観察
会を行いました。
　こちらも国土交通省の和歌山河川国道事務
所の所長・副所長・課長さんや、博物館の友
の会の方々、地元和歌山大学の学生さん、県
立高校の生物部の学生さん、そしてわかやま
友釣り塾の卒業生の方々に参加いただきまし
た。人工河川はちょうど水深が 20 ～ 30 セ
ンチぐらいで、お子様でも川に入って石を掴
んでみたら卵が見られる状況で、発眼卵も観
察できました。ちょっと時期的に遅かったの
で産卵の状況は悪かったんですけれど、夕暮
れ・日没後の流下仔魚の観察会では、県の水
産試験場の方にもお手伝いいただいて、プラ
ンクトンネットで流下仔魚を採取、観察する
ことができました。
　自然の河川では、特にこういう小さい子ど
もたちが川に入って卵を見る経験はなかなか
難しいと思うんです。自分で言うのは何なのですけれども、たくさんの人が参加されて、卵のや仔魚の観
察していただけたことで、本当にもう有意義で、大成功やったんかなと思っております。
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●次は玉川漁協さんの発眼卵放流および意見
交換会です。釣具メーカーの株式会社ティム
コさんとともに、釣り人と漁協の接点を増や
す目的で、アマゴの発眼卵放流を実施しまし
た。玉川は和歌山県の北東部、大阪と奈良の
県境に近いところにある紀の川の支流になり
ます。11 月 23 日に、虫かごにアマゴの発
眼卵を入れまして、2 万粒を右の赤い点の 3
か所にわけて放流をしました。当日はこの事
業の視察で佐藤成史さんがお見えになって、
いろいろとアドバイスいただきながら実施し
しました。放流作業の後は参加者と漁協関係
者での意見交換会を開催しました。
　ティムコさんからは、稚魚放流は今まで経
験していたが発眼卵放流というのは初めての
体験だった話や、遊漁者の中にはこうした事
業へ積極的に参加したいものの、なかなか漁
協の方でも情報発信ができていない課題も明
らかになりました。やはり、和歌山県はどう
してもアユが主体の漁協が多く、アマゴについては少し遅れてるようなところもあったんで、うちの内水
面漁連でも今後はアマゴについても少しでも力を入れた情報発信をしていきたいと思っております。

●続きまして、ICT 遊漁システムを活用した
漁業管理の高度化、内水面漁協の活性化です。
これは株式会社フィッシュパスさんにお願い
いたしまして、購入者情報を把握し、遊漁者
の情報発信の基盤を作り、遊漁者向けの情報
発信強化も目的として、先ほどの YouTuber

「和歌山移住オンナ」こと宮本遥菜さんにお
願いして、県下河川でのアユ釣り動画の撮影
を依頼しております。あと遊漁者向けのデジ
タル地図も策定をしております。

●これは県内の漁協の年券と日券全体の資料
です。平成 19 年に比べたら現在はもう半減
しております。年券も約半減しております。
アマゴもおよそそうです。アマゴの年券で令
和 3 年とか 2 年、3 年ちょっとポコッと膨
れているところがあるんですけども、それは
ゾーニングでキャッチ・アンド・リリース
区を設定した漁協が全部で 4 つありまして、
そういうところで補助が出た、開始したら
ちょっと収入が増えたところです。それが今
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は補助事業がなくなったところで、また減少してきたという事情があります。

●これがフィッシュパスさんにお願いして上
期のデータを取りまとめた表です。和歌山は
大阪府に隣接しており、日高川は和歌山で
も 1、2 を争う有名な河川で、半分ぐらいが
大阪府からのお客さんで次は和歌山県という
形になります。古座川漁協さんは一番県の南
にある川ですが、そこでもやはり大阪府が 3
割ぐらいを占めており、お隣の三重県からも
多く来ていただいているのがわかります。

●先ほど大阪府と言いましたが、大阪の地区
別のデータでは、太字で書いてる南河内、泉
北、泉南は大阪の南部。ちょうど大和川より
南の地区になります。大阪府の人口比率から
言いますと、この地域は 4 分の 1 しかない
んですけれども、売り上げがちょうど半分ぐ
らいありまして、やっぱり主に和歌山県に来
ていただく方のメインは大阪府の南部の方。
やはり、和歌山の北部と大阪の南部とは行き
来、交流があるので、大阪の南部の方は和歌
山は近いというイメージがあるみたいです。逆に大阪の北部の方から見たら、もう和歌山って遠いな、と
いうイメージあるみたいです。大阪でも北と南で和歌山に対する距離感が違って、大阪の南部の方がより
和歌山に来ていただいてるということがわかりました。

●次に、情報発信です。「和歌山移住おんな」
宮本遥菜さんに、本年度は 4 河川を撮影し
ていただきました。また、紀の川大堰の事業
についても YouTube で発信いただきました。
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令和７年度みんなでやるぞ内水面漁業活性化事業

●和歌山県ではホームページで情報発信して
おります。これは、ユーザー登録していただ
いた遊漁者に釣果を投稿していただいて、そ
のまま載せているんですが、投稿したらス
ロットが回って、大当たりの「背掛かり三連
発」が揃ったら来年度の遊漁券が当たるシス
テムです。もし外れても、抽選で地方の名産
品などをプレゼントするというホームページ
になっております。

●先ほどのホームページは、実際釣りをする
方をメインに対象としたホームページなの
で、これから釣りをされる方や観光目的の方
からしたら、とっつきにくい思いもあります。
そこで、ホームページをもう一つ作って、川
の魅力や各種観光の発信し、、多くの人に情
報を見ていただきたいという思いで、和歌山
県公式観光サイト「聖地リゾート」とリンク
させていただいて、川の発信を行ったらどう
かと考えて、今進めているところです。

●デジタル釣りマップの作成もお願いしまし
た。釣り人への情報として、駐車場や入川道
の細かい情報が一番必要だと思いますが、駐
車場も私有地だったり、地図上に表すのは
ちょっと厳しいところもあります。入川道に
も看板を立ててくれているのですが、実際に
行ったらヤブの中に入っていくような場所も
あり、そういった整備も必要なので、表示す
るのはちょっと難しい思いは持っています。　
あとトイレですね。女性の方も増えておりま
すので、トイレについてもマップに載せていきたいと思います。

●まとめです。わかやま友釣り塾、実践型の
教室であるにも関わらず、毎年入塾者が絶え
ません。来年 8 年度の 9 期生を 3 月 1 日か
ら募集を開始して、昨日の夕方時点で 16 名
の応募がきております。いつもよりペースが
早いです。そのうち 4 人は女性です。講師
の方々や各釣具メーカー、釣具店、釣り人社
のご協力はもちろんですが、やはり卒業生の
方々の協力がとても多く、それを無くしては
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この事業は成り立たないと思ってます。新しい塾生さんとグループを作ったり、互いに連絡を取り合いな
がら実施しており、友釣り塾の輪が年々広がっているのが実感できております。卒業生の協力があってこ
その友釣り塾です。また、紀の川大堰の活動も和歌山の子どもたちにもっと川のことを知ってもらいたい
思いで実施しております。
　漁協がこういったことをしていることを、もっと地元の企業さんや自治体の皆様方にも発信していきた
いと思っております。玉川漁協さんのアマゴの発眼卵の放流も、メーカーさんや釣り人の皆さんと互いに
協力し合いながら取り組んでいきたいと思っております。
　ICT 遊漁システムでは、近隣の大阪府、特に南部の遊漁者が多数を占めることがわかりました。大阪府
の人口は和歌山県の約 10 倍あるので、大阪南部の方にもっと和歌山に来ていただけるように、情報発信
をしていきたいと思います。また年齢層でも、金銭的、日程に余裕のある 50 代、60 代の方にも来てい
ただきたい、そういう誘致をしたいと考えております。
　また、県の公式の観光サイトを活用し、ホームページを持たない漁協さんについても、もっと積極的に
発信を取り組んでいきたいと思います。
　以上で和歌山県から発表終わります。ありがとうございました。
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令和７年度みんなでやるぞ内水面漁業活性化事業

新潟県内水面漁業協同組合のコーディネーターの藤田です。お願いいたします。
　普段私は水産振興協会で放流用のアユの種苗を生産して放流するという仕事をしている関係で、県内漁
連とは深く繋がっております。
　この事業は今年は 1 年目になりますが、事業を行うにあたって、やっぱり「なんで新潟県で急にやる
ことになったの？」っていう話を詰めました。
　状況は皆様方と同じです。組合員が減少したり高齢化したり、どんどん減っています。ただし新潟県で
はそれらに加えて、実は内水面漁協の収入としてサケ稚魚の国の買い上げがかなりあります。サケが取れ
なくなった時点で漁協様もかなり困っており、もう本当に今やらなければこのまま消滅するのじゃない
か？というくらい困っているため、この事業に取り組むことになりました。

●そんな背景もあり事業を始めるのですが、
皆様方と同じです。
　まずは、どのようにしていくか？。内漁連
の体制だけでは力がないものですから、まず
は小委員会を立ち上げました。資料をご覧く
ださい、構成メンバーとして行政、水産試験
場、釣具メーカー、そして観光協会を私ども
は仲間に入ってもらうということで進めまし
た。

新潟県内水面漁業協同組合連合会
発表者：コーディネーター　藤田　利昭
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●検討する内容は、やはり釣り人を増やすこ
とによって収入を得たい、ということなんで
すが、今、どんな状態か具体的にはっきり分
かっていない。漁協さんはどういう点に困っ
ていて、どうしようとしているのか、という
ことをまず探って、そしてそれを何とか皆様
たちにも広く知らしめたいということで進め
てまいりました。

●まず、今の状況ということで見ていただきま
す。
　新潟県は広いのですが、意外と遊漁券の収入
はあまり多くなくて、最盛期で 2 億ちょっと
だったものが見事に減っております。不思議
なことにコロナの時期も釣りの方は良かった
のか、あまり減らなかったんですが、やっと 1
億円超えるぐらいしか遊漁券の収入はありませ
ん。
　これを何とか増やしたいと考えています。

●新幹線ができてからスキー場の方は賑わって
いるのですけれど、釣り人口は関東からあまり
入ってきていない実態があります。
ほぼとは言いませんけど、7 割方が県内の釣り
人の遊漁券で賄われております。
　関東から来られていると言っても 25 パーセ
ント。そのほか、遠いですけれど関西の方とい
うのはほとんど釣りに来られることはないよう
な状況です。
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令和７年度みんなでやるぞ内水面漁業活性化事業

●では、その中身はと申しますと・・・。釣
り人のうちの 1/3 が毎年入れ替わっている
という状況です。
　その離脱者というのはお年を召された方
で、亡くなったわけじゃないでしょうけれど
も、お年を召されて釣りを辞められた方々と
推測をしています。
　そこに若い方に入っていただければ、1/3
が脱落するという部分がかなり補えるのじゃ
ないかと考えています。

●それから、困ってる困ってるという漁協は
現状どのような状況か？ということで、各漁
協を訪問して話を伺ってまいりました。
　県の一番南。皆様、翡翠という石をご存知
ですよね。 翡翠の取れる糸魚川と、それから、
少し北の能（のう）、そして、県北部の荒川
という三箇所の漁協を回った結果です。
　糸魚川の漁協では、姫川という大きな一級
河川ありますが、サケが取れない関係もあっ
て、今度サクラマスを漁業権魚種にしたい。
サクラマス釣りは普通の遊漁券に比べて高
く、日釣りで 2 万円ほど取れる。釣り人に
もインパクトのある魚なので、サクラマスを
漁業権化して釣りをさせたいと考えておりま
した。
　次に、能。皆様方の漁協もどうでしょうか？
組合長やりたいっていう人、豊富にいらっ
しゃいますか？みんな組合長やりたくない
し理事もやりたくない。 そんな状況が多い
中で、地域おこし協力隊の方々が全国にいま
すよね。 その方に組合長になってもらって、
今後、若い人を惹きつけるような新事業を立
案しているという組合もありました。
　それから、県の北部の荒川。ここ、実は
20 年ほど前になりますが、1 日 2 万円で河川でサケ釣りをやらせることによって、組合でおよそ 2,000
万円の収入があったそうです。サケ釣りに来る方は県内よりも県外の方が多くて、周辺の旅館や地域のお
店等も潤ったということで、観光にも非常にプラスになったという成功体験があります。そういったとこ
ろですが、サケがダメになった後どうしようということで、今後はアユに注目をしているという状況があ
ります。

30



　さらにいろいろと要望を伺うと、先ほど言ったサクラマス含めて新たな漁業権魚種を作っていきたい。
また、若い人たちのための・・・。まあ、私なんか古い人間ですから、釣ったら食べなきゃと思っている
のですけれど、今はそんなこと言っているような状況じゃないようです。キャッチ・アンド・リリースの
区間を設けたところは非常に若い人が来ていると。
　で、先ほどから話に出ているアユルアーは人を呼べるということでアユルアーの講習会をやりたいとか。
放流しているのに魚が釣れない。これはどこの川でもよくある話ですが、浮き石がないとか川が傷んでま
すよね。色々な状況の中で、国交省や県の土木ともう少し連携していかなければいけないと思っている、
といった話がありました。
　先ほども言いましたが、本当にサケはもうどうしようもない。北の県の方はよくご存知かと思いますが、
サケではお金を稼げない。現在のところは、サクラマスはまだ若干ですが帰ってきてますので、そういっ
たものでお金を稼ぎたい。
　こういったことを整理しました。来年もこの事業を続けたいという強い意思があり、なんとかこれらの
課題を整理していきたいと思っております。

●釣り人を集めるにしても、どのような形な
のか？また、釣り人ばかりでなくて川に関心
を持っている人や、川に関心のある企業さん
などとも連携をしたいと考えおります。も広
く集めたいと考えております。
　釣りに関しても、どんな道具やどんな場所、
また、宿泊に関する情報などの発信が必要で
す。そこで、まずは手始めに県の観光協会に
アプローチしました。
　新潟県の観光協会のホームページ「にいが
た観光ナビ」は 2000 万件ものアクセスがあ
るサイトですが、これまで釣りに関する記事
はありませんでした。そこで、釣りという部分をこのホームページに作ってもらいたいということで、に
いがた観光ナビ」にアユ釣りの記事を掲載してもらいました。新潟はまだ冬で雪も多い中ですけれども、
アクセス数が思ったより伸びているという話を伺っております。
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●ただ、私達と観光協会様との対話の場で出
た話と聞いているのですが、観光協会の方
から「ナイスイメン」って何なの？と聞か
れたそうです。「渓流」とか「清流」と言わ
れればわかるのですが、「内水面」という言
葉の反対に「外水面」っていう言葉もないし
なぁ・・・と、海ならば「海面」と言えば分
かってもらえますが、「内水面」っていう言
葉は一般の方にとっては分かりにくいようで
す。事業の名前も付いていますし。
　そんなこんなで、まずは「ナイスイメン」
の説明から入りまして、新潟県の川と川釣り
というものを皆さんに知ってもらいたいとい
うことで、この一番左端にありますとおり、

「釣りは自然のごちそうだ」をキャッチフレー
ズにして、アユやイワナにヤマメ、そしてサ
ケも食べてもらいながら泊まってもらい、川
を全身で感じてもらうようなことを PR しな
がら、釣り人も増やしていきたいと思ってお
ります。

●その中で、川釣りの情報の拡充と進化と書
いてありますが、これは電子地図についてで
す。先ほどもお話しありましたけれども、ト
イレや駐車場の情報や、何が釣れるのかと
いったことも含めた河川の地図を漁連のホー
ムページ等に掲載し、携帯でも見れるような
形にしていきたいと進めております。
　また、遊漁券購入者の 7 割が県内の方と
いうのは、ちょっともったいないと私も思っ
ております。せっかく新幹線や高速道路も
あって遠くはないわけですから、スキー客ば
かりでなく釣り人についても、なんとか関東
の方を中心に新潟県に来て釣り券を求めてほしいということ。
　それから、地域企業との連携です。皆様、「菊水（きくすい）」というお酒ご存じでしょうか？新発田市
の国道 7 号線沿い、加治川という二級河川のすぐ脇にある菊水酒造様では、酒蔵のほか展示場やラボ、食堂、
直売所等々を展開して、多くの方にお酒をアピールしておられます。その社長さんより、「加治川の水を
私どもは扱ってるのだから、加治川のPRに一枚加わってもいいよ」という話をいただき、スポンサーになっ
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てもらいたいと考えております。具体的な内容は来年の話になりますが、まずは菊水酒造のラボで川や川
の生き物・魚の紹介をしてほしい、といったオファーも固まりつつあります。とてもありがたい話であり、
遊漁券に名前を入れさせてもらうだけでも助けになりますので、現在話を進めております。
　次に、ちょっとここは難しいところなのですが、魚が住める適切な放流について検討したい。これは水
産試験場の方も検討メンバーに入っておりますので、どのくらい放流したらいいかということを、皆様方
のところも少し数が減ってるかと思うのですが、義務放流に関しては放せば放すほど良いわけでもなく、
どの程度放流したらいいのか？ということを、この事業で少し見つめ直してくれないかという漁協さんか
ら意見がございました。
　ただ現状、本当に川が傷んでいますから、行政の力を借りなければ川を良くすることは難しく、何とか
自分たちでも産卵場を作る程度はやっていきたいのですが、そういったことも来年検討していきたいと考
えております。

●最後、まとめさせていただきます。
　私どもがアピールする点は、「釣りというの
は自然からいただいたごちそうです」というこ
とで、観光客も含めた一般の方にもアピールを
していきたいと思います。
　河川や内水面の話ばかりしていますけれど
も、新潟の海は信濃川や阿賀野川という大河川
の恵みでできていることや、大きな佐渡ヶ島に
はカレイやヒラメ中心に多くの魚いますし、岩
ガキもたくさん育っています。
　そういったことも含めて、新潟の自然を感じ
て川釣りをしてもらえればと思います。

　ということで、このような形で今年度のまとめとして来年度につなげていければと思っています。
以上、ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〜質疑応答〜

岩下（事務局）：
　藤田さんありがとうございました。新潟県は 1 年目とは思えないほど盛りだくさんの内容で、特に観
光との連携という部分は非常に参考になったのではないかと思います。それでは今の新潟県さんのご報告
につきまして、ご質問ご意見等ございますでしょうか。
はい。湊谷さん、お願いいたします。

湊屋（米代川水系サクラマス協議会）：
秋田の湊谷です。ご報告ありがとうございました。

　最後のまとめのところで「適切な放流について検討したい」というお話がありました。これ、非常に我々
にとっても、頭の痛いというか、難しい問題だと思っているのです。
　新潟県さんでは、その「適切」というのを、何を基準に、あるいはどのような手法で、その、いわゆる「川
のキャパシティ」みたいなものを捉えていこうと考えていらっしゃるのか。もし現段階で、小委員会等で
出ているお話があれば教えてください。
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藤田（新潟県内水面漁連）：
湊谷さん、ありがとうございます。

　正直に申し上げまして、まだ具体的に「これだ」という基準があるわけではありません。ただ、漁協さ
んからは「放しても釣れないのは、放しすぎなんじゃないか」という、ちょっと逆説的な意見も出ていま
す。いわゆる餌の取り合いと言いますか。
　ですので、来年度は水産試験場の方に、過去の放流量と実際の漁獲というか釣果の相関。それから川の
石の状態ですね、さっき言った傷み具合。そういったものを、いくつかのモデル河川で少し詳しく見ても
らえないか、ということを今、相談を始めたところです。
　義務放流という数字がある中で、それをどのように現場の「釣れる・釣れない」に落とし込んでいくか
というのは、非常に難しいチャレンジになると思っています。

湊屋：
すいません。先ほどサケが取れなくなったと、ありましたが、これはもう秋田県も含めた日本海側も、

太平洋側も多分そうだと思うのですね。その中で今秋田県はすでにサクラマスの漁業権を設定して遊漁券
も好調に伸びております。そうしますと、今新潟県さんではサクラマスを釣らせる場合、どのような券で
お売りになっているのでしょうか。

藤田：
サクラマスを釣らせる川は、大河川中心に４つか５つ漁協があったと思います。今、サクラマスに漁業

権を設定してないところが要望を出しているのですが、試験的に釣らせてからとか、なかなか１年ですぐ
行政もくれませんよね。どういう手順でやろうか？といった話が出た、ということだと思っています。

湊屋：
分からないことがあれば、秋田県に聞いてください。

藤田：
はい。よろしくお願いいたします。
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●山形県内水面漁連の桂です。参事・兼・無償のコーディネーターを務めております。
では早速始めさせていただきます。昨年度も報告していますので、基本的には昨年の続き、グレードアッ
プ版と思ってください。

●内水面の活性化事業ということで、山形県
では 1 番目に「負担の少ない賦課金更新料
の徴収システム」。次に、皆様と同じように

「ICT 遊漁システムを活用したものの機能追
加と情報の整理、漁場マップの作成」という
もの。
　それから、「県の魚サクラマスの漁場管理
と遊漁振興」に関して、先ほど新潟県の方も
サクラマスについてのお話がありましたが、
山形の取り組みを詳しくお話しさせていただ
きます。4 番目は「2 回の検討会の開催」と
して、7 月の計画検討会と先日終わったばか

りですが、2 月に報告会という形で検討会を開催しました。

山形県内水面漁業協同組合連合会
発表者：コーディネーター　桂　和彦
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●まず、負担の少ない賦課金更新料の徴収
システムです。
　令和 6 年度は構築を行いましたが、今
回は運用拡大と新たな提案ということで進
めさせていただきました。この賦課金更新
料の徴収というのは、組合の支部長や総代
が集めるのですが、皆さん歳を取ってきて
集金が大変です。そしてなおかつ、伺って
も留守でいないとか、何回も行かなきゃな
らないこともあります。また、小さな組合
には、もう総代も支部長もいないところも
あり、では、どのように事務局が楽できる
か？ということで提案いただいたのが、この「会費ペイ」というサービスです。

　この「会費ペイ」というのは、基本の決
済方法がクレジットカードと口座振替で、
操作はスマートフォンを使います。まずこ
れでやってみようと昨年 6 年度に実施し
たところ、漁協の事務局の方や組合員の
ICT 活用能力の差が非常に大きいことがわ
かりました。若い事務局員ならばそれなり
に対応できるのでしょうが、年配の事務局
員では対応はほとんどできません。そこで、
つりチケの方が漁協へ出向いて、サポート
をしていただきました。
　さらに、漁協職員が自分でもできるよう

に、操作の習熟と情報共有のために専用マニュアルも整備していただきました。これが非常に丁寧なんで
すけども、67 ページもあって、なかなか職員が読みきれないという難点もあります。
　令和 7 年度の成果と新たな取り組みとして、実は 4 つの漁協がこの会費ペイを取り組む予定だったの
ですが、2 漁協が参加します。一つの漁協は準組合員の 5 名のみが、もう一つの漁協は令和 8 年から組
合長さんが所属している 1 つの支部が参加することで決まっています。
　このような厳しい結果が出たので、やはりス
マホを操作して行う作業は、どこの県の皆様も
一緒だと思うんですね、これをやろうとすると、
おそらくどこの県でも、やはり難しい。
　そこで、新たな提案はないですかとお願いを
いたしました。スマホに慣れてなくて、クレカ
なしで現金のみを扱う高齢者さんでもできるよ
うな策はないかということで、ヤマト運輸の「払
込票発行サービス」というものを、つりチケさ
んから提案していただきました。
　会費ペイとヤマト運輸の振込票発行サービス
を比較しました。

36



　現在、1 つの漁協さんが郵便局の振込も活用してるということで、郵便局の場合も横に並べています。
　会費ペイは自宅でできるので非常に楽なのですが、支払いは PC やスマホの操作が必要なため、高齢者
にはハードルが高すぎる。一方、郵便局は現金扱いができるけれども、土日が休みです。便利で IT 不要
なので高齢者も安心ですが、ちょっと扱いづらい。ということで、じゃあこのヤマト運輸のサービスはど
うか？、コンビニでも郵便局でも支払いができます。コンビニなら開いていたらいつでもできますので、
これを各漁協さんに提案してみました。そうすると、令和 8 年から 3 漁協がヤマト便のサービスの実施
を希望しています。一つの漁協さんは、もう 1 回説明を伺った上で検討するということで、4 つの漁協が
このサービスをの利用を考えています。実は今日、つりチケさんの方が漁協に出張説明に伺い、明日にも
う 1 つの漁協さんにも説明に伺っていただくことで動いております。

●次に、ICT 遊漁システムの実践的運用につ
いてです。
　昨年は漁場マップの作成でしたが、今回は
積極的運用として少し内容をグレードアップ
させて取り組みました。この事業を実施する
に至った背景として、やはり地域との連携が
今までは全然なかったということ。成功事例
等の情報発信は不可欠なんだけどもやってこ
なかったこと。
　それから、ここに放流などいろいろ書いて
ますけど、漁協の取り組みに関わる情報の整
理、発信、共有が不十分で全然されていませ

んでした。さらに、漁協間の情報共有、連携、地域共同で新たな遊漁者増大に繋げるための情報「発信」
も必要ですが、情報の「収集」も必要だということで取り組みました。
　現在我々が出来ていることとやり始めたことは、情報の集約、発信、遊漁者までは取り組めています。
この後の、市町村、観光協会との連携っていうのがまだできていません。できれば来年はここの部分を取
り組んでいきたいと考えております。
　　R6 年度の取り組みで、まずは漁場マップを作りました。他の団体の皆さんと同じですね。それから、
各漁協の電子遊漁券の購入画面の一番最後にアンケート機能追加しました。このアンケートのベースは漁
連で作って、漁協さんごとに取捨選択することで漁協独自のアンケートになっています。ただ、釣りに来
た人はその場でスマホで遊漁券を買ったとしても、アンケートまで答える余裕が無いようで、そのまま釣
りに行っちゃって、なかなか答えてくれません。ここをなんとかしたいと考えています。
　昨年度、漁協関係者を対象にダイワの前山さんを講師に招いてアユルアーの講習会を行った際、実は前
山さんは私の研究室の後輩だったことが判明し、来年も来てよ！とお願いしたところ、ご快諾いただき、
令和 7 年度もアユルアー講習会を実施いたしました。漁場マップについては、令和 6 年度までにフィッシュ
パスさんに各漁協の漁場図とアユルアーができる漁場の情報を入れていただいたところで、今年度は漁協
の所在地と、各漁協の遊漁証を発行している場所の情報を全部入れていただきました。
　また、この事業が終了しても事務局の我々できちんと情報が追加できるように、検討会の翌日に 2 月
26 日に漁連の事務所で情報追加の仕方を研修をしていただきました。これで、もう我々自身が漁場マッ
プにどんどん情報を追加していけますよと、今のところは思っています。ポロッと忘れるかもしれないん
ですけども、その時はまた聞きながら進めるということで。

37



令和７年度みんなでやるぞ内水面漁業活性化事業

　それから、山形県では共通遊漁承認証を発
行しており、この共通遊漁証を購入される
方々は結構ディープな釣り人なんです。2 万
から 3 万円台の遊漁証を買って、年間何十
日も釣りに来られるような方々の意見は非常
に大切だと考えまして、共通遊漁証購入者の
アンケートを追加いたしました。

　山形県内で約 1800 枚の共通遊漁証を発行
しています。我々連合会が取り扱ってる分は
450 名分で、そのほかに各漁協さんや釣具
屋さんが取り扱っています。これは連合会へ
の遊漁証購入の申し込み書です。下の赤枠部分に以下のアンケートも必ず記入してくださいとお願いして
るのですが、実際の回収は 250 名程度しかありません。回収後の解析も当然手作業です。
　できればこの結果をリアルタイムで多くの関係者に見ていただけるようにしたく、少し工夫を加えまし
た。このデータは県の内水面研究所でも活用するため、もっと多くの購入者からアンケートの回収をした
いので、フィッシュパスさんにお願いして右側のところに QR コードいれました。遊漁証を郵送する場合
はこの紙も同封。漁協さんや釣具店で現物を受け取る釣り人も多いので、そのような場合は、漁協さんと
釣具屋さんに、この QR コードを読み取ってアンケートに答えるまでは共通遊漁証を渡さないでください
とお願いして、できるだけ多くの回答をいただくようにしました。

●これが QR コードから表示されるアンケー
トです。これ、たった 6 問しかないです。
最後の自由記載の欄を書かなければ 30 秒も
かかりません。それで結構皆さんに回答をい
ただけております。内容は「どこの川にたく
さん行きますか？」「何回ぐらい共通遊漁証
で行きますか」「どの魚を対象か？」「釣果は
どうですか？」、そして「漁場マップを見て
ますか？」の項目を一番最後に入れました。
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●これが 2 月 28 日現在のアンケート結果で
す。複数選択可ということで 242 件。共通
遊漁証の手続きを始めてわずか 1 週間か 2
週間の間に、240 件くらいの回答いただき
ましたところ、最上川水系が最も多かった結
果です。最上川水系には寒河江川、小国川、
最上・鮭川といった大きな漁協さんがあり、
最上川水系にこられる方が多い。それから赤
川水系。ここはサクラマスがあるので、赤川
水系に来られる方も非常に多いです。
　主な対象魚種ではやはり渓流魚が非常に多
く、次にサクラマス、三番手はアユでした。

●どれぐらい使いますか？については、50%
の方がほぼ 21 回以上。30 回か 40 回かは分
かりませんが、元を取るまで釣りに行くとい
う感じですね。それから興味深いのが「ま
だ行ってません」という回答。この時点で 2
月 28 日です。3 月 31 日で有効期限が切れ
るのですが、まだ釣りに行っていない。「俺
はこれはプライドで買うんだ」と、毎年購入
しても行かない方が結構いるのですね。それ
はそれで我々にとっては非常にありがたいの
ですが・・・。
　対象魚種ごとの平均的な釣果は、アユの場

合は一番右の11匹。アユの場合は数を釣るのが楽しみなので数釣りになります。こちらはサクラマスです。
一番左、最も多いのが 0 匹です。20 回来ても 0 匹の人もいるのですね。やはりサクラマスって釣れない
んだろうと。次に多いのが 1 匹から 3 匹。それ以上は非常に少ないですが、11 匹以上という方もおりま
した。
●最後の質問で、漁連の内水面漁場漁場マッ
プをちゃんと見てくれてますか？という設問
です。「時々見ている」と「頻繁に見ている」
を合わせると半分以上の方が見てくれてお
りますが、28% は「ほとんど見ていません」
という結果でした。
　令和 6 年度は漁場のエリアと、アユルアー
可能漁場の情報だけでしたが、今年度は漁協
の所在地と遊漁証の販売店の場所も入れまし
た。今後はレイヤーの追加と情報追加を我々
自身もできるようにして、今後は漁協や釣り
人の要望に答えながらマップを充実させてい
きたいと考えています。
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　アンケート最後の自由記載欄については、みんな書くのは面倒くさいかな？と思っていたのですが、意
外にも 240 件中半数の方々が書いてくれました。やはりディープな釣り人が多いのだと思います。
　記載内容については、「禁漁区間が分かりにくい」「禁漁区を明確にしてほしい」と、禁漁区について書
かれてる方が結構多いです。実際、県が発行している「釣りのマナーとルールブック」という冊子には書
いてあるんですが、意外とそれを見ていないようですね。トイレの位置や駐車場の位置は、なかなかマッ
プに落としづらいと思いますが、今後、禁漁区間については入れていきたいと思っています。
　それから、各漁協の魚種ごとの放流量・時期・場所についてもホームページでリアルタイムで公開して
ほしいという要望もありました。これらの情報は、基本的に漁協や漁連のホームページで公開をしてるの
ですが、意外とホームページを見ていないのだろうなと。情報はきちんと公開してますよ！という周知を、
何らかの方法で行っていかなければならないと思いました。
　また、カワウやバス駆除の対応状況についても結構意見がありました。これについては我々も漁協も一
生懸命取り組んでおりますが、やはりそれらの情報発信をしていなかったので、釣り人の方々にこういっ
た活動もやっていますよという理解を得られるように、ホームページなどに提供していきたいと思ってい
ます。
　さらに、アユルアーに関する規定を定めてほしいという意見がありました。山形県内に 17 漁協ある中
でアユルアーができるところはまだ 4 つの漁協しかありません。具体的にはアユルアーでの釣り針に関
する意見で、要するに何の規定もなく、アユのルアーさえついていれば何してもよいと誤解を招くという
ことで、現在、釣り針の規定について県の漁業調整の方にお願いをしています。各漁協さんの遊漁規則に
も定めて、質問が来てもきちっと答えられるように、県として統一的なものを出してくださいとお願いを
しているところです。

●次に皆様のところでもやっておられるアユの遊漁
者人口増大に向けたアユルアー講習会（AYUING 体
験会）です。場所は鮭川の最上漁協さんにお願いを
しました。講師にはダイワの前山さんに来ていただ
きました。開催の 1 週間前から、「8 月 30 日にこ
の区域でアユルアーの講習会を行うので、友釣りの
皆さんにはご迷惑をおかけしますけどもご協力くだ
さい」という立て看板を立ててしていただきました。
　当日の午前中は漁協の組合員を対象に行いまし
た。これはなぜかというと、さっき言ったとおり山
形県では 4 つの漁協さんしかアユルアーの漁場を
開いておらず、さらに漁場を増やしたい。今後、漁
協経営を助けていくためにはアユルアーというのが
若い人を呼び込む一つの知恵であり方策であると
思っています。保守的な考え方が非常に強いなかで、
まずは理解を深めるために、午前中は漁協の組合員
の対象に講習会を行いました。午後からは一般遊漁
者を対象に行いました。その時に、飛び入り参加の
アユイングガールということで、うちの事務局の 2
人参加しています。
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●実際に釣りに入る前に、前山さんに座学を
していただきました。この時に前山さんから

「4 つの極意」を教授いただきました。
　この座学は、すべてビデオを撮っており、
これからアユルアー釣りを始めようという漁
協さんが、よく理解できるように貸し出す方
向で考えています。当日は山形新聞も取材に
来られました。真ん中でニコニコしているの
が赤川漁協の組合長さん。1 匹釣れてニコニ
コしてます。講習が午前中で終わっちゃった
もんだから、すぐに自分の組合のアユルアー
に漁場に戻って、また 1 匹釣ったよ！って
喜びの LINE が届きました。この時に使ったルアーは一つずつ皆様に提供させていただきました。

●参加した皆様から色々なご意見をいただきま
した。赤川漁協の組合長からは、友釣りが下手
くそで、いつもオトリが途中で弱ってかわいそ
うに思っていたけれども、このルアーならいつ
でも泳いでくれるのでとっても安心だ、という
ご意見。
　それからもう一人の組合長は、うちの川では
上流側にアユはいるんだけど、木が鬱蒼として
友釣りには向かない場所がある。こういう所に
ぜひ若い遊漁者を呼び込みたいので、アユル
アー漁場の設置を考えていきたいというご意見
でした。

　もう一人の方は、友釣りはするけれどもルアーは初めてやったが、非常に楽しい。道具も安くて若い人
も取り組みやすいと思うので、あつみ温泉界隈でこれをやってみたいと考えておられます。
　そのほか、友釣り専用区以外は、全域をアユイングの開放したいという発想の漁協さんもおられました。
全然普通のルアー釣りと違ってた、自分でやってみたら友釣りとの競合は避けられると感じた組合長さん
もおられました。
　一般参加者の方には、すでに 7 回ぐらいアユイングやっておりますが、講師の前山さんから直接指導
を受けて、疑問に思っていたことが分かって非常にためになった、というご意見もいただきました。
　講習に先立ち、参加者にロッド持ってる方は持参してくださいとお願いしましたところ、講師の方が一
人一人のロッドを見てまわり、見た瞬間に「はい、ロッドはお貸しします」と。このロッドはダメですよ、
ということなんですね。竿を借りた参加者からは、専用竿は先端部が非常に柔らかいのでびっくりした、
実際に竿を出すとその理由が分かったと言っておりました。講師の「ロッドで釣果が変わる」との話も納
得したそうです。
　それから一般参加者の方から、まだ山形県ではアユルアーができる場所が非常に少ないので、どんどん
増やしてほしいというご意見や、経費が安く、道具を揃えるのが簡単だから我々若者でも取り組みやすい
という話もありました。
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●最後は県の魚のサクラマスの漁場管理と遊
漁振興についてです。サクラマスは山形県の
県魚です。赤川を中心に庄内一円では春の風
物詩として、サクラマスのルアー釣りが有名
です。その赤川では、2 日前の 3 月 1 日に
解禁したばかりです。うちの漁連では、サク
ラマスの資源造成をするために、平成 18 年
からは稚魚放流ではなく、3 つの漁協さんに
回帰率の高いスモルトの放流を委託してま
す。実際のところ、1 匹あたり稚魚の 5 ～ 6
倍の値段がするので結構お金がかかります。
でも、回帰率が非常に高いと考えられていま

したので放流は行ってきたのですが、その効果を全然検証してなかったんですね。
　令和 6 年の取り組みでは、今までスモルト幼魚に標識をしていなかったのを、「みんな標識付けに来て
ね！」と 4 河川の漁協さんに協力を願いまして、漁協できちっと標識を付けました。情報収集のためには、
令和 4 年に県が「サクラマスバッジ」というものを作っていました。このバッジをうまく活用できない
か考えて、バッジと交換で標識採捕の情報を得るということを実施しました。

　令和 7 年の取り組みです。サクラマスのスモルトというのは、通常 1 年半飼育した後、3 月に河川に
放流します。実際は秋から 3 月まではほとんど餌与えないので、ならば秋幼魚の段階、20 から 30 グラ
ムの秋幼魚を放流してみようと考えました。従来のスモルト放流と同じような効果が出るんだったら、何
も 3 月まで待たなくても秋に放流すれば、種苗を作ってるところも楽だし、漁協さんも 3 月のあの雪解
けの危ない時に放流しなくて済むということで、これを 7 年度の新しい取り組みに追加しました。また
この取り組みを持続可能にするための方策も検討しました。

●令和 6 年度からの事業で、スモルト幼魚
のヒレ切りをして放流し、採捕の情報をく
れた方にはバッジをあげますよと。それか
ら、海の定置網の方々もサクラマス獲ってい
るので、定置からも情報を得ましょうと。チ
ラシを置いて、持ち込みした方にはオリジナ
ルバッジを進呈します。ただし使い回しされ
ないように、サクラマスの右胸びれは切らし
てくださいということで、持ち込み先をず
らーっと掲示して、取り組みを開始しました。
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●令和 7 年の 3 月 1 日から 6 月 30 日まで。
遊漁者からのサクラマスの報告数は全部で
170 尾でした。そのうち、標識なしが 149
尾で、21 は脂鰭が切られてたということで
す。定置網漁業者からの報告については全部
で 861 尾獲って、標識魚が 10 尾というこ
とで。サクラマスが母川回帰をすると考えれ
ば、スモルトを放流している河川に帰ってく
るので、河川で釣られた方が標識魚が多いの
は理解できるものと考えているところです。

●新しい取り組みである秋幼魚の放流の時
に、委員の佐藤さんややるぞ事業事務局の
方々に来ていただいて、標識付けを手伝って
もらいました。
　山形県の種苗生産施設は鳥海山の中程に
あって、何日か前にクマが出たばっかりで悩
んだんですけど、大丈夫だよということで強
行しました。
　また、1 月の下旬にもスモルト幼魚のヒレ
切り、標識作業を河川漁協の皆さんに集まっ
ていただいて、2 日にかけて 2 万 8000 匹に
標識をいたしました。

● 2 日前の 3 月 1 日には赤川と最上川の 2
河川でサクラマスが解禁となりました。
　最上川は融雪増水で人が入れなかったの
で、ほとんどの人が赤川に集まってこられま
した。一番報告数が多い場所の 3 段の堰堤
の下のポイントにサクラマスが止まるので、
その河川管理道路にもずらっと車が並んでい
るのと同じく、川には釣り人も等間隔に並
んでおりました。釣果は全域で正午までに 4
匹だったそうで、去年と比べると少ないかな、
という状況でした。
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●この事業を持続可能とするために、現在は
1 匹釣れたらこのバッジ一つと交換していま
す。
　これは、色を変えたプレミアムバッジです。
通常のバッジ 3 つ（サクラマス 3 匹分）持っ
てきてくれたらプレミアムバッジ 1 個と交
換します。交換して回収したバッジは、また
釣具店や漁協さんに再配布をして使っていた
だく要領で、上手く循環させる予定です。そ
れでも足りなくなってきたら将来的にはスー
パープレミアムバッジということでまた色を
変えて一個作ろうかと目論んでおります。

これで私のお話は終わりですが、私の頭の中には、この事業は来年が 3 年目で終わってしまいますが、
今後 4 年、5 年も使いたいなと。非常に使い勝手が良くてですね。私は「みんなでやるぞ」じゃあなくて、
いつも思ってるのは「何でもできるぞ、内水面」と思ってるんです。いろんなことができて、とてもアイ
デアを考えるのも楽しいし、今後もアドバイスもいただきながら、この事業を進めていきたい思っている
次第です。以上です。
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長野県漁業協同組合連合会のコーディネーターの藤池です。令和 7 年度の長野県の発表をいたします。

●これからお話しする内容は、背景と目
的を説明した後に、このような体制でや
りました。次に、河川工事の見える化プ
ロジェクト、デジタル配信、LINE の導入。
そして、組合員の意識調査と DX 等を導
入した内容。また、定量的効果としてど
ういう効果が得られたか、最後にまとめ
の括りといった構成になっております。

●まず背景と目的です。上は皆さんご承
知の通り、高齢化となかなか釣りをやっ
てくれる人もいないため収益がどんどん
減っています。このままではダメなので、
何か IT 化を通じてしっかりと持続的な
ものを作っていけたらなと考えておりま
す。
　なぜ「長野モデル」かということで、
長野県のことを書いています。長野では、
このプロジェクトを単年度で終了するこ
とは目的にしておらず、今後持続的に続けるための体質改善を最優先にして動いております。
もう一つは、漁協さん全体が持っている議論を再点火させて、例えば、共通遊漁券を発行するのはどうし
たらいいんだろう？、現場の賦課金この金額で本当にいいのかな？といった話をしながら、実際にその議
論を、各プロジェクトの目的はそれぞれ設定しておりますが、そういったことに縛られない自由な発言を

長野県漁業協同組合連合会
発表者：コーディネーター　藤池　俊太
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していって、その中で何か考えようといったことを、手探りしながら進めているような状況です。最終的
には数年後、この基盤があって良かった！となるようなことをやりたいと思っています。

●体制と役割です。コーディネーターは
私藤池と、組合長の伊藤と笹崎です。各
プロジェクトの担当を割り振って、その
担当がリーダーとして進めるようにしま
した。
それぞれその得意分野がありますの
で、藤池であれば例えば IT や DX 関係、
フィッシュパスさんだったら遊漁券の解
析、MAMIZU さんは管理システムが得
意です。そうした様々なエキスパートが、
自分たちの得意で入れそうなところを確認して、それぞれのプロジェクトを進めるようにしました。

● 1 つ目のプロジェクト。「河川工事の
見える化プロジェクト」についてご説明
します。
　長野県内では砂防工事や災害復旧の工
事があちこちで行われております。行政
のホームページなどを見れば、どこで工
事行っているのか載っているのですが、
なかなか釣り人の方々はそこまで調べる
こともないので、実際に川に行って、あ！
ここ工事やってて濁ってる！といったこ
とが多々あります。
　そこで今回、県の建設部さんの工事の
オープンデータと、過去開発をしたデジ
タルマップを連携させて、今現在、どこ
で工事を行っているのかをマップ上に表
示する試みを行いました。これにより釣
り人は、あ！今日ここは工事やってるか
ら別の支流に行こう！といった判断が事
前にできるようになります。
　これ実は全国でも非常に珍しい、全国

初の試みでして、建設会社さんの方からも、釣り人が入ってこなくなって安全に作業ができるようになる
ことや、放流された魚を傷つけずに済むなど肯定的なご意見もいただいております。
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●次にデジタル配信です。
　皆さんと話す中で、何か SNS で情報
配信をしようという話の流れで問題に
なったのが「SNS やると疲れる」「情報
配信を 1 個 1 個別々で出していくの大
変」といった意見がありました。ならば
こちらから一方的に出したらいいんじゃ
ないか？って話をした際に出てきたのが
LINE という考え方です。
　皆さん、市区町村が LINE を持ってた
りするのご存知ですか？。県で持ってる LINE や何々市で持ってる LINE。そういった LINE を同じように
県漁連が持ってしまえば、例えば「くまちゃんアイコン」で何々漁協を調べたら、その漁協のマップ情報
や、遊漁券が電子でも販売しているなどの情報が一覧化される、といったものを作りました。
これはまだ活用はしてないんですけども、今後、SNS での情報配信を県内で継続的にコントロールしてい
く労力確保が難そうなので、こうした一方的な配信による運用方法もいいのではないか？と考えています。

●次に組合員意識調査としてアンケート
を実施しました。
　長野県の天竜川漁業協同組合という全
国的にもトップクラスの組合員数を誇る
漁協さんで、全組合員 2092 名に紙のア
ンケートを送付しました。はたして、ど
のくらい回答を回収できるのか？。なん
とこのアンケートの設問は 20 問！。相
当な分量のものを送ってしまいました。
その結果どうなったかと言いますと、な

んと 50% 近くの回答が来ました！。組合員の皆さんは非常に関心が強く、漁協の運営に関しても興味が
あることがよく分かりました。本当に熱いメッセージやありがたいお言葉をいただきました。組合長さん
が凹んでしまうようなショックな意見もいただきました。

　このアンケートの具体的な内容ですが、長野県はアユの天然遡上がないため、アユの事業はやるだけ赤
字になってしまいます。その「赤字の根本的な見直しが必要だ」という意見が 67%。具体的な数字が出
ております。また、67% が「経営を変えるべき」とはっきり回答いただきました。さらにこのアンケー
ト 20 問の中で興味深いものとして「アユの事業を止めたら組合員を辞めますか？」という質問では、「辞
めます」といった回答が 25％程度もあり、もしもアユ事業をやめた場合は具体的にどのくらいのダメー
ジが出るか、ということにまで落とし込めたアンケートを実施できました。

　これは回答データのエクセル表の一部です。この表のおよそ倍ぐらいの長さのデータを集計し、これが
集計結果になります。送付数が 2092 名、返送数が 987 名という、ほとんど全体の意見として 99％の信
頼度かつ許容誤差 3％で、統計的にも信憑性が高い、良いデータが得られました。現在、天竜川漁協さん
ではこの結果を活かして、今後のアユ事業の運用の経営改善を検討し。実施に向かっております。
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● DX 基盤とは非常に難しい話なのです
が、長野県ではシステム基盤に関わる
およそ 20 種類ほどのシステムやサービ
スを全て試しました。その中で使えそ
うなものを簡単に紹介させていただき
ますと、「Redmine（レッドマイン）」と
いうプロジェクト管理システムや、皆
さんご存知かもしれませんが「Google 
NotebookLM（ノートブックエルエム）」
は、音声のデータなどをアップロードす

ると議事録にしてくれるようなもので、活用すればとても作業が楽になります。これは「immich（イミッ
チ）」。写真を撮ってアップロードすると、GPS 情報を保持したままマップに投影されます。そのマップは、
漁場図と連動するものを作りました。こちらは「Paperless-ngx（ペーパーレスエヌジーエックス）」とい
う文書管理システムで、実際に紙の書類や書籍等をアップロードすると、文字列を解析してアーカイブ化
するものです。
　なぜこのようなことしてるかというと、今後、AI にこういった県の情報や漁協さんの情報を伝えられ
るよう、文字列表化をして保管しておく「アーカイブ化」の必要性を感じているからです。
　これは「Uptime Kuma（アップタイムクマ）」という Web サイトなどのモニタリングシステムです。
これで各漁協のホームページを定期的に監視して、ダウンしているところや、例えば SSL の暗号化通信
を行っていないところに対しては暗号化通信を行うように、といったことを漁連からお願いをしておりま
す。こちらは組合員の管理システムです。これは継続して作り続けているものになります。

●定量的な結果では、遊漁券販売実績は
いいとして、リピーターが増えてきてい
るという状況ははっきり分かりました。　
　また、Web サイトで情報を公開する
と徐々にアクセス数が増えている。これ
はおそらく AI 等の影響もあったりする
かとは思いますが、やはり一次情報、漁
協さんが懐に抱えている情報を表に出し
ていくことで、関心を広げたりこのよう
な固定ファンを作ることが、非常に大事
だなって感じました。

●最後に、長野県では IT 関係がとても進
んでいますが、IT そのものを目的とする
のではなく、先ほどのツールの如く、その
使い方を限定することなく、色々と皆さん
に使って活用してほしいと考えておりま
す。様々な情報をデータソースに溜めて、
数値的に解析して GIS に落とし込んだり、
AI を利用して未知のサービスや今後展開
できることを、どんどん大きくしていく活
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動を継続して行っております。
　今まで行ったことやアンケートも含めて、データで可視化できなかったところどんどん見える化して
いって、漁協の組合長さんが意思決定する際にも、はっきりとした判断ができるようになったらいいなぁ
と考えております。以上です。
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　栃木県漁連のコーディネーターの田邊と申します。今日はよろしくお願いします。
　栃木県漁連の 2 年目の挑戦である今年の結果を報告させていただきます。

●昨年度、この事業に手を挙げた理由は、この図にあるとおり、組合員や遊漁者数がどんどん減少してい
ることを復興し、漁協の経営安定化に繋げたいと考え、新たな利用者の確保、おとり、振興、DX 導入拡大、
漁協管理の高度化でのデジタルマップに取り組みました。

栃木県漁業協同組合連合会
発表者：コーディネーター　田邊　宜久
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●昨年度はコーディネーターの設置、これ私です。業務効率化ツールの LINE WORKS の導入、ICT 遊漁
券の利用者属性や行動履歴の数値化や可視化について取り組みました。また、企業研修プログラムの開発。
これは一般企業の方々に漁協の活動の中身、例えば河川清掃等を体験させること。また、アユルアーの導
入では、キャスティングルアーの導入促進として釣り教室などを行いました。デジタルマップの作成では
Google マイマップを作成しました。
　レンタル釣具の配置では、釣り工房ですね、漁協さんにレンタル釣具を置きました。今回アユルアーの
レンタルを置きましたが、やはりレンタルだけじゃダメだということで、結果としてガイドが必要という
考えが出てきました。
　次に学生や若者について。やはり人材が少ないと人手も少ない。そこで若い人が必要ということで、学
生さんを巻き込んで、漁協の皆さんと学生さんが一緒にワークショップのプログラムを通じて漁協の活性
化について話し合いを行いました。
　昨年度の結果を踏まえて、これらをさらに拡大して、漁業活動の体験プログラムとして組み込むべく、
メーカーさん学生さんと一緒に山女魚・岩魚の発眼卵放流の体験をやりました。
　次に、ゾーニング、アユルアーについては導入漁協が 7 箇所増えて、栃木県では 8 箇所あります。
　次に、デジタルマップのアップデートを行いました。あとガイド研修、伝達ツール、で昨年度の教訓か
ら釣りのガイドが必要ということで、プロのアウトドアガイドによる講習も行いました。
　一番力を入れたのはここです。この「アユースプロジェクト」と「栃木の魚、川のサポーターズ」で、
後ほど説明しますが、ボランティアさんを登録するシステムです。＞次は漁協と学生のマッチングをいた
しました。また、今まで釣りをしていなかったアユ釣り師を増やすために、初めてのアユ釣り体験プログ
ラムやりました。「やったらいいのに協議会」も継続してやっております。
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●アドバイザーは引き続き私、田邊です。この写真は 10 年前で今はだいぶ体重増えてしまい、まったく
別人ですね。9 月から 1 月まで私はこのように仕事をしております。
　コミュニケーションツールとして LINE WORKS を全漁協 19 漁協に入れましたけど、実は、使ってる
漁協さんは半分の 9 漁協です。使ってる漁協さんは渡良瀬さん、鬼怒川さんとかは上位の方はですね、 こ
ういったところは事務局があって若い人がやってます。全然使ってないところでは、これはやはり、おじ
いちゃんが多い、事務局がない。事務所がない所ではなかなか使ってもらえなくて、このあたりのツール
の導入については課題かと思ってます。
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● ICT 遊漁券の方の普及はどんどん上がってます。釣り人の行動履歴も活用も出来るのですが、これにつ
いてはデータの活用できておらず、来年以降の取り組みとして課題として挙げていきたいと思っています。
　また、栃木漁連のホームページをリニューアルして、とてもよくなったのですが、前年と比較すると来
訪者数が下がっており、ホームページの告知不足と考えて、1 月にインスタグラムを開始して連携したら
1 月から徐々に上がってきました。今後、SNS も活用して、ホームページの告知もしていきたいと思って
います。

●新たなゾーニング等では、アユルアーがかなり増えました。実際のところ、昨日の意見交換の際にも話
が上がったように、アユルアーエリアを作ってもすぐにお客さんが来るわけではないので、集客や告知の
ために、がまかつ・ダイワ・ティムコの各社に協力いただき「とちぎアユルアーミーティング」としてスクー
ルを開催しました。1 回目が黒川、2 回目は荒川、３回目は新井川で開催し、それぞれ 5 名、7 名、7 名
が参加いたしました。。黒川の回では前日の大増水の影響で全然釣れなかったのですが、ダイワさんが一
生懸命やってくれたおかげで、釣れなくてもすごい楽しかった！、またやりたいって！といった声が多かっ
たです。ちなみに、道具類も丸ごとレンタル込みで参加費無料で行いました。また、箒川でも漁協の役員
さん対象のスクールを開催しております。
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●アンケートの結果、参加者の 70％はアユ釣り経験なし。また、他の地域から来てます、アユへの興味あっ
てこのイベントに参加した、アユへの関心が非常に高かったとありました。他の釣り経験ありますか？に
は、参加者 19 人のうち 14 人が他の釣りの経験がある。今後もアユルアーやりたいと思いますか？には、
約 9 割がぜひやりたいと思う、でした。こういった講習会があれば参加してみたいですか？には、有料
でも参加したい、という意見もあり、次回は参加費をいただいてもいいかなと思っております。ただ、人
数が少なかったので、来年以降は参加者をさらに増やして、規模を拡大して実施したいと思っております。

●次は電子マップで
す。今年度は遊漁券販
売所とオトリ屋さんを
追加し、色分けをして
見やすくしました。今
後は、釣り場周辺の情
報や飲食店情報も掲載
したいと思っておりま
す。
　毎年遊漁期間が変わ
るため、維持管理でき
る人材の確保と育成が
必要です。

　また、多くの人にこのデジタルマップを見ていただきたいので、その周知も重要と思っております。
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●釣具のレンタルは 2 箇所に置かせていただきました。一つはアユルアーレンタル。年間のレンタル件
数は 10 件でした。1 箇所のおとり屋さんにアユルアーレンタルを置いていただきましたが、目印はこの
のぼりだけ。正直これでは分かりづらかったですね。もう一つはマスの管理釣り場に置いていただき、ウェ
ブやチラシでも告知したのに 6 件でした。ちょっと少ないですね。この 6 件は、ほぼ私がガイドした機
会でした。今回、このことをウェブで知った方が一番多く、やはりウェブでレンタルを周知しないといけ
ないかなと思っております。また、釣り経験がない人であれば、ガイドがいれば安心だよってこともあり
ます。レンタル料は大体いくらならよいか？については、1000 円でした。意外と渋いです・・・。
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●やはりガイドは必要だとなりましたが、それを教える人が必要です。教える人には何が必要なのか。釣
りが上手い人は沢山おりますが、釣りが上手＝教えるのが上手い、わけじゃないのですね。「ちょっと竿
貸してみろ」とかって、そういう人もいますから。やはり釣りを教える人を育てるために、先月 2 月 25
日にプロのアウトドアガイドによる講習を行いました。講師はネイチャープラネットの加賀さんという方
で、アウトドアショップを経営してて、なおかつ組合員でもあります。こちらのテキストも加賀さんの監
修のもとに作りました。講習では渡良瀬漁協さん、鬼怒川漁協さんの協力により、12 名の方が参加しま
した。その他、NPO や水試、全釣りの方も参加されました。最も力をいれていただいたことは、釣りを
教えることよりも安全管理や言葉遣いとかマナーとか、そういったものを教えてもらいました。

●アンケート結果です。
　まず、今まで釣りの指導経験がありますか？については、イベントでの経験がある。特にアユルアース
クールをやった時の指導員の人たちもこれ含まれていると思います。
　次に、釣りのガイドへ意欲については、やってみたいという方が多いです。ホームページで紹介して、
おすすめガイド、ここを紹介してもいいですかってアンケート取ったんですけど、ほぼみんな 9 割ぐら
い OK です。非常に意欲が高い。
　料金はいくらくらいが妥当か？は、多いのが 3000 から 5000 円。5000 から 6000 円でした。結構安
いです。私もガイドをしているのですが、1 日やるのなら 2 万くらいは欲しいです。それに、ガイドさん
だけでなく学生ボランティアも絡めたいと思っており、そうすればいいガイドシステムできるんじゃない
かと思っております。
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●次は漁業活動体験プログラムです。昨年度行った企業研修プログラムの拡大版です。今回はアウトドア
ショップの Wild-1 さん、釣具の上州屋さんと大塚さんといった企業の方々。さらに栃木県の「栃木のさ
かなアンバサダー」も参加して一緒にヤマメの発眼卵放流を行いました。
　放流作業を行った後、午後の部として、水産技術研究所の宮本先生に渓流のルールなど釣りと魚の講習
会を行いました。参加者のアンケートでは、参加方法について目的をもう少しはっきりしたいこと。SNS
などで、事後報告だけでなく活動を可視化し興味を持っていただき、そういったお客さんに河川清掃の協
力など、そういったイベントに協力してもらえる流れを作るとよいのではないか？といった意見もがあり
ました。今後も行政と協力を強化して、このようなイベントを開催したいと思っております。
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●もうひとつ、今度は 11 月に行った学生達との岩魚の発眼卵放流です。これは三依のテンカラスクール
でやりました。参加者は大学生が 4 名と教員が 1 名参加され、この時も宮本先生に指導いただきました。
この時の模様は下野新聞さんにも紹介いただきました。
　参加者の感想ですが、常に釣りができる環境があるのは当たり前じゃないと思った、水産資源を大切に
したいと思ったとか、発眼卵の放流も何気なく、未来に向けて河川環境を守るための講義を受けられた、
こういった声がありました。で今後の参加意欲ということで、次回もあれば参加したいという声が多かっ
たです。

●その一つが「とちぎのさかな・川のサポーターズ」。これは、まず、ボランティアをしたい方に登録し
てもらいます。今度は漁協さんから、こういう活動をしたいという要望があった時に、うちの漁連の方か
ら登録したサポーターの方に配信して、その方が手を挙げるとマッチング成立となって、ボランティアに
参加できるというシステムです。現在、22 人が登録しております。釣りや自然が好きなことで参加して
る人が多いです。

●今回、この学生さ
ん と 若 者 と で「 ア
ユ ー ス プ ロ ジ ェ ク
ト」を立ち上げまし
た。令和６年度に東
京海洋大学の工藤先
生の学生さんや、栃
木県の大学生の方に
いろいろと提案うけ
て 行 っ た の が「 ア
ユ ー ス プ ロ ジ ェ ク
ト」です。
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●また大学コンソー
シアムとちぎ主催の
栃 木 学 生 ア イ デ ア
ピッチというイベン
トでは、サポーター
登録いただいた学生
さ ん が 3 名 参 加 し
て、ボードゲームに
よるアユ釣りや漁協
の活性化のアイデア
を発表し、３位入賞
を果たしました。

●さて、漁協の要望によって、サポーター登録者から参加者を募集しました。
　今回 7 回募集を行い、そのうちで 5 回でボランティアが来てくれました。内容はアユ釣り補助とかの
運営、渡良瀬川の稚魚放流、草刈り等いろいろやっていただきました。正直 22 人登録してる割には、一
回の参加者数が 1~4 名と少ないことは課題ですね。
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●アユースプロジェクトでの「はじめてのアユ釣りプロジェクト」です。これは、８月９日 10 日に実施
しました。各回、20 名の定員で、1 日 40 名の合計 80 名を募集しました。午前中は小学生で午後が一般
です。小学生はあまり集まらなかったですが一般は多かったです。渡良瀬漁協さんでは、小学生は無料な
ので、このような渡良瀬漁協の小学生用のチケットを作って、皆さんに配布しました。

●　小学生へのアンケートの結果です。釣りをしたことありますか？は、初めての人も１/4 ほどおりま
した。渡良瀬漁協を知ってますか？については３/4 が知らなかった結果で、ちょっとショックですね。
実際に漁協の活動を知る人はあまりなかったのですが、今後も釣りに興味あって、やりたいという意見も
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多かったです。このイベントのときは、初めてアユ釣りをした人でも友釣りを体験させましたが、かなり
の密度で放流したので、釣れた人では 30 匹も釣っていました。ちょっと釣れすぎで、これがアユ釣りだ
と思ってしまうと、若干困ってしまう気持ちもあります。

●一般へのアンケートについて、参加者の動機は、ポスターやチラシとか見て楽しそうだったとありまし
た。今回、東武鉄道さんとのコラボで、駅にポスターを貼っていただき、そのポスター見て来たという人
も多くいらっしゃいました。会場への交通手段は車が多いですけど、電車を使った人もおりました。有料
イベントの場合の料金については、1000 円以下にしてほしいというのが多かったです。実際 1000 円で
どうですかね、もう少しお金をいただきたいかなと思っています。
　アユ釣りのイメージについては、難しいが最も多く、やはりお金がかかるイメージという回答も４割程
度ありました。かっこいいが３割あり、おじさんの釣りでかっこ悪いと言われている割にはかっこいいイ
メージがあるようです。友釣りをも初めてみたい意見も結構多かったです。

●これがその時の写真です。
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●このアユースプロジェクトの時に、東武トップツアーズさんの「子ども体験プログラム」というのに関
わっておられる足利市の職員さんにもお越しいただきました。このような魚のつかみ取り体験などを組み
込んだ電車のツアーです。こういったものと連携できれば、みんなでやるぞ事業が終了しても事業として
残っていけるかなと思って、来年以降の事業化を検討中です。

●今年も「やったらいいのに協議会」を開催しました。9 月 20 日に第１回を開催し、ここに書いてある
とおり参加した若者たちから様々な意見をいただきました。第 2 回目を２月２１日に開催しました。学
生さんの意見として、アユが中心だったので渓流もプラスしてバランスを考えているという意見がありま
した。どうしてもアユは大きな存在ですが、アユ以外の釣りもやっていきたいというものがあります。あ
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とは、釣具の量販店とのコラボとか、若手が集まるような仕掛けを作る必要があったり、外来魚を排除し
ないでほしいという声もありました。

●まとめです。
　令和７年は 1 年目の活動を拡大して実施しました。来年以降はアユースプロジェクトを拡大して、アユー
スプロジェクトの中で学生さんも巻き込みながら、これらの事業をさらにやっていきたいと思っておりま
す。ただ、令和 9 年で事業が終わってしまうので、そのあとの展開に不安もあります。今後、地域環境
協力金等の活用も検討して、3 年目を挑戦させてもらおうと思っております。4、5 年目もブラッシュアッ
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プを考えていきたいので、昨日も意見がありましたが、ぜひとも 4、5 年目も事業を実施できればと思い
ます。

●ご清聴ありがとうございました。

〜質疑応答〜

岡本（インターン生）： 
ありがとうございました。水産庁栽培養殖課にインターンとして学ばせていただいております、宮崎大

学農学部から参りました大学 3 年生の岡本と申します。 今回の事業報告会に参加させていただくのに先
んじて栃木県漁連さんのホームページを拝見したのですが、デジタルマップが非常に見やすく、チェック
ボックスで情報の取捨選択ができる点が素晴らしいと感じました。
　一点質問させていただきたいのですが、ICT 遊漁券についてです。2026 年はアユと渓流の共通遊漁券
を「栃木県外の方」を対象に販売されるとのことですが、栃木県内在住の方に向けては ICT 遊漁券を販売
する予定はないのでしょうか。そのあたりをお聞かせください。

田邊（栃木県漁連）：
 ご質問ありがとうございます。この回答については加賀さんからお願いします。

加賀（栃木県漁連）：
　ご質問ありがとうございます。 理由としては「県外のお客様にぜひお越しいただきたい」「遊漁者を少
しでも増やしたい」という狙いがあり、県外の方限定でアユと渓流それぞれの共通遊漁券を販売させてい
ただいております。
　一方で県内向けについては、各単協さんがそれぞれ ICT を活用されています。フィッシュパスさんやつ
りチケさん、あるいはその両方、また JTB さんなど、様々なプラットフォームを利用して個別に販売を行っ
ております。県内にお住まいの方には、そうした形で各漁協から直接購入していただく仕組みとなってい
ます。
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　京都府の報告を始めます。コーディネーターを務めさせていただいております石井と申します。普段は、
京都と奈良の県境の木津川漁協というところで事務局をしております。

●解決したい課題は、皆様と同じと思いますが、
遊漁者の減少と内水面漁業振興にかかる関係人口
の増加という課題がありまして、例えばアユル
アーのトレンドを生かせていない、魅力ある釣り
場の情報発信ができていない、無鑑札で魚釣りを
する人への対策、といったことを挙げております。

●これらの課題を解決するために、大きく三つの
取り組みをいたしました。まず、アユルアーがさ
らに普及する釣り場環境の創造。次に、漁場管理
の高度化を目指す施策。三つ目に、内水面漁業の
活性化を目指す施策、この三つです。

京都府内水面漁業協同組合連合会
発表者：コーディネーター　石井　真人
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●一つ目のアユルアー普及のための取り組みと
して、7 つの漁協を訪問して、アユルアーの実
態の調査をいたしました。京都府には 14 の漁
協があって、そのうちの 10 漁協がアユルアー
を許可している状態です。ただ、各漁協さんが
アユルアーを許可した経緯や、どのように宣伝
しているのか、現状の許可範囲やトラブルの有
無といった実態が分かっていない状態だったの
で、今回はその実態把握を主な目的として、各
漁協を訪問してヒアリングを行っております。
　各組合長からヒアリングした結果、ポイント
として「アユルアーを通じて友釣り師が増えて

ほしい」という思いは、どの漁協も同じである。アユルアーを許可したことでトラブルがあったという話
は漁協さんの方には届いていない。そのほか、アユルアーを許可した経緯は、友釣り師の比率であるとか、
オトリ店の数、その漁協さんの歴史や環境に基づいた考え方で、実に様々だというところはよく分かりま
した。宣伝方法について、多くの組合長さんがおっしゃっていたのが、地元の釣具店さんがアユルアーの
おすすめスポットを紹介してくださり、宣伝として大きな媒体になってることが分かりました。
　これ以外に、このヒアリングを通じて気づいた点として二つ挙げております。一つは遊漁者に案内でき
るスポットの数を増やすというイメージの方が分かりやすいんじゃないか？という気がしました。案内で
きるスポットを増やすという過程の中で、実施できるエリアであるとか、期間を増やしていくという考え
方をした方がいいような印象を持ちました。
　もう一つは、アユルアーの普及によって京都府内では「友釣り専用区」という言葉が、統一的な意味を
持たなくなりつつあるなと感じております。漁協さんによっては、オトリとアユルアーを同じ扱いという
考え方をされるところもあって、その場合の「友釣り専用区」という場合は、アユルアーも OK の場所に
なります。一方、オトリとアユルアーを別のものという考え方をされる場合には、「友釣り専用区」では
アユルアーはダメという考え方になっています。今後アユルアーやアユ釣りを始める人にとって、「友釣
り専用区」という言葉が、もしかしたら誤解を生む種になるんじゃないかという危惧と言いますか、そう
いった気づきがありました。

●次に、友釣り・アユルアーの風景を動画撮
影として、各河川の紹介動画を撮影しており
ます。その際、アドバイザーとして参加して
もらっている京都出身の谷口舞さんにご出演
いただきました。谷口舞さんは、がまかつの
フィールドテスター、タックルインジャパン
のフィールドテスター、サンライン・フィー
ルドスタッフをされている方です。
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●次に、鈴木ゼミ生たちとアユをテーマに
ワークショップを開催しました。
　アユルアーの体験会を経て、京都の漁協の
若手組合員等とワークショップスタイルで意
見交換を行いました。生徒さんたちからいた
だいた声としては、川を楽しむために必要な
こととして、川を楽しみやすい浅瀬で安全な
場所を伝える、どんな魚がいるのか川の違い
を知ること、川の歴史を伝えるガイドが必要、
そういったご意見や、釣り人やアユを食べる
人を増やすために必要なこととして、子ども
の時の体験が必要ではないか、アユ釣りの
ハードルを低くする、学園祭での販売、SNS

での発信といったことがが必要なのではないか、というご意見をいただいております。

●三つ目に、アユルアーの体験会を開催して
おります。京都産業大学の鈴木ゼミの生徒さ
んたちに参加いただき、京都賀茂川漁協の鴨
川デルタというエリアでアユルアーの体験を
していただきました。鈴木ゼミの生徒さんた
ちは、アユを通じて地域活性化することを
テーマにした取り組みをされているゼミで、
実際にアユ釣りを経験することで、さらにア
ユに対する理解を深めていく機会を作ってい
ます。その際、生徒さんたちが釣ったアユを
おとりにして谷口舞さんに友釣りの実演をし
ていただきました。

●ここからは漁場管理の高度化を目指す取り
組みです。
　まず京都府内水面漁連のホームページをリ
ニューアルしました。古いホームページはス
マホで見るととても小さくなって見づらい
かったのですが、これを現場でも見やすい形
のホームページにリニューアルしました。
　古いホームページは月間 PV が 1500 程
度だったのですが、リニューアル後は月間
PV2700 くらいになって閲覧数は 1.8 倍とい
うことで、いい数字になっていると思ってお
ります。それに合わせて、各河川の紹介動画
を編集したものを京都府内水面漁連の YouTube チャンネルにアップロードしております。これにより内
水面漁連のホームページで各漁協の情報を見て、そこの川がどんな川かということを動画で見てもらえる
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ような形を作っております。
●三つ目として、デジタルマップの構築とい
うことで、今年度は情報の充実を図っていき
たいと考えております。

●ここからは内水面漁業の活性化のための取
り組みです。
　一つ目がおしゃれなデザインの遊漁券を制
作しました。私が事務局をしてる木津川漁協
では、令和 7 年度から遊漁券のデザインを
今風のデザインに切り替えました。その遊漁
券を地元のお店に持っていくと何らかの特典
が受けられる優待カードのような仕組みにし
ております。さらに遊漁券の所有率を上げる
ために、釣り人が持ちたいと思う遊漁券にし
ていった方がいいのではないか？ということ
で、デザインをリニューアルしております。
昨年の 4 月からリリースをしまして、年間
売り上げは前年対比 105％と良い数字になっ
てるんで、デザインの効果は大きかったと手
応えを感じております。
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●これまでの説明は令和 7 年度に木津川漁
協が単体で行った取り組みですが、今回のや
るぞプロジェクトの中では、この遊漁券の仕
組みを京都府内の他の漁協さんに横展開でき
ないかということで、その仕組み作りを行い
ました。
　具体的にはリニューアルしたホームページ
で券面のデザインを公募し、応募を受け付け
まして、そこから採用したデザインで令和 8
年度の遊漁券を製作するというプロセスを
とっております。
　ここに出しています 4 種類の遊漁券は実
際に採用した遊漁券のデザインを掲載しております。

●二つ目に、鴨川納涼への出展です。アユの
美味しさを伝えました。京都鴨川の三条大橋
と四条大橋の間で、鴨川納涼というイベント
が開催されており、京都府内水面漁連と賀茂
川漁協さんとで出展し、天然アユの塩焼きを
提供しました。それと同時に、内水面漁連の
活動についての広報も行っております。天然
のアユ美味しさを知ってもらう人を増やすこ
とは、ひいてはアユ釣りの人口を増やしてい
くことに繋がると考えて取り組みました。

●三つ目として、地域 FM 局の京都三条ラジ
オカフェに出演しました。
　アユの魅力をテーマに京都産業大学の鈴木
ゼミ生の方々とのワークショップを経て、賀
茂川漁協の澤組合長、谷口舞さん、鈴木ゼミ
生の方々の対談を一般公開するという取り組
みをしております。
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●最後の取り組みでフィッシングショー大阪
2026 に出展しました。
　昨年出展された三重県内水面漁連さんの事
例を参考にさせていただき、三重県の齊藤さ
んにアドバイザーとして入っていただいて、
今年度の京都府の取り組みを集大成するよう
な形で企画をいたしました。
　テーマは京都府内におけるアユルアーの普
及。成果は、アンケートの回答数が 1220 件、
パンフレットの配布数が 1300 枚以上という
ことで、いい結果になったと思います。

●展示のメインはこの垂れ幕です。京都府の
地図を大きく出して、どこの河川をどの漁協
が管理してるのか、どこの漁協がアユルアー
OK にしてるのかというマークも付けて広報
活動をしました。
　その隣にある沢山のルアーのディスプレイ
は、各メーカー様にお声掛けさせていただい
て、展示用のサンプルをお預かりして並べま
した。自由に触ってもらうことで、アユルアー
がどんなものかを体験してもらえる場として
展示しました。
　アンケートは抽選会と合わせて実施してお
り、アンケートに回答するとオリジナル京ア
ユステッカーをプレゼントしました。抽選く
じの景品はメーカーさんから提供していただ
た分と、京都の各漁協さんに遊漁券の優待券
を景品として出していただきました。

70



●アンケートの集計結果です。
　年齢層は、40 代を中心とした 30 代から 50 代に
年齢層が固まっていますが、40 代以下になるとア
ユルアーに興味を持つ女性の比率が高くなるという
参考になるデータが出ております。

　これまでアユルアー釣りをしなかった理由につい
ては、釣り方や必要な道具が分からないというのが
圧倒的に一番多く、次にアユルアーを使える漁場か
分からないという回答が大半でした。鼻カン仕掛け
のことや基本的なところが分からなくて、つまずい
てる人はかなり多いんじゃないかなという気付きと
なりました。

　アユルアー経験者に対してアユルアーをする時に
重視することを質問したところ、アユの引きの強さ
やゲーム性を楽しみたいという回答が圧倒的に多く
て、アユ釣りそのものの楽しさを求めている傾向が
見て取れました。

　漁協への希望としては、アユルアーができる釣り
場をもっとアピールしてほしい、アユルアーができ
るエリアを拡大してほしいという声が多いです。こ
れを見て、漁協側の情報発信が足りてないんだなと
いう印象を持ちました。
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●今後の展望として、遊漁者に案内できるスポッ
トの数を増やす、河川紹介の動画を撮影、デジ
タルマップの情報充実、AI 対策を視野に入れた
内水面漁連ホームページの SEO 対策などを挙げ
ています。SEO 対策については、ChatGPT など
の AI に質問を投げかけた際、情報が載っていな
いとかなりデタラメな回答をされるというのを目
の当たりにしました。今後、AI の回答を信じる
人が増えることを見据え、一次情報としてアユル
アーに関する情報を明示するというのは、かなり
大事なことになるんじゃないかなと考え、京都府

では今後の取り組みとして挙げていきたいなと思っております。
　以上、ありがとうございました。

〜質疑応答〜

藤池（長野県漁連）：
長野県の藤池です。現在の京都府内漁連さんのウェブページは結構テキストベースでしっかり作られて

いるなという印象を持ちましたので、基本的にこちらのページからの情報抽出というのは、だんだん安定
してくるんだろうと印象を持もちました。また、現在、ドメイン名に kyoto-naisuimen.jp というドメイン
を使われてると思いますが、これは確か漁協さんでも一般企業用の登録ドメインの or.jp を使えると思う
ので、このドメインを取得して企業ドメインとして登録すると、サイトの信頼性が上がって AI が読み込
みやすくなるんじゃないかなと思います。

石井（京都府内漁連）：
なるほど。一次情報、それが正しいというか、確かなる一次情報として AI の方が認識してくれやすい

という話ですか？

藤池：
評価がしやすくなるかなっていう感覚です。

石井：
ありがとうございます。そこまでちょっと、その時点では視野が及んでおりませんでした。

72



●青森県内水面漁連の古内です。よろしくお願いします。
　今年度、みんなでやるぞ内水面事業を活用し、岩木川の支流である相馬川を舞台に、県内初となるキャッ
チ・アンド・リリースの特設釣り場の開設に向けて準備を行いましたので、報告いたします。

●まず初めに、青森県における内水面漁
業の現状についてお話ししたいと思いま
す。
　こちらのグラフは、当会で把握してい
る会員漁協の組合員数の推移と、県内共
通遊漁券の売上金額の推移を示しており
ます。組合員数は、コロナウイルスや高
齢化の影響で令和 2 年から徐々に減少
傾向にあるほか、遊漁券の売上は、大雨
の多発や、クマの出現の影響もあって、

ここ数年は著しく減少しています。全国共通の状況だとは思いますが、組合員や釣り人の減少による収入
の減少は、漁協の経営を年々厳しいものにしています。
●また、県内の多くの漁協は、事務局と
して職員を置くことがありません。新た
な取り組みもできません。
　マンパワー不足で漁場管理などの組合
活動が困難になってきているような状況
です。そのような状況ではありますけれ
ども、青森県には、人の手が入っていな
い自然豊かな川が多く残されております
ので、それを観光資源としてのポテン
シャルを十分持っていると感じまして、

青森県内水面漁業協同組合連合会
発表者：事務局　古内　由美子
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川釣りを軸とした漁協の活性化はできないかと検討してきました。

●次に、事業のモデル地区として、岩木
川を選んだ経緯を説明します。
　岩木川を管理している岩木川漁協は、
県内でも遊漁券売上高の高い漁協の一つ
です。稚魚放流や産卵床造成などの漁場
管理だけではなくて、岩木川の歴史や組
合活動を次世代に継承していきたいと、
様々な取り組みをしています。
　しかし、ここ数年は遊漁期間中に災害
級の大雨が続いたり、大雨が過ぎても、

本流ではダムの影響で、遊漁期間中濁りが取れないことがあり、遊漁ができない日が続きました。そんな
状況で遊漁者減少がますます拍車がかりまして、漁協の経営は今、危機的状況になっています。
　そんな中、村上組合長の方から、岩木川で人工物に影響を受けない場所で特別な釣り場を作ることはで
きないんだろうか、とご相談を受けまして、事業のモデル地区とすることを理事会で決定し、事業を開催
することとなりました。
　次に、背景と目的です。当会を含め、漁協のマンパワーが限られており、新たな取り組みに挑戦できる
状態ではありません。そこで釣り人口の拡大と組合活動の再活性化を目指すために事業を活用させていた
だきました。
　方法として、県内初のキャッチ・アンド・リリースの特設釣り場を開設すること。で、その開設に向け
ましてコーディネーターを設置。協力者の発掘をしながら準備を進めました。効果的な情報発信として、
ホームページ、SNS の活用、自治体、観光協会への協力要請を計画しました。
　この特設釣り場では、手付かずの自然の中で、自分だけの特別な時間を過ごせる空間を提供したいと考
えております。そのために、完全予約制で、区画貸切型の釣り場とすることにしました。今回の事業を通
して、漁協活性化のモデルプランとなる成功事例を作り、県内の漁協へ波及することを目指しております。

●これは参考ですが、少し古いのですが
漁協さんの漁場マップです。
　ヤマメ、イワナ、アユなどの魚種を主
体に遊漁を行っております。令和 6 年
からはサクラマスの遊漁も可能となって
おります。

74



●次に事業スケジュールについてです。
　事業スケジュールはこのようになって
おります。主に検討会を開催しておりま
す。今年は特設釣り場の開設に向けた準
備の年と位置づけました。オープンは令
和 8 年 5 月の中旬を予定し、着々と準
備を進めております。

●特設釣り場を設置するにあたって方向
性を協議するためにも、まずは準備委員
会を設置しました。
　メンバーはコーディネーター 2 名、
この方々は内水面研究所の所長も務めら
れた内水試 OB の方と、県内でフィッシ
ングガイドを務めている方です。
　準備委員には漁協組合員 7 名。若い
世代の組合員が積極的に参加して、最年
少は 18 歳となります。支援員は 6 名。

今後、運営スタッフとして支援いただく委員外の釣り人の皆さんです。そして、県水産振興課の小泉さん、
内水面漁連の古内となります。そのほかに、県の方や関係各所の協力を得ながら、より良い釣り場を作る
ために協議を進めております。

●準備委員全員による検討会を開催し
て、スケジュール、担当、運営方法など
を決定してきました。
　委員の皆さんは多忙な方が多くて、検
討会までは県の担当者の小泉さんと古内
とコーディネーターによるメールでの情
報共有。そのメールの中で、また担当者
の方によって色々な提案をしていただ
き、電話やメールで意見交換をして、仮
の決定案を持って検討会に臨んで決定し
ていくという形を取ってきました。
　対面での全員集合という会議は多くありませんでしたが、集まれた時には熱い議論を机上や現場で重ね
てきました。
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●特設釣り場の概要がある程度まとまっ
た段階となった 11 月に、岩木川漁協の
組合員さんを対象にした説明会を開催い
たしました。
　そこで出された主な意見としまして
は、釣り場の収支に不安があるのか、補
助金終了後も漁協でちゃんと運営してい
けるような収支のシミュレーションをし
てほしいとか、エリアを下流にも拡大し
たらどうなるのか、という発言がありま

した。
　今回の取り組みに対する期待の声も多く、漁協の活性化を心に秘めている組合員の方もいらっしゃると
いうことを感じることができました。

●次に、準備員会で議論を重ね、検討し
た特設釣り場の概要について報告いたし
ます。
　今こちらに出ているのは今作成中のパ
ンフレットの一部となっております。
　令和 8 年春のオープンを目指してお
り、期間は 5 月中旬から 9 月末を予定
しています。県の漁業調整規則は 4 月 1
日から 9 月 30 日までとなっております
が、4 月はまだ雪も多く、雪解けの影響
もあるため、5 月中旬からの予定をしております。
　設定場所は岩木川支流の相馬川の相内（あいない）地区というところに、全長 1.5km の完全予約制・
区間貸し切り型のキャッチ・アンド・リリース区を設けるというものです。釣り場のルールは今後確定次
第、ポスターやチラシ、ホームページ等で周知していく予定です。

●遊漁券の販売方法については、事前予
約制として決済システムでのオンライン
販売を予定しているほか、漁協事務所で
紙による販売も想定しています。予約の
管理方法については今後検討会で協議し
て、利用者に不利益が出ないようにして
いきたいと思います。
　3 区画に分けた釣り場の特徴ですが、
下流側から A、B、C と区画して、様々
な釣り人のニーズに対応できるよう配慮

した設定としております。
　釣り場の管理体制は、監視員による巡回のほか、監視カメラの設置やドローンによる監視なども議論さ
れている最中です。この地区はクマが出ることから、クマスプレーを有料で貸し出すことも検討中です。
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●キャッチ・アンド・リリースの設定に
伴い、上流域は禁漁区に設定した方がい
いだろうという提案があり、釣り場の上
流域は種川として禁漁区を設定すること
に決まりました。この取り組みは、滲み
出し効果を生み、渓流魚の資源を増やし
て、放流魚に頼らない釣り場の造成と、
支流を含む岩木川全体の資源を造成する
ことを大きな目標としています。
　特設釣り場を設けることで、特定エリ

アに釣り人を集めることができ、源流域など貴重な自生エリアへの負担を軽減することにつなげることも
できます。また、キャッチ・アンド・リリースの徹底により、乱獲を防ぎ、豊かな魚影の維持につなげる
効果を見込んでおります。そのほか、監視作業に伴う密漁や不法投棄の抑制効果、放流魚の厳格な管理に
よって、外来種の進入を遮断する効果も期待できます。このような点からも、今回の取り組みは、持続的
な環境保護の観点においても、重要な取り組みだと考えております。

●行使規則、遊漁規則の変更手続きにつ
いて。キャッチ・アンド・リリース区の
設定や、禁漁区の設定には、事務手続き
も必要となることから、県の指導を受け
ながら、コーディネーターと古内が漁協
の事務支援をして、漁協の行使規則と遊
漁規則、遊漁規則の変更手続きをいたし
ました。

●そのほか、以前から当会に釣り人か
ら「ネットで公表している遊漁券販売店
を訪れたが店がわからず遊漁券が買えな
い。どこで買えばいいのか？」といった
お問い合わせが度々ありまして、県内釣
り人の客離れにもつながるんではないか
懸念されましたので、まずは県内の実態
調査をしようということで、電話による
聞き取り調査を行っております。実態調
査の結果は現在取りまとめ中なんです

が、やはり現地調査が必要であるということ、実態の見える化が必要だと感じております。
　そこで次年度以降も、デジタルマップの作成に向けた情報収集を継続する予定としております。また、
開設する特設釣り場の情報発信は非常に重要なことであると考えています。そこでホームページの作成や
SNS による積極的な情報発信をする準備を進めていています。また年間 500 万アクセスがある県観光情
報サイトへの掲載に向けた関係者との調整も行っているところです。
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●まとめです。
　令和 7 年度の結果として、令和 8 年
の春にオープン予定の特設釣り場の設置
に向けて、着々と準備は進んでおります。
また、議論を重ねていく中で、準備委員
の自発的な提案も生まれ、チームの結束
が深まってきました。事業に取り組んだ
結果、あ、効果として、良くも悪くも漁
協の活動体制の弱さが浮き彫りとなり、
事業の趣旨である『みんなでやるぞ』の
精神が芽生え、良い方向に進んでいるという印象です。
　また、若い世代の組合員の組合活動に対する関心が高まっている印象もあります。新しい風が吹いてい
るな、そんな状況となっております。
　課題として監視体制の決定や、どのように漁協で運営していくのか検討する必要もありますが、今まで
通り詳細をみんなで検討し、決定していきます。反省としては漁協内部の情報共有体制が甘く、当初計画
していたスケジュール通りに物事が進みませんでした。計画、担当、担当を決めた後は漁協にお任せして
いたんですけれども、何もやっていないことが判明し、ひたすらお尻を叩いて事業を進める形となってし
まいました。

●最後になりますが、事業実施後の将来
像についてです。
　まずファーストステップとして、今回
の特設釣り場を成功させる。赤字になら
ない釣り場運営をみんなで検討し続けま
す。積極的に組合活動に参加する若い世
代へ声掛けをとにかく継続していって、
支援員を増やしていきます。次のステッ
プとして、成功例として会員漁協に周知
し、希望する漁協には事業支援をします。
併せて県内の自然豊かな川での遊漁を観光資源としてアピールしながら、内水面漁業を盛り上げていきた
いと思います。
　そして、最終ステップとして、青森県の内水面漁協の活性化と、遊漁などによる収益を環境整備や監視
にかかる費用に回し、在来魚の保護と再生につなげる保全サイクルが確立されることを期待しております。
今後も関係者が一丸となって、計画、実行、評価、改善のサイクルを繰り返しながら、目指す将来像の実
現に向けて頑張っていきたいと思います。
　以上になります。ご清聴ありがとうございました。

〜質疑応答〜

齋藤（三重県内漁連）：
三重県の齋藤です。質問させていただきます。今の発表の取り組みは、多分全国的にやってみたい漁協

さんがかなり多い取り組みじゃないかと思いました。ただその皆さんが、あまりこれを実際にやれてない
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理由というのが、河川の占有にあたって、要は占有になるという判断をされるのがちょっとおっかなくて、
それで、結構皆さん手を出してない部分が多いんじゃないかと思うのですね。この河川の中の特定の場所
を、特定の人だけに貸し出すような形をとることを進めるにあたり、県や漁場管理委員会がどのような判
断をして OK を出してくれたのか興味あるところの 1 つです。
　もう 1 つは、こういう形で先ほどの綺麗な感じの瀬を開くと、そこの瀬を使っていた方からクレーム
が出そうな話であって。その場所は、現状で釣りをされている方が多いところから選んだのか、それとも
釣りの区間として未利用だったので、未利用のところに魚を放してより価値を高めたいっていう方針なの
か？場所を選んだ方針について、その 2 点、お聞きしたいと思います。

古内（青森県内漁連）：
まず、さっきの漁場管理委員会や県の規則変更に関しての件ですが、3 年前から、こういう風にしたい！

ということを通い詰めて説明させていただいて、たまたまで多分運がよかったのかもしれませんが、担当
者の方が、その漁協の経営状況が悪いことをよく理解されている方で、何かやるんだったらやってみようっ
ていうことで、許可をいただきました。その方が今、漁場管理委員会に事務局長やられてますので、その
方にきちんとこういう計画でやっていきたいんだ！ということを説明したところ承認をいただける、3 月
10 日に最終承認が下りるんですけども、容認いただきました。これまでの 3 年間、きちんとご説明して
ここまでやっと来ました。次に、川を選んだ理由は、もともとはそんなに利用者がいない場所でした。で
も、地元の人なら釣れる川ということで知られています。割と民家も周りに少ないですし、町内会の人や
知り合いもいるので、使う場合には春の雪解けのあたりで事前に近隣住民に説明に歩くということはお話
ししておりました。今まで使われていない良い川を大事に使ってください、という意味で解放するといっ
た結論になりました。よろしかったでしょうか？

齋藤：
ありがとうございました。実際、先ほどお話ししたように、占有にされそうで怖いということを考えて

動けない漁協さんが多い中で、こういう事例で実際に OK が出ていることを考えると、場合によっては、
法令の部分で引っかかりそうなところを、今後は極力改正していってもらったほうが、各地の漁協さんの
取り組みの幅が広がるのかと思うので、そうした点は水産庁さんのほうでもいろいろとこういった形の取
り組みを有効に使えるように動いていただけたらありがたいと感じました。以上です。
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　宮城県内水面漁連のコーディネーターの高山と申します。よろしくお願いいたします。

●令和 6 年度の宮城県内水面漁連の事
業では、企業型研修プログラムについて
実施いたしました。
これは、今までの漁協さんの活動であっ
たり、そういったところを河川環境の維
持や生物多様性というところに焦点を当
てて、それを企業さんにプログラムとし
て提供し、それがまた新たな収益を生む
形を作れればという目的で提案いたしま
した。

　結果として、企業としてそういった活動に熱心なところにはすごく話がまとまって提案ができるのです
が、それ以外の企業さんでは、なかなか漁協ってそもそも何やってるの？どういった活動してるの？、と
いった形で、なかなか漁協組合がどういうことをやってるかっていうのが分からない方々が非常に多かっ
たことを課題と感じました。
　そこで今年度は、漁協の価値や漁業協同組合というところがどういった活動をしてるのか？ということ
を、地域住民や釣り人、企業の方々に知っていただく機会を創出するシンポジウムといった形を提案させ
ていただきました。それで今回はシンポジウムを企画いたしました。

宮城県内水面漁業協同組合連合会
発表者：コーディネーター　高山　遼輝
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●当初、シンポジウムは 2 回計画し、
それぞれ 1 回ずつが 15 名程度のプログ
ラムを 2 回と、あとはその後に少人数
のフィールドワークを計画しておりまし
たが、いろいろとスケジュールの都合で
あったりとかこちらの運営の問題があり
まして、1 回に集約する形になりました。
　結果です。会場で 72 名、オンライン
で 30 名に参加いただいた会にすること
ができました。

会場での一般来場は 55 名の方に来場していただき、20 代から 60 代の幅広い年齢層の方々で、かつ釣り
のジャンルも渓流やアユであったり、河川には興味があるけど釣りはしたことがないといった方々に幅広
く参加していただけました。

●漁協さん側も、県内 17 漁協のうちの
5 漁協の組合長さんにご出席いただき、
実際に組合がどういった活動をしている
のかお示ししていただきました。

●第 1 部では漁協の組合長さんに登壇
いただいて、現状についてであったりと
か、どういった取り組みや活動をしてる
のかといったことを紹介いただきまし
た。
　第 2 部では、釣り人の代表といった
形で、東北で活動されている釣り師で釣
り系の SNS でフォロワーが 3.5 万人く
らいいる方や、地域と漁協を繋ぐ NPO
で活動されている方、研究者の方をお招

きして、実際に釣り人と地域・漁協ががどのように関わっていければいいのか？の問題のヒントとなるよ
うなお話をいただきました。
　第 3 部では、今までお話しいただいた方々全員登壇していただきながら、会場との質疑応答の形でい
ろいろとディスカッションをさせていただく形で進行させていただきました。第 3 部の冒頭では、㈱ JTB
様が取り組まれている地域と漁協の活動みを連携させる取り組みについてお話もいただけました。
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●これは来場者のアンケート結果です。
意外だったのが、SNS 経由でこのイベント
を知って来場された方が 48％と非常に多
く、ほぼ半数近い方々が SNS 経由で来ら
れました。これに関しては、今まで漁業協
同組合には関心があったけれども、なかな
かポスターや漁協だけの広告ではなかなか
アプローチできない層に繋がったのかと
思っております。
　参加いただいた方々の属性では、基本的
にアングラーの方々で過半数を占めており
ましたが、ほかにも様々な方面の方々に参
加いただいたのかと思います。

●それぞれのパートに関しての満足度で
は、皆様第 2 部の今後じゃあどういう
ふうに漁協と関わっていけるのか？と
いった話のパートについて非常に高い満
足度をいただいた結果になりました。

●実際にアンケートでいろいろなお声掛
けがありまして、漁協に対する認識がこ
のシンポジウムで変わったか？といった
こともアンケートさせていただいたんで
すが、その結果としては、気づきや漁協
の活動が重要だと感じられたといった意
見があった一方で、漁協は何してんね
ん？みたいな激しいコメントもありまし
た。ただ、それはやはりそれだけ川に対
しての思い入れがあるので、そこをどう

にかしてほしい！というエールという形で捉えようという風に考えております。
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●「現場のこと一番よく理解されている
方の意向を伺うことができて漁協の活動
の重要性を感じられた」という声もあり
ました。また、「こういうシンポジウム
があったことによって釣り人と漁協が
セッションできる場になったことは大き
な一歩だ」といろいろとお声がけをいた
だきました。

●では、この後どのような形で次のアク
ションをしていきたいですか？っていう
アンケートをしました。それには、清掃
活動や産卵床造成だったり、そういった
漁協活動の何かお困りごとをちょっと手
伝いたいって、という思いがある釣り人
の方、参加者の方が非常に多かったとこ
ともあるので、これは単なる遊漁者を超
えて、漁協への協力者となりうる可能性
があると考えております。

●今後、イベント等があった場合に参
加したいですか？といった質問につい
ても、80％以上の方々が「前向きに参
加したい」「連絡ください」といった
形で声掛けいただきました。今年度当
初は 2 回シンポジウムを実施して 1 回
フィールドワークの計画でした、結果的
にフィールドワークができなかった形に
なりました。来年度以降は今回の失敗を
踏まえてしっかりと次なるアクションと
して、フィールドワークの実施について落とし込んでいければと思っております。
以上です。ありがとうございました。
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〜質疑応答〜

岩下（事務局）：
私もシンポジウムに伺ってびっくりしたことは、宮城県には熱意のある釣り人の方々が沢山いる、これ

は大きな力だなと思いました。その力が今後どのように漁協さんと組んでいくべきかなんですけど、実際、
漁協さん側の方はそれらの方々の手助けを望んでいるのか、もしくは、いや俺らだけでやるよとか、釣り
人と漁協さんの温度差のようなものはありますか。

高山（宮城県内漁連）：
ありがとうございます。これは漁協さんによるのかと思います。もう何でもいいから手伝ってほしいと

いう漁協さんもあれば、いや俺たちだけでやるからそんなにいらないよっていう漁協さんもあるので、そ
このうまく何をどのように手伝えるのか？ってところを引き出しながら、釣り人や地域外の方々をうまく
マッチングできるような何かを作れたらと思っております。

岩下：
ありがとうございます。それぞれの漁協さんの個性っていうものをリサーチされるのもどうなのかと

思ったところです。
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　私どもは秋田県米代川のサクラマス推進会でございます。今日はコーディネーター二人と私、会長の
湊屋と申します。よろしくお願いいたします。

●米代川という川は、非常に全国から見て
も魚の量、あるいはこの釣り人の憧れの川
として、非常に私どもは価値が高い川では
ないかなと思ってます。
そこで、このポスター作らせていただきま
した。「サクラマスに一番近い川、秋田 米
代」。これを私どもキャッチコピーにして、
秋田県の米代川に来るとサクラマスを釣れ
る確率はぐんと上がりますよと、「んだよ
ね！」と秋田弁も入れて、「おもしろよね
しろ」と。米代川に来ると面白い、楽しい
釣りができますということで、今回こう

いったキャッチコピーも入れさせていただきました。
　またこの米代川は、奥羽山脈からもうズドーンと西に向かって日本海へ流れ出す。当然白神山地からの
水も支流から入って、水質も非常にいいと、自慢のできる川ではないかなと思っております。これ見ても
わかる通り、何かこれ絵だけ見ると、もうカナダかどこかで釣りしてるんじゃないか、本当に写真や映像
で見ると素晴らしく映るんですよ。

米代川水系サクラマス協議会
発表者：会長　湊屋　啓二●

コーディネーター　野宮　幸博◯ 田中　俊生▲
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●組織概要です。
　私たちは米代川水系を一体で管理する協
議会です。
　スカイ大作戦では、これは私自身がクマ
に襲われた経験を生かして、スピーカー付
きのドローンによって釣り人の皆様に注意
喚起を促すのと、遊漁券を持たない遊漁者
の漁業監視を行うという二つの目的で昨年
の事業で実施したのですが、それに加えて
今年度は、先ほどから青森さんの発表や他
のところからもあったと思いますけど、や
はり釣りというのは観光の意味合いが非常

にあるんじゃないかと考えました。
　観光業と連携して、単に釣りを楽しむだけでなく、その地域そのもの、あるいはその川自体も楽しんで
いただきたい。コアな釣り人だけでなくて、例えばそこに奥様やお子様も連れてきて、自然の中での釣り
とその川での自然体験を楽しんでいただきたい。そういったことで、今年は観光をキーテーマとして、入
れさせていただきました。
　昨年まで米代川水系サクラマス協議会７漁協あったんですけど、比内町漁協と大館市漁協が合併して、
今年の 1 月 1 日からは６つの漁協になりました。消滅したわけではなく、体質改善とさらなる経営基盤
の安定を狙って比内漁協と大館市漁協が合併しました。

●米代川っていうのは県外のお客様が多い
のですね。
　これを見ていただくとわかる通り、県内
が約 20％、県外が 80％強ということで、
私が漁業監視していた時には沖縄から来た
方もおりましたね。
　昨年も直接私に電話がきまして、四国か
らサクラマス釣るまで帰りません、という
方が車でやってきまして、何時間かかっ
たって？、20 時間かかったっていう。そ
ういう強者が米代川に全国各地からおいで
いただいております。
　そういったことを分析してみますと、東北が 5 割強、関東が 3 割弱、昨年は新潟や信越地方の方が約
10％弱。そんな具合で、多くの皆様においでいただいていることが、このデータからもわかります。
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●これは先ほど申しました昨年からやって
る「スカイ大作戦」です。後で出てまいり
ますが、今回はまた味付けを変えました。
　ドローンによる密漁対策と漁業監視です
が、実は昨年の春先の 4 月 1 日サクラマ
ス解禁日に、東京町田市と埼玉県所沢市か
らサクラマス釣りにおいでになった方が流
されまして、残念ながら未だにお二人とも
見つかっておりません。どちらの方も増水
して危険な時に流されたようなんです。こ
の事業が 4 月 1 日からスタートできれば、
ドローンを飛ばして、そういったことも防
げたんのじゃないかと非常に残念に思っております。

●これは委員の皆様ですね、観光みたい感
じで楽しんでいただいてるお姿が写ってい
ます。
　で、ドローンでこうして上空から写せば
遊漁券もちゃんと写ります。昨年からド
ローンではっきり見える遊漁券として、帽
子のツバにつけるタイプを開発しました。
今年度はなんと「スカイ大作戦」の中に

「ホークアイ作戦」という特別ミッション
が入りました。

●「ホークアイ」で、「鵜の目鷹の目」っていう、
あ、鵜を入れちゃうと具合が悪いんで、鵜は
入れないで「鷹の目」だけを入れました。
　この鷹の目って、ただ名前が変わっただけ
じゃないのです。100 万円超えのドローン
をレンタルで用意して、カメラ映像の解像度
とスピーカーの音質を上げて、取り組みまし
た。
　これは一昨年の 24 年のシールですが、前
回の発表の時に、日釣券はどうやって判別す
るんですか？と確か、そういったご質問・ご
指摘がありました。
　それに即対応するのが米代川です。もう昨年からこの 2025 年度のタイプですね。サイズも大きくして、
日釣券はここに何月何日と、お店の方に書いていただくようにして、はっきりこのドローンで確認した日
釣権が何日のものかが分かるようになってます。

87



令和７年度みんなでやるぞ内水面漁業活性化事業

　私もかなり頭、クマにやられてから頭薄くなったんですけど、ドローンで見てますんでね、ぜひ薄くなっ
てきた方は帽子を被ることをお勧めいたします。

●今申し上げたここの「ホークアイ作戦」。
ドローンによる監視システムのシールのデ
ザインを一新し、フォントも拡大してド
ローンからさらに見やすくして、地上の監
視員が見た場合でも確認できるようなシー
ルに改良しました。また、ドローンのレン
タル業者さんに性能がいい機種を用意して
いただけないかお願いして、我々の要望に
きっちり答えていただき、現在はスピー
カー付きの高性能のドローンを使って監視
をしております。

　その結果、ドローンがやってくるぞと、釣り人の間でドローンの監視のことが広まって、我々の狙い通
りの感じになってます。今日、せっかくコーディネーター来てますので、地元の監視員と一緒にドローン
持ったコーディネーターも回っており、コーディネーターにそういった現場の声を紹介していただきます。

○皆さんこんにちは。サクラマス協議会のコーディネーターの野宮と申します。
　まずは米代川の最上流部の鹿角魚協というところでドローンを飛ばしておりました。そこでは、1 つの
遊漁券売り場で 24 年度のワンシーズンで約 600 枚の券を売ったそうです。私が１年間分のシールです
よって持っていったら、なんと昨年は一月足らずでその券が全部なくなっちゃいました。鹿角と比内の地
域では例年の 3 倍くらいの売り上げが、ちょっと大袈裟かもしれないですけど、それくらい昨年は盛り
上がって売れたそうです。
　例えば、川の合流点とか監視員の方も川を渡って行けないんですね。合流点のあたりは深くて、お年寄
りの監視員ばかりなんで危ないんです。川を横切っていかなきゃならない対岸に釣り人がいると、「ドロー
ンでちょっと見てくれなーい？」「はいはーい！」ってピョーッと飛ばしてくと、ものの数秒で券を持っ
てるか持ってないかを判別できる。
　そして、そこにいたんですよ、やっぱり。堤防の下に車をヒュッと隠せるようなところがありまして、
そこに車を隠し、釣り人もこっちから見えないところにいるんですよね。で、その釣り人をドローンで確
認したら、背中に貼ってる日釣券を持ってたんですけど、日付ごまかしてたんですよ。それをバッチリ、
ドローンで見つけて「あ、これ違いますよね？」ということで、そこから対岸まで何十分もかけてぐるーっ
と迂回しなきゃならないんで、橋から戻って、ぐーっと別の道路に行ってまた別の支流入ってって、その
無券者達 3 人に買ってもらったとか。
　さらに、このドローンには赤外線の機能がついていて、上空から赤外線で撮影すると動物や人が白く映
るんですよ。なので、それこそ問題のクマ。上空からから見て、「あ、クマいないよ、大丈夫ですよ」と
言うと、皆もそれだけで安心して釣りができる。やはり鹿角・比内でも沢山のクマが出てるエリアで皆が
釣りをするんですよ。そういう所ってやはりいい漁場で釣れるんですね。皆そこに入りたいんですよ。そ
んな形で現場ではとても喜ばれていて、本当にもう助かってますって話を沢山言われます。さっき会長が
言った通り、やはり「ドローン飛んでくる！」って駆け込んで、券を買いに来るらしいですね。なので、
飛ばしてるとやめて逃げる人もいるんですよ。そういう抑止力にはなってるので、無券の釣り人に対して
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は効果があると思っております。はい、現場からは以上です。

●はい、ご報告ありがとうございます。
　いずれにしても地域の漁業監視員と遊漁券販売してるところからは大変に感謝されて実情が浮き彫りに
なっております。遊漁券の売り上げも、昨年は鮎の天然遡上がすごかったんですよ。そういったことも
当然売り上げが 3 倍に寄与していますが、一番大きな要因として、無券でやる人がかなりいなくなって、
少なくなってきたと。「ドローンが飛んできてドロンした」っていう人もいたっというご報告ありました。

●冒頭に、やはり川の漁協はそれだけでは
役目果たしてると我々は言えないんじゃな
いか？米代っていうブランドを武器に、観
光面と地域資源として、全国の皆さんに今
後訴えていきたいところです。
　それにはやはり地域のいろんな観光関係
の、例えば観光協議会や観光連盟、様々な
ツーリズム、いろいろな団体さんがあって、
今回はそれら全てにコーディネーターの皆
さんが回らせていただきました。なんとか
釣りと観光で連携できないかの模索が今年
度から始まったんです。
　漁協としてそういった形でこの地域の価値の創出にも寄与していきたいという考えで取り組みました。

●それで、先ほど言ったことがまた出てく
るのですが、我々のように地元にいると
ね、米代川って魚がすごい釣れていい川だ
ね、くらいしか思ってないんですが、他県
の方からは素晴らしい川だと称賛されてお
ります。解禁日一日だけで 100 本ものサ
クラマスが必ず上がるんですよ。多い年だ
と年間 1500 本ぐらい釣り上げられており
ます。
　一昨年、悲しい事故があったんです。河
口から 60~70 キロ地点に比内町の連合堰
堤というところで、土地改良区が堰堤を改

修することを、こうやりますと漁協に通告をせず、川の水を半分止めちゃったんです。そうしたらその堰
堤の下に魚が沢山溜まってるところで、死骸の数だけでもアユは 1000 匹は超えてたし、サクラマスだけ
でも 100 匹は死んでいたんです。それで、これは県の仕事でやったのだから、いや、これは事件じゃな
いですか？と申し入れをしました。ただ、たとえそのくらい死んでしまったとしても、影響がないぐらい
魚が濃い川なんです。
　天然アユについては、なんで米代のアユこんなに釣れるんだ？って水産研究所の坪井さんも言っていて、
昨年秋田にお招きして講演いただいたんです。そうしたら、やはり遺伝的に非常に追いがいいアユなんだ
そうです。いわゆる目印が飛ぶっていう、かかった瞬間にバーンと 2 メートルも 3 メートルも目印が飛
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んでいくような、そういった遺伝的な特性を持ってるアユ。これが米代のアユなんですっていう。坪井さ
んは全国各地の川のアユがどんな感じで友釣りで釣れてくるのかを研究されているそうで、そうした中で
やはり米代のアユはダントツの特性を持ってることが判明して、我々も、なるほどやはりそういった科学
的な根拠があったんだと初めてわかりました。

▲今会長が持っているこのポスター。こち
らを各地の観光事務所、名前は後で出てき
ますが、皆さんの目に付くところに全部こ
れを貼っていただきたい。あるいは道の駅
ですね。道の駅も何箇所もありますから、
道の駅さんにもお願いしています。我々は
今日は秋田に帰るんですけど、帰りがけに
有楽町の交通会館にある秋田県のアンテナ
ショップにこのポスターの掲示をお願いし
ていこうと。そして、秋田の米代をもっと
もっと皆さんに楽しんでいただけるよう、
お願いしていきたいと思っております。

●川を起点として、単に釣りを楽しむだけ
ではなく、観光の一つとして、少々コンセ
プトと視点、枠組みを変えて取り組んでい
きたいですね。
　私自身も毎年、子供の対象の魚のつかみ
取りを、もう 28 年、30 年近くやってい
るのですよ。そうすると、子どもたちはめ
ちゃくちゃ喜ぶ。だから漁協は単に自分の
組合だけあるいは遊漁者だけ相手にすれば
いいということではなく、そういった地域
貢献として、子供たちが魚に親しむ機会を
どんどん作っていくと。
　昨年も、秋田県で進んでいる洋上風力の会社から補助をいただいて、二ツ井の道の駅というところで、
魚のつかみ取りイベントを開いたのですが、親子が合わせて 1500 人ぐらい集まって大変なことになりま
したね。最初は 1 人 5 匹は絶対に掴んでいただきます！ってやってたんだけど、人があまりにも来すぎて、
1 人 1 匹にさせていただいた。だから釣り離れとか魚離れって言われているけれど、企画によっては、淡
水魚にも興味を持って子供たちが親しんでくれる。まずそこから始まらないと将来の釣り人も増えないし
組合員も増えない。
　子供の健全育成といった教育的な側面も含めて、そういった取り組みを漁協は今後やっていくべき事業
の一つに組み込んでいかなきゃいけないんじゃないかって、ずっと私は個人的に思っていますし、そうあ
るべきなんじゃないかと思っております。
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●観光業について色々と言及しましたけ
ど、具体にはこういうことですね。
　秋田県観光連盟、かづの観光物産公社、
それからあきた白神ツーリズム、私ども北
秋田まちづくり観光協会、そのほかに旅行
代理店などとの協力関係の構築です。
　かつて今から 20 年近く前に、大館能代
空港という小さな空港が北秋田市にあるん
ですけど、そこに就航している ANA の方
が釣りとツーリズムをかけて、「釣ーリズ
ム」といいうのをやって、お客様を羽田か
ら大館能代空港まで乗せて、うちの組合が
ガイドするということを 20 年前から実は
やってたんですよ。ただそれは継続的で
はなく、航空会社の単発的な事業として 2
年か 3 年続いたものでした。
　ぜひ、またそういったものも航空会社さ
んや旅行、観光業の JTB さんとか色々あ
りますから、そういったところとタッグを
組んででもう一回やってみたいなと強く
思っています。
　サクラマス協議会では、かつて大館能代
空港経由で秋田に来た方にタダで年券を差
し上げることを 2 年くらいやったんです。ただ、実は飛行機で来る方ってあまりいない。皆さん車に釣
り竿からウェーダーからベストから一式を積み込んで来るので、飛行機で釣りにくる人はそんなに思った
ほど増えず、実際は車で来られる人が大多数ですが、旅行会社とも組んでいくためにはそういう取り組み
も今後やっていきたいと思っております。

●今後の展望としては、ここに書いてある
通り、釣り人や組合員が減少していく中に
おいて、自然体験型のレジャーというコン
セプトで枠組みを突破らって、今までの釣
りだけの枠組みから、自然体験のレジャー
型の観光という側面を前面に出すような枠
組みを変えていかなければいけないんじゃ
ないか思います。
　誰からも親しまれ、みんなで楽しめる川
作り、そういったものを今後、米代川水系
サクラマス協議会として取り組んでまいり
たいと思っております。
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● 2026 年、協議会としては、こんなこと
をやりますよと。具体の話ですね。
　この DMO との連携というのは今回の目
玉となっていますし、アユ・サクラマスと
いう二大有力魚種を持って、もっともっと
多くの皆様に秋田へ米代へ来ていただきた
い、こういう思いで取り組んでまいりたい
と思います。

●最後に、今年の 4 月 1 日はサクラマス
の解禁日になりますが、これまだ事業は始
まる前ですけども、コーディネーターの方
で個人的にドローンを借りて、解禁日の様
子を撮影して、来年はそれを皆様にお見せ
できるように考えております。
　以上、大変貴重な時間、拙い話を聞いて
いただきまして、ありがとうございました。
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意　見　交　換　会

岩下（事務局）：
　本日は「みんなでやるぞ内水面事業」の報告会ではありますが、広域の内水面関係者が集まる機会はな
かなかないと思います。せっかくの機会ですので、皆様に共通して興味のあるテーマとして、アユルアー

（アユイング）に関する意見交換を行ってみたいと考えました。
　昨年 6 月、「漁業経済学会」の内水面に関わるミニシンポジウムにおいて、神奈川県庁の方が、こちら
のタイトルにある「神奈川県内の河川におけるアユルアー導入の効果」について発表されており、是非今
回、ここに参集の皆様にもぜひ聞いていただきたく、神奈川県へお願い申し上げたところ、学会で発表さ
れた方は海面の部署に異動されたそうで、ご後任の加藤さんにお越しいただいて発表を聞く機会を設ける
ことができた次第です。
　それでは加藤さん、よろしくお願いいたします。

　ご紹介ありがとうございます。神奈川県水産課の加藤大棋と申します。本日は「神奈川県内の河川にお
けるアユルアー導入の効果」というタイトルで発表いたします。よろしくお願いいたします。私自身は山
岳渓流でのルアーやフライは嗜むのですが、アユルアーについてはほぼ初心者ですので、至らぬ点はある
かと思いますが、ご容赦いただければと思います。

●では、まず神奈川県のアユ資源の概略
からお話しいたします。
　神奈川県は全国の中でも小さい方の県
かと思いますが、右上に東京都、左上に
山梨県、左に静岡県と接しております。
神奈川県内の河川は、東京都との県境に
多摩川が、県央には相模川が流れており、
上流は山梨県と接続しています。
さらに西に行きますと酒匂川がございま
す。こちらは一級河川ではありませんが、
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●では、まず神奈川県のアユ資源の概略からお話しいたします。
　神奈川県は全国の中でも小さい方の県かと思いますが、右上に東京都、左上に山梨県、左に静岡県と接
しております。神奈川県内の河川は、東京都との県境に多摩川が、県央には相模川が流れており、上流は
山梨県と接続しています。
　さらに西に行きますと酒匂川がございます。こちらは一級河川ではありませんが、それなりの規模があ
る川でございます。さらに南西方向には早川。こちらは有名な箱根温泉があるエリアの川で、上流には芦
ノ湖がございます。さらに南には、静岡県との県境になっている千歳川がございます。これらが神奈川県
内にある漁業権河川と、芦ノ湖という湖でございます。
　これらすべての河川で、アユの漁業・遊漁が行われております。いずれも天然遡上があり、少なくとも
神奈川県内では天然アユがメインの資源となっております。

●アユの利活用については、すべての漁
業権河川で、主に竿釣りによってアユの
漁業・遊漁が営まれております。主な漁
法は「友釣り」で、ほか「ころがし釣り」
や「毛針釣り」もございます。
　ただ、アユ釣りはお金がかかりハード
ルが高いということで、なかなか初心者
が参入しにくいという状況がございま
す。本日は他県の方の発表でも同様の指
摘がございましたので、重複する内容も
あるかと思いますが、その点もご容赦いただきたいと思います。
　専用竿は、友釣りの場合、安くても 5 万円、高いと 80 万円ほどするものもございます。加えて、引舟（ひ
きふね）や、おとり缶といったアユ専用の道具も必要です。総額は、安く見積もっても 10 万円を超える
という状況でございます。

●そこで近年人気になってきている「ア
ユルアー（アユイング）」の解禁を、本
県でも近年実施いたしました。
　こちらは友釣りの「おとりアユ」の代
わりにルアーを用いる漁法で、入門ハー
ドルは低いものです。
県内でも相模川、酒匂川、多摩川、そし
て早川の一部区間でアユルアーを解禁い
たしました。
　アユルアーの例を下に記載しておりま

すが、釣り竿・リールがそれぞれ 1 万円から 5 万円程度となっております。必ずしも専用の竿やリール
である必要はございません。釣り竿であれば渓流のトラウトロッドやバスロッド、シーバスロッドの少し
短いような竿でも代用できるかと思います。リールも小型の渓流用リールなどで代用可能ですので、すで
にお持ちの方は購入不要となります。これらを購入する場合でも、安価なものであれば総額 7,700 円程
度からという試算もあり、非常に入門しやすい釣りでございます。
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●こちらに神奈川県の相模川の釣り場案
内図を載せております。
　左側が河口で、中流部のこのあたりで
中津川と本流に分かれます。
河口から相模川本流はこのあたりまで、
支流の中津川はこのあたりまでをアユル
アーの釣り場として解禁しており、うっ
すらとオレンジ色で囲った部分がアユル
アーのエリアとなります。
　こうした案内図を配布・公開し、釣り
人に周知しているところです。

●次に、数字で見える変化として、県内の
「ある X 漁協」における遊漁券販売数の推
移を載せております。
横軸は平成 4 年から令和 5 年までの和暦
を示し、縦軸は平成 4 年を「1」とした場
合の各年の販売割合を示しています。
折れ線グラフについて説明します。オレン
ジが年券、青が日券、そして点線がアユの
遡上数（そじょうすう）を示しています。
遡上数については縦軸を用意しておりませ
んが、傾向を示すものとして捉えていただければと思います。また、薄い点線は日券と年券それぞれの直
線、つまりトレンドを示しています。
　グラフをご覧いただければわかる通り、日券・年券ともに減少傾向が続いていました。アユの遡上数を
見ると、年変動が非常に激しい魚種ではありますが、資源量や遡上数が極端に減っている状況ではありま
せん。したがって、魚がいないために釣り人が減っているというわけではないと考えられます。
　ずっと減少傾向が続いていたのですが、令和元年頃にアユルアーを新規導入しました。その時期はコロ
ナ禍とも重なっていました。釣りはコロナ禍で需要が増えた側面もあるため一概には言えませんが、背景
としてそうした状況もありました。また、この漁協ではアユルアーの導入に加えて、渓流魚のキャッチ・
アンド・リリースも導入しています。
　アユルアーを導入してから数年が経過したこのあたりで、年券と日券がともに増加に転じています。こ
こでは令和 5 年までのデータですが、令和 6 年、7 年も比較的調子が良かったと聞いております。さら
に令和 5 年には、アユルアーの可能区域を拡大しました。
　令和 4 年頃からは大手釣具メーカーがアユルアー専用竿を発売したり、SNS や釣り番組等でも取り上
げられたりと、非常に盛り上がりを見せてきました。その結果、令和 3 年から 5 年までの間で、日券は 1.8
倍、年券は 1.1 倍に売り上げが伸びたようです。
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●こちらは別の漁協のデータですが、傾向
は同じです。
　この漁協では令和 5 年にアユルアーを
新規導入しました。このグラフでは導入後
の推移までは示せていませんが、お話を伺
う限りでは非常に好調で、アユルアーに
よって釣り人が増えたとのことです。

●次に、アユルアーの利用者の割合につい
てお話しします。
　アユの遊漁券は技法別に分かれていない
ため、遊漁券の販売データだけではアユル
アーの釣り人を正確に把握することができ
ませんでした。そこで今回は、漁場監視員
の監視日誌からアユルアー利用者の割合を
調査・算出いたしました。
　こちらの表は、各河川の地区ごとに、ア
ユの遊漁者全体に対してアユルアーで釣っ

ている人が何人いたか、その割合を示したものです。
　表を見ると、C 地区だけが 72% と突出しており、他の地区は数 % 程度に留まっています。この特定の
地区の割合が非常に高いため、全体の合計で見ても、アユルアーの割合は 20% という結果になりました。
　この結果から考察すると、アユルアーを楽しめる場所は今のところまだ限られており、特定の漁場に集
中しやすい状況にあるのではないかと思われます。
　私個人の意見としては、アユルアーは比較的、水深がそれほど深くなく、流れも緩やかな場所、そして
新規参入者が多い釣りであるため、橋のすぐ下などのエントリーしやすい場所に集中しているのではない
かと考えています。

●次に、数字に表れない効果についてで
す。こちらは漁協や釣具店からヒアリン
グした内容になります。
　まず「遊漁者層の変化」として、若年
層や女性が増加したという点が挙げられ
ます。また、アユルアーから入って友釣
りにシフトする、いわゆる「ステップアッ
プ」をする方もいらっしゃいます。逆に、
高齢になって川の中まで入るのが難しく
なった友釣り師の方が、アユルアーを始
めて護岸から釣りを楽しむようになった、という事例も聞かれました。
　ルアーは見た目も綺麗で、ファッション性や「おしゃれな感覚」で始められる方も多く、若い世代にとっ
てもとっつきやすい釣りなのだと個人的に感じております。
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　また「遊漁者の意識」については、友釣りへの配慮意識が高く、大きなトラブルは特に起きていないと
聞いています。加えて、無券での釣りが少なく、皆様きちんと券を購入して釣りをされています。お互い
に見合っていることで、相互監視効果も高まっているのではないでしょうか。
さらに、この釣り自体がいわゆる「ゲームフィッシング」としての側面が強いため、たくさん釣れなくて
も比較的満足しやすい釣りであるという傾向もございます。
　「協力・連携」の面では、漁協、メーカー、釣具店が三位一体となって、始まったばかりのこの釣りを
盛り上げていこうという良いきっかけになっています。実際に釣り大会の開催などで地元経済も活性化し
ており、県外からの遊漁者も多く訪れているとのことです。
　今後の課題についてお話しします。まず、週末は漁場が非常に混雑するため、今後は区間をさらに拡大
していく必要があると感じています。また、現状では友釣りと比べるとまだそれほど多くは釣れないとい
う面もありますので、ノウハウを蓄積し、アユルアーでも数釣りが楽しめるような環境づくりが必要になっ
てくるかもしれません。
　遊漁券については、年券よりも日釣り券の割合が高い傾向にあります。そのため、アユルアーの利用者
についても、いかにリピーターや固定層を増やしていくかが重要になると考えています。

●続いて、より効果的な導入についてお話
しします。資料には「個人的見解を含む」
とありますが、これは前任者のスライドを
引き継いだ内容です。私自身も概ねその通
りだと考えておりますので、その視点から
お伝えいたします。
　効果的な導入のポイント、1 つ目は「メー
カーや釣具店と協力して進めること」です。
これが非常に大切だと思います。
他の河川での事例やアユルアーの基本的な
釣り方など、専門的なノウハウを提供してもらい、講習会や大会を開催することが重要です。それが初期
のスタートアップを成功させ、リピーターの獲得にも繋がります。
単に「遊漁規則を変えて、釣りができるようにすればいい」というわけではありません。ひっそりと解禁
しても宣伝効果は薄いため、しっかりと準備をして、メーカーや釣具店と一緒に盛り上げていく下準備が
必要です。
実際にヒアリングを行った漁協では、どこもメーカーや釣具店と連携し、キーパーソンとなるテスターや
スタッフの協力を得て、積極的に盛り上げていました。最近は Instagram や YouTube などの SNS も活発
ですので、そうしたメディアで発信力のある方々と協力することも、これからは不可欠だと思われます。
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●ポイントの 2 つ目は、「アユルアーにも
しっかりとした好漁場を解禁すること」で
す。
　そもそも釣れにくい場所を解放しても、
遊漁者は集まりません。解禁を聞きつけて
せっかく来てくださったのに、漁場がいま
いちで釣れないとなると、がっかりさせて
しまいます。それではリピーターにはなっ
てくれませんし、悪い口コミが広がってし
まう懸念もあります。

　逆に、良い漁場でしっかり釣れる体験ができれば、SNS 等で良い口コミが広がり、漁協のイメージアッ
プにも繋がります。
　「不人気な場所や活用されていない場所だけをアユルアーに割り当てる」という考え方だけでは、あま
り上手くいかないようです。
　ただし、先ほどの山形県様の発表にもあったように、「上流部で木が茂っていて友釣りには不向きだが、
アユはしっかり定着している」というような場所をアユルアーに割り当てるというのは、非常に有効な考
え方だと思っています。
　ヒアリングした漁協からは、「これからはうちの川はアユルアーがメインになるかもしれない」といっ
た声も聞こえてきました。

●一方で、おとり店が「おとりが売れなく
なる」とルアーを敬遠したり、友釣り愛好
家からの反対意見があったりすることもあ
るかと思います。これについては、少しず
つ周囲の理解を求めていく必要があります
が、最終的には幹部によるトップダウンで
の意思決定が必要な場面もあるかもしれま
せん。
　しかし、それとは逆に、友釣り利用者が
減少しておとり店が廃業している地域もあ
り、「アユルアーでの集客が求められている」という切実な実情もあるようです。

●最後にまとめです。
　アユルアーは、遊漁規則を変更するだけ
で一定の効果が見込める振興策です。増殖
量の増加や電子遊漁券の導入などと異な
り、初期コストがほぼゼロで始められるの
が大きなメリットです。
　さらに効果的に取り組むには、釣り業界
を巻き込んで宣伝し、集客を図ること、そ
してせっかく解禁するのであれば、アユル
アーにも良い漁場を割り当てることが重要
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です。
　一過性のブームで終わらせないためには、業界全体で盛り上げ、初心者層をコアなファンへと定着させ
たり、友釣りへのステップアップを支援したりといった工夫が考えられます。
　以上で発表を終わります。ありがとうございました。

〜質疑応答〜

岩下（事務局）：
加藤さん、どうもありがとうございました。急なお願いにもかかわらず、誠にありがとうございました。

昨年 6 月の学会時にもお話も伺いましたが、改めて詳しくお聞きすることができ、非常に勉強になりま
した。
　それでは、加藤さんのご発表について、何かご質問はございませんか？
 ……はい、湊屋さんお願いします。

湊屋（米代川水系サクラマス協議会）：
秋田の湊屋と申します。アユルアーについては非常に興味を持っておりまして、メーカー側からも「川

で釣らせてほしい」という要望を数年前から受けています。
　今のお話の中で「遊漁規則の変更」という点がありましたが、具体的にはどのような変更をされたので
しょうか。あるいは、どのような変更をすべきだとお考えか、お聞かせください。

加藤（神奈川県水産課）：
　ご質問ありがとうございます。
　具体的に申しますと、まずはルアーの「針」について、ハリスの長さを何センチ以内にするか、といっ
た規定です。神奈川県内では「10 センチ以内」としているところが多いです。これは友釣りのルールと
合わせたものだと思われます。
　そのほか、アユルアーを許可する時期や場所の指定も、必要に応じて規則に盛り込んでいます。
　また、これは個人的な見解ですが、規則には「ミノー」だけでなく「バイブレーション」なども含めて

「ルアー」と総称して記述するのが良いと思います。「ミノー」と限定して書かれている他県の例も見受け
られますが、幅広く「ルアー」としたほうが、今後の展開を考えると適切ではないでしょうか。
　あとは課題として、遊漁規則にはまだ盛り込めていないのですが、竿の長さの制限についても検討して
います。おとりの代わりにルアーを使う際、延べ竿（のべざお）でアユルアーをされる方もいらっしゃる
ようです。そこでリール竿を使うと、従来の釣りとの秩序が乱れるのではないかという懸念があり、竿の
長さを制限すべきではないかと、ある漁協さんと話をしています。
　具体的な長さについては課題ですが、現在の市販品ではがまかつさんの 3.3 メートルが一番長いようで
すので、4 メートルや 5 メートルといったあたりが基準になるのかな、といった話をしています。

湊屋：
ありがとうございます。実は私のところでも、本流と支流（支流 4 箇所、本流 3 箇所）にある友釣り

専用区を、今年の総会で撤廃しようと考えています。アユルアーを楽しみたい方々に、川を開放してあげ
たいという思いがあるからです。
　もちろんトラブルの懸念はありますが、規則で厳しく縛るよりも、釣り人のマナーや良心に期待したい

99



令和７年度みんなでやるぞ内水面漁業活性化事業

と考えています。友釣りの方がいるところにルアーを投げないといった、釣り人としての常識を意識づけ
ていきたいという思いです。
　また、先ほどもお話がありましたが、おとり店が減少しているという実情もあります。友釣りの場合でも、
最初におとりが確保できなければ始まりませんが、アユルアーで最初の 1 匹をキャッチできれば、その
まま友釣りに繋げることができます。こうした流れが、これからの主流になっていくのではないかと予想
しています。
　それから、アユルアーの方は「数釣れなくても満足できる」という話をよく耳にします。友釣りの方は

「10 匹しか釣れなかった」と不満に思いがちですが、ルアーの方は 1、2 匹でも楽しんでいる。こうした
価値観の違いも、アユルアーが広がる上での一つの特徴なのかなと感じています。非常に参考になるお話
をありがとうございました。

岩下：
ありがとうございました。他にいかがでしょうか。では、工藤先生お願いします。

工藤委員（東京海洋大学）：
　ご報告ありがとうございました。今の湊谷さんのご質問とも関連しますが、相模川は相模川漁連が 1
つの漁業権（1 河川 1 漁業権）を持っていますよね。その中に 5 つか 6 つの漁協があると思いますが、
それぞれの漁協が独自の遊漁規則を持っていて、アユルアーを解禁しているところとそうでないところが
分かれている、という理解でよろしいでしょうか。

加藤：
　ご質問ありがとうございます。相模川については、相模川漁連が漁業権を保持しており、所属する各漁
協自体は漁業権を持っていません。そのため、遊漁規則は相模川漁連としての 1 本のものがあり、全漁
協がそれに則っています。

工藤 ：
　なるほど、相模川漁連として 1 つの規則があるということですね。そうしますと、5 枚目のスライドで
アユルアーが「できる場所」と「できない場所」が緩やかに分かれていたのは、どういう理由でしょうか。

加藤
　スライドでオレンジ色に囲った区域のみが、現在アユルアーを許可している区間ということになります。

工藤 ：
　そうなると、自分の漁協の管轄区域でアユルアーが解禁されていない漁協も存在することになりますよ
ね。そうした漁協から「うちの区域でも解禁したい」という要望は出ないのでしょうか。

加藤：
　今のところ、そのような話は私の耳には届いておりません。そもそも上流部はそれほどアユ釣りが盛ん
ではないという地域事情もあり、あまり話題に上らないのかもしれません。

工藤 ：
　なるほど、承知いたしました。ありがとうございます。
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岩下：
　加藤さん、非常に有益な情報をいただき、大変ありがとうございました。
　ここからは意見交換会として、ざっくばらんに進めていきたいと思います。
　本日ご報告いただいた 6 団体のうち、三重県さん、愛知県さん、山形県さんなど、多くの地域でアユルアー
の取り組みに触れられていました。講習会を開催されたところもございますね。では、三重内水面漁連の
斎藤さん、今の神奈川県さんのご発表や、これまでの報告を踏まえて、ご意見をいただけますでしょうか。

齊藤（三重県内漁連）：
　はい、ご指名いただきましたので、少しお話しさせていただきます。
　まず、先ほどの神奈川県さんの発表内容や、個人的な意見も含まれた提言の内容については、全く同感
です。「やったほうがいいこと」と「やってはいけないこと」があると思いますが、実は「やってはいけ
ないこと」の方が重要ではないかと私は考えています。
　まず一番の問題は、やはり「釣れない川」であることです。釣れない川でイベントを行ってしまうのは
問題です。これは昨日の話なのですが、ある漁協さんでヒアリングをした際、そこの組合長さんに「今回
の事業はやめてしまいたい」と言われたそうです。理由を聞くと、イベントを開催したけれど誰も釣れな
かったから、ということでした。
　これは非常に残念な話ですが、我々としては、川釣りの一要素としてアユルアーを広めることで、最終
的に漁協の利益に繋がるのはほぼ確実だと思って取り組んでいます。ただ、実際に「釣れない」という経
験をしてしまうと、「この釣り方自体がダメなんだ」という考えに陥ってしまう可能性があります。
　別の開催回でも「魚は見えているのに、どうしても釣れない」ということがありました。本来、川に来
て「釣れる体験」をしてもらうのが目標なのですが、それが叶わないと、根気のある方は別として、一般
の方は「あの川に行っても釣れない」という認識を持ってしまいます。そうなると漁協にとってはマイナ
スになってしまいます。ですので、確実にある程度面倒が見られる川、つまり「しっかり釣れる川」でイ
ベントなどを開催しないと、逆効果になってしまうということを強く感じました。
　それ以外の要素については、皆様もおっしゃる通り、ネットを見て有名な方が講師をしてくれれば「あ
の人が行った場所に行ってみたい」という動機付けになります。
　具体例を挙げますと、昨年、私がいる三重県の大内山川にダイワの方が視察に来られました。「原西フィッ
シング倶楽部」というコンテンツの撮影も兼ねていたのですが、その後、漁協には毎週のように「原西さ
んが行っていた場所はどこですか？」という問い合わせが来ています。やはり発信力のある方に実際に来
ていただく効果は非常に高いです。
　逆に、友釣りのイベントを開催して漁協の方が教えたけれど、なかなか効果が出ないという話も聞きま
す。宣伝効果も含めて、プラスになる形で企画を組まないと、せっかくのイベントも成果が薄くなってし
まうと感じています。
　これから新しく取り組まれる皆様も、「ここで釣りをしても無駄だ」と思われないような形でのイベン
ト運営をお勧めします。とりあえず私からは以上です。

岩下（事務局）：
　ありがとうございました。齊藤さんのところは「アユルアー塾」として、この事業を活用して 2 年間、
かなりの回数をこなしてこられましたから、その経験に基づいた貴重なご意見だと思います。
　神奈川県の加藤さんにお伺いしたいのですが、相模川の漁協さんの中で、こうした「教室」のようなも
のは開催されているのでしょうか。
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加藤：
　漁協が主催している教室というのは、私は聞いたことがございません。メーカーや釣具店が主催する講
習会などは行われているようですが、漁協が主体となって、というのは把握しておりません。

岩下：
　なるほど。そうしますと、まずはその川でアユルアーができるという体制が固まっていないと、釣具店
やメーカーも入ってこられないわけですよね。漁協側がまずは門戸を開き、情報を流して集客をする。そ
の上で、どうやって愛好家を増やしていくか。
　斎藤さんのおっしゃる通り、まずは「釣れる」ことが大前提ですが、その先の技術的なことやマナーを
伝える場をどう設けるか。これは漁協がやるべきなのか、メーカーがやるべきなのか。……本来は皆で協
力してやれれば一番良いのでしょうが、役割分担も含めて、斎藤さんはどうお考えですか？

齊藤：
　まず「みんなでやるぞ」という事業名で進めているこの取り組み自体、非常に重要だと感じています。
なぜ今「みんなで」という話になっているかと言えば、これまでの漁協や漁連の組織では、十分な連携が
できていなかったからではないでしょうか。
　販売量を増やしたい釣具店やメーカーは、当然「やりたい」と考えています。しかし、それに対して各
漁協や漁連が具体的に足並みを揃えて動くということが、実際にはできていなかったのが現状だと思いま
す。我々の役割はシンプルに言えば「橋渡し」です。メーカー側のニーズは分かっているのですから、場
を作って進めていけばいい。
　ただ、現実的な問題もあります。昨日回ったある漁協さんでは、「うちは駐車場がないから、アユルアー
の受け入れは無理だ」という話がありました。駐車場がないという課題は分かっているのに、なぜそれを
作らないのか。
　私がいる大内山川漁協では、友釣りの方が来られる場所として、自ら能動的に駐車場の整備を進めてい
ます。それが川の振興に繋がると分かっているからです。しかし、多くの漁協ではその問題を解決する能
力がないか、あるいは放置してしまっているのが実情です。
　全国的に見ても、しっかり取り組めているところとそうでないところの差は非常に大きいです。釣具店
さんなどがイベントを提案してくれた際、ノウハウがなくても「任せるからやってくれ」と乗るだけでも
いいはずです。とにかく、お客さんが来るような活動を形にしない限り、何も始まりません。
　漁協単体でやるのが難しいのであれば、できるところのノウハウをそのまま取り入れて動けばいい。少
なくとも私はそのように考えて、この数年間、お手伝いをするための組織化を進めてきました。

岩下：
　ありがとうございます。今年 2 回目の講習会を開催された山形県の桂さんはいかがでしょうか。山形
県での手応えを教えてください。

桂（山形県内漁連）：
　先ほど「漁協単体で」というお話がありましたが、実は山形県の「最上漁協」さんは、我々の事業より
前から単体でアユルアーの講習会を開催されていました。というのも、組合長さんご自身が友釣りのプロ
のような方で、メーカーとも強い繋がりがあったため、独自に講師を招いて開催できていたのです。
　2 月の検討会の際、他の漁協さんからも「アユルアーを始めたいが、理事や役員がどんなものかよく分
かっていない。どうすればいいか」という相談がありました。その都度、メーカーの方を呼ぶのも大変で
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すので、県内で指導できる方を育成し、要望があった漁協へ派遣できるようなシステムを作れないか、と
いう議論が出たところです。

岩下：
　ありがとうございます。山形県内でもまだ 4 河川ということで、これからさらに広がっていく余地が
ありますね。ただ、始めるにあたって「組合員の方々が内容をよく知らない」という点がネックになって
いる。それを解決するための一手として、愛知県の大竹さんは、あえて初心者向けではなく「漁協の組合
員向け」にアユルアーの講習を行われたわけですよね。大竹さん、いかがでしょうか。

大竹（愛知県内漁連）：
　愛知県のアユルアーに対する考え方についてお話しします。まず、漁協の人間、つまりアユルアー導入
の決断を下すべき立場の人間が、アユルアーのことをよく知らなかったという現状がありました。そこで、
まずはアユルアーとはどのようなものかを知ってもらうために、先ほどのような講習会を開催しました。
　会場となった寒狭川中部漁協さんは、ある意味で先駆的にアユルアー専用区を開設されています。ここ
の組合長さんは、新しいことに挑戦することを恐れない方です。かつ、漁協内でも非常に強いリーダーシッ
プで引っ張っていける方だからこそ、導入が進んだという側面があります。
　その組合長さんをもってしても、「この川はアユの友釣りには向かない川だからこそ、ルアーをやらせ
てくれ」というのが精一杯の説得材料だったようです。そこから今回の事業を通して、徐々に理解が広が
り、区域も拡大していけるようになりました。

岩下：
　ありがとうございます。色々な地域のお話を伺うと、懸念されていた「友釣りとルアーのトラブル」と
いうのは、意外と「起きていない」という声が多いですね。イメージとしては「ルアーは邪魔だ」といっ
たトラブルがあるかと思われがちですが、実際はどうなのでしょうか。齊藤さんいかがですか。

齊藤：
トラブルについては、実はありません。ちょうどタイムリーな話があります。

　私が普段活動している大内山川漁協では、昨年度は一部解禁でしたが、今年度からは全域でアユルアー
を解禁しました。全域解禁して起きた「トラブル」と言えば、わずか 2 件です。1 つは「こんなところで
アユルアーをやるな」と文句を言われたこと。もう 1 つは、全域開放していることを知らずに「ここはルアー
禁止だぞ」と注意されたことです。ちなみに、その時に釣っていたのは私自身でした。翌日からは別の場
所で釣るようにするなど配慮しています。
　そうした配慮をしながら行っているので、実質的なトラブルは起こり得ないのが実情なのですが、昨日、
別のトラブルが発覚しました。ある漁協へ行った際に、「大内山川はアユルアーを入れたせいでトラブル
だらけらしいな」と言われたのです。これは完全な風評被害ですので、その場できっちり否定しておきま
した。実際にはトラブルが起きているどころか、アユルアーで釣っていると、友釣りの方から「本当に釣
れるの？」と声をかけてもらえるほどです。「ここで 2 匹釣れましたよ」と答えると、「へぇ、釣れるも
んなんだね」といった温度感でやり取りができています。
　皆様が思っている以上に、少なくとも私の周囲では、友釣りの方がアユルアーに対して全否定的な意見
を言うことはほぼありません。ただ、トラブルが絶対に起こらないとは限りませんので、メーカー側もマ
ナーについては口を酸っぱくして伝えています。そこは当然気をつけるべき点です。
　ですので、実際にはトラブルはほぼ皆無であるにもかかわらず、こうした「風評被害」が起きかねない
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という点には注意が必要です。誰が言い出したのかまでは問い詰めませんでしたが、事実に反する噂が一
人歩きしてしまうことがあるのも、この釣りの現状かもしれません。

岩下：
　ありがとうございます。やはり友釣り師の方々にとっては、アユルアーというのはまだ「得体の知れな
いもの」という恐れや、疑心暗鬼になってしまう部分があるのでしょうか。
　実際に現場で普及を進めていく中で、何か具体的な問題点や、ネックになっていると感じることはあり
ますか？

齊藤：
　すでにお話しされている方も多いかと思いますが、一つは「おとり店（友鮎販売店）」との関係です。
おとり店の方々の中には、どのような説明をしても強固に同意していただけないケースもあります。
　ただ、我々の方での成功事例を一つご紹介します。1 年目にアユルアーをやってみて、最初はほとんど
釣れず、シーズンの終わりにようやく数匹釣れたという方がいました。その方は 2 年目には、ほぼルアー
をやらずに友釣りに転向されたのです。
　実際にルアーでやってみたことで、「やはり友釣りの方が面白いし、効率も良い」と体感されたわけで
すね。本格的に釣りをやるのであれば友釣りをしない理由はない、と気づかれた事例です。
　ですので、アユルアーが友釣りの邪魔になるというよりも、最終的にはアユルアー利用者の 5％から
10％程度は友釣りに移行していくのではないかと考えています。そうなれば、その方々は確実におとり
店を利用するようになります。
　他県の事例としても、「最初はルアーをやっていても、すぐに友釣りに移行する人が結構いる」という
実情を、おとり店の方々にも伝えていくことが大切です。最終的にはおとりアユの販売促進にも繋がるの
だということを、皆様で共有していくべきだと思います。

岩下：
　ありがとうございます。まさに「案ずるより産むが易し」といった側面が強いようですね。山形県の桂
さんはいかがでしょうか。何か不安な点や、課題だと感じていることはありますか？

桂：
　先ほど神奈川県さんからもご指摘があった通り、山形県でも「アユルアーを始めたい」という声が上がっ
た場所の多くは、実は友釣りがほとんどできず、アユもあまりいないような場所でした。そうした場所で
無理に導入しようとするのは、やはり「まずいやり方」だったなと今は反省しています。
　一方で、ある漁協さんでは、ダムの下流でカワウやブラックバスの影響でアユが育たない場所があるの
ですが、そこではなく「小さな支流」に注目しています。そこは支流のため、おとりアユを泳がせにくい
のですが、そこに集中放流をして、アユルアーの漁場を作ろうと計画しています。
　また別の例では、ダムの上流部があります。これまではイワナの川だったのですが、近年の地球温暖化
の影響で、夏場に水温が 25 度まで上がるようになってしまいました。イワナがさらに上流へ逃げてしまっ
たため、その空いたエリアにアユを放流し、アユルアーの漁場にしようという動きがあります。
　このように、漁協さんなりにアユルアーを導入するにあたって、場所の選定やゾーニングを色々と考え
てくださっていますので、我々もしっかりと支援していきたいと考えています。
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岩下：
　ありがとうございます。アユルアーの導入が、川の資源のあり方を改めて考えるきっかけにもなってい
るのですね。
　その他、いかがでしょうか。……はい、丸茂様お願いします。

丸茂課長補佐（水産庁栽培養殖課）：
　水産庁の丸茂です。斎藤さんのお話の中に「アユルアーから友釣りに移行する人がいる」という非常に
興味深いエピソードがありました。
　実際に和歌山県などで開催されている「友釣り塾」では、37 名ほどの方が参加されていると記憶して
いますが、その参加者の方々の属性はどういった背景の方が多いのでしょうか。
　例えば、「全くの釣り初心者だけれど友釣りを始めたい」という方なのか、それとも「海釣りなど他の
釣りをしていたけれど、友釣りに興味を持った」という方なのか、あるいは「アユルアーをやってみたけ
れど、もっと本格的に釣りたいから友釣りに転向した」という方なのか。そのあたりの割合や背景を教え
ていただけますでしょうか。

齊藤：
　今のところ、アユルアーを経験してから友釣り塾に入られたという方は、それほど多くはありません。
主な層としては、海釣りなどを中心にされていた方が「川の釣りもやってみたい」と思われたケースがほ
とんどです。ただ、これまでは友釣りというのは非常に敷居が高く、教えてくれる人もいなかった。そこ
に「アユルアー塾」という受け皿ができたことで参加された、という方が多いですね。ルアーから友釣り
への明確な移行については、これから徐々に増えていく段階なのかなと感じています。

岩下：
　はい、ありがとうございました。私も、ルアー塾に来られる方々の背景がどのようなものかお聞きした
かったので、非常に参考になりました。ありがとうございます。
さて、新潟県さんの方からも「アユルアーを導入したい漁協がある」というお話がありました。新潟県も
友釣りで有名な河川が多い中で、今後どのように進めていかれる予定でしょうか。

藤田（新潟県内漁連）：
　そうですね。やはり最初はトラブルを心配する声もありましたが、今は「そうも言っていられない」と
いう考え方が主流になりつつあります。「皆で仲良くやればいいのではないか」というのが基本的なスタ
ンスです。ただ、中には「専用の区域を設けたい」という要望を持っている組合長さんもいらっしゃいます。

岩下：
　ありがとうございます。トラブルについては、今回のお話をぜひ持ち帰っていただき、過度に不安がら
ずに広めていただければ幸いです。皆様が仲良く釣りを楽しめるのが一番ですからね。
それでは、他にご質問のある方はいらっしゃいますか？ ……はい、お願いします。

大竹（愛知県内漁連）：
　私の関わっている漁協さんの中には、経営的に非常に厳しい状況にあるところもあります。そうした中
で、「何もしないよりは」ということで、来年度からアユルアーを解禁する予定の漁協がございます。
　斎藤さんに質問なのですが、先ほどの神奈川県さんのお話にもあったように、普及には「発信力・宣伝
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力」が不可欠だと感じています。「アユルアーをやりたい」という方がいる中で、しっかりと情報を届け
ていく必要があります。
　三重県さんでは「小委員会」という実行部隊を作られていますが、そうしたメンバーをどのように集め
られたのでしょうか。また、どのような知識や技術を持つ人を集めると、事業がスムーズに進みやすいと
いったアドバイスがあれば教えてください。

齊藤：
　ご質問ありがとうございます。まず小委員会の集め方ですが、三重県内水面漁連から各漁協に対し、理
事会で決定した旨を公文書で通知しました。「小委員会を組織するので、活動に協力的な方を自薦・他薦
問わず選出してほしい」という内容です。
　ただ、実際のところは、日頃から各漁協を回る中で「ここの漁協にはこんな活動的な方がいるな」とい
う目星をあらかじめ付けていました。公文書を送った後、そのターゲットとした方々に一本釣りで「ぜひ
入ってほしい」と直接交渉も行いました。
　また、今後イベントや活動を強化したいと考えている漁協に対しては、「お宅の漁協からも必ず一人出
してください」と個別に依頼もしています。
　正直なところ、どの組織でもそうだと思いますが「やりたい人は手を挙げてください」と言って自発的
に集まることはまずありません。本気で「みんなでやるぞ」を実現したいのであれば、動いてくれそうな
人を自分たちで見つけ出し、口説き落とすプロセスが必要不可欠です。
　それから、メンバー構成についてですが、私のように「地域おこし協力隊」として動いている人間や、
観光協会など、外部と連携して動ける人に声をかけるのが良いと思います。

メーカーさんの活用についても触れておきます。例えば愛知県には、もともと「パームス（PALMS）」
さんなどのメーカーがイベント等で来られていましたよね。そうした繋がりのある漁協さんとメーカー、
あるいは釣具店さんの力を活用しない手はありません。

メーカー側としては、自社製品を売りたいという当然のニーズがあります。そこを逆手に取って、彼ら
の持つ広報力や宣伝力を最大限に活用することが、普及への近道だと思います。

石井（京都府内漁連）：
メーカーさんとの繋がりという面で、少しお話しさせていただきます。私は京都府南部の木津川漁協で

事務局を務めております。
3 年前にアユルアーを解禁しようとしたのですが、ただ解禁するだけでは、先ほどのお話にもあった通

り、誰にも知られないままひっそりと終わってしまうのではないかという危惧がありました。友釣りの方
も少ない現状で、このままでは不発に終わる。そう考え、理事会の中で「アユルアー教室を立ち上げられ
ないか」という案が組合長から出されました。
　当時「アユイング」という言葉をよく耳にしていたので、まずはその言葉を作られたダイワさんに連絡
をしてみようということになりました。ダイワさんに連絡する際に注意した点は、「なぜアユルアーを解
禁したいのか」「今、木津川漁協が置かれている現状はどうなのか」そして「これを実施することで 1 年後、
2 年後にどのような姿を目指したいのか」ということを、正直にお伝えしたことです。
　良いことも悪いことも含め、現状を踏まえて丁寧にお話ししたところ、ダイワの木森直樹さんがわざわ
ざ足を運んでくださいました。それ以来、毎年当漁協のアユイング教室を手伝っていただくような形になっ
ています。

メーカーさんに対しては、目的を明確に伝え、自分たちの置かれている現状を、悪い部分も含めて包み
隠さずお話しすることが、良い協力関係を築く上では重要ではないかと感じています。
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岩下：
　どうもありがとうございました。京都府さんもかなり早い段階からアユルアーを解禁されていましたね。
貴重な事例をありがとうございました。

　皆様から色々とご意見をいただきましたが、ちょうど時間となりました　本日ご発表いただいた皆様、
そして急遽の参加依頼をご快諾いただいた神奈川県の加藤様、誠にありがとうございました。本日はこれ
にて終了とさせていただきます。大変ありがとうございました。
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岩下（事務局）：
　今年度の 11 団体の報告をいただいたきました。それでは、評価検討委員ならびに専門家、水産庁の皆
様にご講評をいただきます。

佐野委員（滋賀県河川漁連）

　全体的にどこもアユルアーですが、これに関して、各メーカーさんにきちんとしたルールを作ってもら
わないと。今、一応メーカーさんが言われてるのは、針は 4 本、ただし 3 本錨でも蝶針 2 本。問題にな
るのがチラシで、チラシを 4 本まで巻いてしまうと長さが長くなる。
　今、こちらの方でも問題が起きてるのが、そのチラシの長さ。ここのところをメーカーさんもきっちりと、
どういう方向で持っていくか決めないと、これからどんどん針の長さで問題が起きてくると思います。こ
このところ各メーカーさんにきっちりと言って、うちらの方ではそれに対して看板を立てようかなと思っ
てるんですけどね。ここのところが友釣りしてる釣り人とアユルアーの釣り人との差が出てくると思いま
す。魚が多いところではやっぱり針の長さを長くしたら掛かるような感じになるんですね。どこの県もア
ユルアーの場合は、針の長さを気をつけるのが必要と思います。

それとやっぱり、釣れる川、釣れる要因。今、アユルアーがどんどん盛り上がってますけども、ここ 2、
3 年でもし釣れなかったら、本当に終わってしまいます。そうならないためにはやっぱり釣れる川、それ
を目指していただかないと、今後ほんまに下がっていくと思いますんで。そこのところだけ、どうぞよろ
しくお願いいたします。以上です。

佐藤委員（フィッシングジャーナリスト）

　皆さん、2 日間ありがとうございました。こちらも色々勉強させていただきました。本来なら一つ一つ
の事業に関してコメントをしたいところなんですけれども、時間がないので、気がついたところについて
話させていただこうと思います。
　昨日を中心にアユルアーということで、全国でいろいろな活動をしている方の話をお聞きしましたが、
今後の内水面を考えた時に、やっぱりアユルアーの世界っていうのは、友釣りとは別に、アユという魚を
対象にした一つ釣りの分野みたいなものを築いていくんじゃないかという気がしています。ぜひ、先ほど
佐野会長からも指摘があったように、ルール的なものや基礎的なものをきちんと周知をしていただいた上
で、どんどん広げていって欲しいと思います。
　それから、長野県さんの発表であった、天竜川の組合員にアユ事業の抜本的な見直しについてアンケー
トしたら、67% の方そうしたほうがいい、という情報がありました。全国各地に伺っていろいろな漁協
さんとお話をするんですけども、やはり何でしょうかね、末端の組合員の方の考えや相違というものが上
の方に届いていないなと。で、上の方は何をやってるかっていうと、同じことを連綿と繰り返して、どん
どん右肩下がりになっていくという現状があまりにも多いので、このようなデータを元に、組合の中でも
いろいろと話を循環させていって、組合員の活性化というか勢いづけていっていただければと思います。
　あとは、今日お話しいただいた栃木県さんの発表ですとか京都、青森、宮城、秋田の発表では、特に青

講　評

108



森県さんは、青森県として全く新しい特設釣り場の開設ということで、いろいろと心配なこともあるかも
しれませんが、これうちの方（群馬県）ではもう 20 年前からやっていることなので、聞いていただければ、
いろいろ提案ができるかなと思います。また、秋田のドローンの映像はぜひ見たいと思うので来年もよろ
しくお願いします。以上でございます。ありがとうございました。

桑田委員（岐阜県里川・水産振興課）

　ありがとうございます。まず全般聞かせていただきまして、やはり内水面漁業や漁協の経営を持続して
いくためにはやはり遊漁にしっかり力を入れて、単なる水産業振興だけではなくて、観光振興、そして地
域振興へとつなげていこうという大きな流れがあるものという風に理解いたしました。その中でやはり皆
様がいろいろと大変熱心に取り組んでおられ、本当に全国における先進事例だなと思って聞かせていただ
きました。
　これは、次につながる人たちにしっかりわかるようにしていく必要がありますので、課題に対してどう
いった対処をしたのか、その具体的な手順等を、ぜひわかるようにしていただけたらありがたいと委員と
して思います。
　そして、例えば具体的に言うと、特に今、佐野会長もおっしゃられていたように、勢いがあるのはアユ
ルアーだと思うんです。アユルアーも今日の発表を聞いていると、遊漁者の意識の部分で、例えば釣り方
がわからない、もっと釣れる漁場を作ってほしい、そして、その釣れる漁場にどうアクセスすればいいの
か、といったところが大きな課題であることがしっかりと整理されていたと思います。
　逆に言えば、そういった課題に対して、例えばよく釣れる釣り場はどのくらい釣れる釣り場なのか、そ
して、そういった漁場では、駐車場や遊漁者を集客するための手段としてどんな案内をしたのか。例えば
釣り教室やガイドさんについても、一体いくらでガイドさんにお願いしてどんな効果があったのか。そん
なところがより具体化してくると、全国の先進事例として横展開をしやすくなるのではないかなと思いま
すので、今後とも引き続き頑張っていただきたいと思いますし、私も勉強させていただきたいと思ってお
りますので、よろしくお願いします。

工藤委員（東京海洋大学）

　私も今回、各地の取り組みをお聞きして色々と興味深い点がありまして、勉強になりました。色々とお
話ししたいことはあるんですけれども、これは補助事業ですので、政策論の視点から少し野暮なコメント
になりますけれどもさせていただければと思います。
　皆様もご存知の通り、日本の川や湖での釣りは第五種共同漁業権と内水面漁協によって支えられており、
我々にとっては当たり前ですが、この協同組合という仕組みを使って釣り場を作っている・管理している
国というのは、多分日本しかないと思います。これは世界に誇れるシステムだと思っております。
　今回取り組みを見ていても、やはり協同組合という仕組みを使って、釣りを活性化させていることを、
本当に痛感しました。コーディネーターさんは基本的に、人と人との結びつきを活性化させることによっ
て、アユルアーを導入したり、友釣り塾を開催したり、あるいは大学生や観光業と連携したりといった取
り組みをしており、また、新しい技術を、例えば電子遊漁券がそうですけれども、デジタルマップやドロー
ンといった技術を活用して釣りを活性化させている、非常に公益性の高い役割を発揮されてると思います。

もう少し分かりやすく言えば、コーディネーターさんがいることで川の自然と地域社会が豊かになって
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いるというのが非常に実感できました。各漁協さんがコーディネーターさんを一人雇うことができれば、
日本全体の川や湖の自然、それから社会がより豊かになっていくっていうのが、この事業によって明らか
になっていくのではないかという風に思っております。
　もう一つ感じたのは、この事業による受益者なんですね。受益者は誰かというと、組合員や組合ももち
ろん受益者かもしれませんが、もう少し広域な人たちですね。広範囲な人たちに、この事業の公益が行き
渡ってるなという感じを受けたわけです。
　つまり、やはりこういった補助事業の必要性になります。もちろん、これからも継続的にコーディネー
ターさんさえ設置できれば、各地で様々な取り組みを行ってくれることになりますので、まずは人が重要
だということです。それからもう一つは、地域社会への貢献が非常に大きいという印象を受けました。つ
まり、都道府県や市区町村の行政からの積極的な支援があれば、コーディネーターさんも、より活躍がで
きるんじゃないかなという風に感じた次第です。
　いずれにしましても、この釣り場をどのように維持したり活性化していくのかってことは、やはり人と
人との結びつきを活性化していくことが非常に重要で、その基盤として人的結合体を組織基盤としている
内水面漁協がこれからも活性化していくことが非常に重要だということを、今回の皆様の報告から理解を
深めた次第です。昨日今日と報告いただいた方々に感謝いたします。どうもありがとうございました。

棟方専門家（宮城教育大学）

　お疲れ様でした。これまでの話を伺っていて、やはり内水面を盛り上げていくためには、器である川、
中身である魚、さらにその遊漁というソフトウェアが非常にバランスが取れていることが大事だと思いま
した。
　器の方に関してちょっと話題提供させていただきます。最近私も関わっている、いわゆる「ネイチャー
ポジティブ」です。「サーティー・バイ・サーティー（30 by 30）」という言葉をご存知でしょうか。
2030 年までに国土の 30％を自然環境エリアとして生態系を保全するというのが、現在国連の主導で広
がってきております。こういった機運は今どんどん大きくなってまいりますので、そこと我々の活動がう
まくアクセス、マッチングできると、それは大きな起爆剤になるのではないかなと思っています。
　宮城県でも、まだ国土強靱化による川の整備ということが続いてまして、それに合わせて魚道の整備も
続いてるのですが、ややもすると、防災や治水のほうが優先されて、礫の撤去やまったく漁場を無視した
整備が続いている場所があると思います。自然共生センターの方に伺うと、国土強靱化というのは防災治
水だけではなくて、食の安全保障や生態系の維持という概念も組み込まれているということを言われてお
りました。我々もそういったことを、外側にあるツールをちょっと勉強して取り入れることで、漁場の整
備に活かせるのではないかなと思いました。
　ただそれまでの間は、漁連や漁協が中心となって、孤軍奮闘の形でもう少し頑張っていかないといけな
い状況が続いていると思います。その中でやはりトピックになったのが、アユルアーということで、私も
去年からアユ釣りを本格的に再開してましたので、勉強になりました。ただ、まだそのが黒船だとすると、
抵抗勢力というものが、もしかしたら漁協そのものであったり、友釣りの釣り人であったりと、本来組め
るはずの人がまだ、ややもすると敵対関係にあるようなところがあるので、そこをどのようにエビデンス
を持って融合させていくかっていうことが大事です。
　また、経済的な面では、例えばおとり屋さんが割りを食うという話があっても、もしかしたらアユルアー
の方はそもそもエキストラの方で、おとり屋さんにはそんなに負荷を与えていないとか。漁協全体として
それを収支をカバーできるとか、そういう経済的な評価ができれば、もう少しエビデンスとして多くの方
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に説明できるのかと思いました。
　あとは、私がずっと想像してるのは、釣り人が川に立つことが純粋にその川の資源を守るという、人間
による保全の効果みたいなのが非常に大きいんじゃないかなと思っておりまして、やはりアユルアーの方
を誘致して川に立ってもらうということは、経済だけじゃなくて資源の保全効果っていうのもあるのでは
ないかという風に思っています。そこをこのグループで、もしかすると研究者サイドの話かもしれません
が、そういったエビデンスを積んで、新しい釣りと既存の釣りを融合させていく流れが重要かと思いまし
た。ネイチャーポジティブとか、私も不勉強で始めたばかりなのですが、ご興味があればご説明に伺いた
いと思いますので。そういった新しいムーブメントを取り入れるというのも非常に大事ではないかなと今
日伺って感じました。以上です。ありがとうございます。

丸茂課長補佐（水産庁栽培養殖課）

　水産庁の丸茂です。皆様、発表ありがとうございました。この「みんなでやるぞ」事業も 2 年目とな
りました。今年度が 2 年目だった団体の取り組みを伺うと、やはり昨年の反省などをしっかり活かして、
内容をさらにパワーアップさせて 2 年目の活動に取り組んでいるなと感じました。また、今年が 1 年目だっ
た団体についても、すでに先行している 2 年目の事例を参考にして進めている様子が見受けられ、この
事業が始まってまだ 2 年ですが、すでに良い広がりを見せていることを実感しています。
　来年度は 3 年目に入ります。この事業には最長 3 年という決まりがありますので、来年が最後になる
という団体も多いかと思いますが、3 年間の活動をどう締めくくり、まとめていくかについても、これか
ら一緒に考えていかなければならないと思っています。
　皆様の発表の中でも触れられていましたが、当初の計画通りには進まなかったというケースもたくさん
あったかと思います。私から昨日、愛知県の皆様に「計画に書いていないことが色々ありますね」といっ
た質問をさせていただきましたが、これは決して「計画外のことをしてはいけない」と批判するような意
味ではありません。
当初の予定通りにいかなかったとしても、その場その場で臨機応変に対応されたことは素晴らしいと思っ
ています。そういった経緯を詳しく伺いたくて質問をいたしました。たとえ計画通りにいかなかったとし
ても、その状況でどうすればいいかと考え、行動したこと自体がこの事業の大切な成果だと考えています。
来年度は、ぜひそういったプロセスも含めて取りまとめていただければと思います。
　また、嬉しいことに、すでに来年度から新しく参加したいという相談もいくつか届いています。事業の
評判が良く、「自分たちもやりたい」という場所が増えているのは、非常に喜ばしいことです。ただ、残
念ながら予算の枠自体は変わらないため、参加希望が増える中で予算をやりくりしなければならないとい
う苦しい事情もありますが、その点は何卒ご理解いただければ幸いです。本日は本当にありがとうござい
ました。

岩下：
　評価検討委員ならびに専門家、水産庁の皆様、大変ありがとうございました。
　それでは皆様、2 日間にわたりお疲れさまでした。今後も皆様の活動が進みますことを祈念して閉会と
させていただきます。大変ありがとうございました。
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